
除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性並びに稔性回復性セイヨウナタネ 
(改変 cp4 epsps, 改変 bar, barstar, Brassica napus L.) (MON88302×RF3, 

OECD UI: MON-883Ø2-9×ACS-BNØØ3-6) 申請書等の概要 
 
 
第一種使用規程承認申請書 ......................................................................................... 1 
生物多様性影響評価書 ................................................................................................ 3 
第一 生物多様性影響の評価に当たり収集した情報 .................................................. 4 
1 宿主又は宿主の属する分類学上の種に関する情報 ................................................ 4 

(1) 分類学上の位置付け及び自然環境における分布状況 ....................................... 4 
① 和名、英名及び学名 ....................................................................................... 4 
② 宿主の品種名又は系統名 ................................................................................ 4 
③ 国内及び国外の自然環境における自生地域.................................................... 4 

(2) 使用等の歴史及び現状 ...................................................................................... 4 
① 国内及び国外における第一種使用等の歴史 ................................................... 4 
② 主たる栽培地域、栽培方法、流通実態及び用途 ............................................ 4 

(3) 生理学的及び生態学的特性 ............................................................................... 5 
イ 基本的特性 ..................................................................................................... 5 
ロ 生息又は生育可能な環境の条件 ..................................................................... 5 
ハ 捕食性又は寄生性 .......................................................................................... 5 
ニ 繁殖又は増殖の様式 ....................................................................................... 5 
① 種子の脱粒性、散布様式、休眠性及び寿命.................................................... 5 
② 栄養繁殖の様式並びに自然条件において植物体を再生しうる組織又は器官

からの出芽特性 .............................................................................................. 5 
③ 自殖性、他殖性の程度、自家不和合性の有無、近縁野生種との交雑性及び

アポミクシスを生ずる特性を有する場合はその程度 ..................................... 5 
④ 花粉の生産量、稔性、形状、媒介方法、飛散距離及び寿命........................... 5 
ホ 病原性 ............................................................................................................ 5 
ヘ 有害物質の産生性 .......................................................................................... 5 
ト その他の情報 .................................................................................................. 5 

2 遺伝子組換え生物等の調製等に関する情報 ........................................................... 5 
(1) 供与核酸に関する情報 ...................................................................................... 5 
イ 構成及び構成要素の由来 ................................................................................ 5 
ロ 構成要素の機能 .............................................................................................. 5 
① 目的遺伝子、発現調節領域、局在化シグナル、選抜マーカーその他の供与

核酸の構成要素それぞれの機能 ..................................................................... 5 
② 目的遺伝子及び選抜マーカーの発現により産生される蛋白質の機能及び当

該蛋白質がアレルギー性を有することが明らかとなっている蛋白質と相同

性を有する場合はその旨 ................................................................................ 6 
③ 宿主の持つ代謝系を変化させる場合はその内容 ............................................ 6 

(2) ベクターに関する情報 ...................................................................................... 7 
イ 名称及び由来 .................................................................................................. 7 

 
 

 

i



ロ 特性 ................................................................................................................ 7 
① ベクターの塩基数及び塩基配列 ..................................................................... 7 
② 特定の機能を有する塩基配列がある場合は、その機能 .................................. 7 
③ ベクターの感染性の有無及び感染性を有する場合はその宿主域に関する情

報 ................................................................................................................... 7 
(3) 遺伝子組換え生物等の調製方法........................................................................ 7 
イ 宿主内に移入された核酸全体の構成 .............................................................. 7 
ロ 宿主内に移入された核酸の移入方法 .............................................................. 7 
ハ 遺伝子組換え生物等の育成の経過 ................................................................. 7 
① 核酸が移入された細胞の選抜方法 .................................................................. 7 
② 核酸の移入方法がアグロバクテリウム法の場合はアグロバクテリウムの菌

体の残存の有無 .............................................................................................. 7 
③ 核酸が移入された細胞から、移入された核酸の複製物の存在状態を確認し

た系統、隔離ほ場試験に供した系統その他の生物多様性影響評価に必要な

情報を収集するために用いられた系統までの育成の経過 .............................. 8 
(4) 細胞内に移入した核酸の存在状態及び当該核酸による形質発現の安定性 ....... 9 
① 移入された核酸の複製物が存在する場所 ....................................................... 9 
② 移入された核酸の複製物のコピー数及び移入された核酸の複製物の複数世

代における伝達の安定性 ................................................................................ 9 
③ 染色体上に複数コピーが存在している場合は、それらが隣接しているか離

れているかの別 .............................................................................................. 9 
④ (6)の①において具体的に示される特性について、自然条件の下での個体間

及び世代間での発現の安定性 ......................................................................... 9 
⑤ ウイルスの感染その他の経路を経由して移入された核酸が野生動植物等に

伝達されるおそれのある場合は、当該伝達性の有無及び程度 ..................... 10 
(5) 遺伝子組換え生物等の検出及び識別の方法並びにそれらの感度及び信頼性 .. 10 
(6) 宿主又は宿主の属する分類学上の種との相違 ................................................. 11 
① 移入された核酸の複製物の発現により付与された生理学的又は生態学的特

性の具体的な内容 ......................................................................................... 11 
② 以下に掲げる生理学的又は生態学的特性について、遺伝子組換え農作物と

宿主の属する分類学上の種との間の相違の有無及び相違がある場合はその

程度 .............................................................................................................. 12 
3 遺伝子組換え生物等の使用等に関する情報 ......................................................... 13 

(1) 使用等の内容 .................................................................................................. 13 
(2) 使用等の方法 .................................................................................................. 13 
(3) 承認を受けようとする者による第一種使用等の開始後における情報収集の

方法 ............................................................................................................... 13 
(4) 生物多様性影響が生ずるおそれのある場合における生物多様性影響を防止

するための措置 ............................................................................................. 13 
(5) 実験室等での使用等又は第一種使用等が予定されている環境と類似の環境

での使用等の結果 ......................................................................................... 13 
(6) 国外における使用等に関する情報 .................................................................. 14 

 
 

 

ii



第二 項目ごとの生物多様性影響の評価 .................................................................. 15 
1 競合における優位性 ............................................................................................. 16 

(1) 影響を受ける可能性のある野生動植物等の特定............................................. 16 
(2) 影響の具体的内容の評価 ................................................................................ 16 
(3) 影響の生じやすさの評価 ................................................................................ 16 
(4) 生物多様性影響が生ずるおそれの有無等の判断............................................. 16 

2 有害物質の産生性 ................................................................................................ 16 
(1) 影響を受ける可能性のある野生動植物等の特定............................................. 16 
(2) 影響の具体的内容の評価 ................................................................................ 16 
(3) 影響の生じやすさの評価 ................................................................................ 16 
(4) 生物多様性影響が生ずるおそれの有無等の判断............................................. 16 

3 交雑性 .................................................................................................................. 16 
(1) 影響を受ける可能性のある野生動植物等の特定............................................. 16 
(2) 影響の具体的内容の評価 ................................................................................ 16 
(3) 影響の生じやすさの評価 ................................................................................ 16 
(4) 生物多様性影響が生ずるおそれの有無等の判断............................................. 16 

4 その他の性質 ....................................................................................................... 16 
第三 生物多様性影響の総合的評価 ......................................................................... 17 
 
本評価書に掲載されている情報を無断で複製・転写することを禁ずる。 

 
 

 

iii



第一種使用規程承認申請書

平成 26 年 5 月 13 日 
農林水産大臣  林 芳正 殿
環境大臣   石原 伸晃 殿

氏名 日本モンサント株式会社

申請者  代表取締役社長 山根 精一郎 印

住所 東京都中央区銀座四丁目 10 番 10 号 

 第一種使用規程について承認を受けたいので、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生

物の多様性の確保に関する法律第 4 条第 2 項の規定により、次のとおり申請します。 

1



遺伝子組換え生物等

の種類の名称

除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性並びに稔性回復性セイヨ

ウナタネ (改変 cp4 epsps, 改変 bar, barstar, Brassica napus L.) 
(MON88302×RF3, OECD UI: MON-883Ø2-9×ACS-BNØØ3-6) 

遺伝子組換え生物等

の第一種使用等の内

容

食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬

及び廃棄並びにこれらに付随する行為

遺伝子組換え生物等

の第一種使用等の方

法

－

2



生物多様性影響評価書の概要

遺伝子組換え生物等の

種類の名称

除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性並びに稔性回復性セ

イヨウナタネ (改変 cp4 epsps, 改変 bar, barstar, Brassica napus L.) 
(MON88302×RF3, OECD UI: MON-883Ø2-9×ACS-BNØØ3-6) 

申請者 日本モンサント株式会社

除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性並びに稔性回復性セイヨウナタネ (改変 cp4 
epsps, 改 変 bar, barstar, Brassica napus L.) (MON88302×RF3, OECD UI: 
MON-883Ø2-9×ACS-BNØØ3-6) (以下、「本スタック系統セイヨウナタネ」という。) は、既に承

認されている 2 系統の遺伝子組換えセイヨウナタネを、従来の交雑育種法を用いて育成したス

タック系統である。

したがって、既に承認されている各親系統の生物多様性影響評価書の情報（日本版バイオセ

ーフティクリアリングハウスホームページ等に掲載されている以下の情報）を活用することに

より、本スタック系統セイヨウナタネの生物多様性影響評価を的確に行うことができるため、

以下の様式を用いることとする。

親系統名 遺伝子組換え生物等の種類の名称

MON88302 除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ (改変cp4 epsps, Brassica napus L.) 
(MON88302, OECD UI:MON-883Ø2-9) 生物多様性影響評価書の概要 

RF3 
除草剤グルホシネート耐性及び稔性回復性セイヨウナタネ (改変bar, barstar, 
Brassica napus L.) (RF3, OECD UI:ACS-BNØØ3-6) 生物多様性影響評価書の 
概要

3

NYASU
長方形
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第一 生物多様性影響の評価に当たり収集した情報 
 
1 宿主又は宿主の属する分類学上の種に関する情報 
 

(1) 分類学上の位置付け及び自然環境における分布状況 5 
 

① 和名、英名及び学名 
 

和名 セイヨウナタネ 
英名 Oilseed rape 
学名 Brassica napus L. 

 
② 宿主の品種名又は系統名 10 

 
親系統名 参照資料名 

MON88302 MON88302 (生物多様性影響評価書の概要) 
RF3 RF3 (生物多様性影響評価書の概要) 

 
③ 国内及び国外の自然環境における自生地域 

 
参照資料名 

別添資料 1 
 15 

(2) 使用等の歴史及び現状 
 

① 国内及び国外における第一種使用等の歴史 
② 主たる栽培地域、栽培方法、流通実態及び用途 

 20 
参照資料名 

別添資料 1 
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(3) 生理学的及び生態学的特性 

イ 基本的特性

ロ 生息又は生育可能な環境の条件5 
ハ 捕食性又は寄生性

ニ 繁殖又は増殖の様式

① 種子の脱粒性、散布様式、休眠性及び寿命

② 栄養繁殖の様式並びに自然条件において植物体を再生しうる組織又は器官からの出

芽特性10 
③ 自殖性、他殖性の程度、自家不和合性の有無、近縁野生種との交雑性及びアポミクシ

スを生ずる特性を有する場合はその程度

④ 花粉の生産量、稔性、形状、媒介方法、飛散距離及び寿命

ホ 病原性

ヘ 有害物質の産生性15 
ト その他の情報

参照資料名

別添資料 1 

2 遺伝子組換え生物等の調製等に関する情報 20 

(1) 供与核酸に関する情報 

イ 構成及び構成要素の由来

ロ 構成要素の機能25 

① 目的遺伝子、発現調節領域、局在化シグナル、選抜マーカーその他の供与核酸の構成

要素それぞれの機能

親系統名 参照資料名

MON88302 MON88302 (生物多様性影響評価書の概要) 
RF3 RF3 (生物多様性影響評価書の概要) 

30 

5



② 目的遺伝子及び選抜マーカーの発現により産生される蛋白質の機能及び当該蛋白質が

アレルギー性を有することが明らかとなっている蛋白質と相同性を有する場合はその

旨

蛋白質名 親系統名 蛋白質の機能* 
既知アレルゲン

との相同性 1) 
参照資料名

改変 CP4 EPSPS
蛋白質

MON88302 除草剤耐性 ☐有 無 
MON88302（生物多

様性影響評価書の概

要）

改変 PAT 蛋白質 RF3 除草剤耐性 ☐有 無 
RF3（生物多様性影響

評価書の概要）

BARSTAR 蛋白質 RF3 稔性回復性 ☐有 無 
RF3（生物多様性影響

評価書の概要）

1) 既知アレルゲンと相同性を有する蛋白質がある場合、その内容

－

*チョウ目害虫抵抗性、コウチュウ目害虫抵抗性、除草剤耐性、その他の機能名を記入5

③ 宿主の持つ代謝系を変化させる場合はその内容

蛋白質名
宿主代謝系

への影響* 
参照資料名

改変 CP4 EPSPS 蛋白質 ☐有 無 MON88302（生物多様性影響評価書の概要） 
改変 PAT 蛋白質 ☐有 無 RF3（生物多様性影響評価書の概要） 
BARSTAR 蛋白質 ☐有 無 RF3（生物多様性影響評価書の概要） 
* 特記事項がある場合、その内容

BARSTAR 蛋白質の発現はプロモーターの特性によりタペート細胞に限られ、それ以外の植物体

における代謝系への影響は無い。

10 

6



(2) ベクターに関する情報 

イ 名称及び由来

ロ 特性5 
① ベクターの塩基数及び塩基配列

② 特定の機能を有する塩基配列がある場合は、その機能

③ ベクターの感染性の有無及び感染性を有する場合はその宿主域に関する情報

親系統名 参照資料名

MON88302 MON88302 (生物多様性影響評価書の概要) 
RF3 RF3 (生物多様性影響評価書の概要) 

10 

(3) 遺伝子組換え生物等の調製方法 

イ 宿主内に移入された核酸全体の構成

ロ 宿主内に移入された核酸の移入方法15 
ハ 遺伝子組換え生物等の育成の経過

① 核酸が移入された細胞の選抜方法

② 核酸の移入方法がアグロバクテリウム法の場合はアグロバクテリウムの菌体の残存

の有無

20 
親系統名 参照資料名

MON88302 MON88302 (生物多様性影響評価書の概要) 
RF3 RF3 (生物多様性影響評価書の概要) 

7



③ 核酸が移入された細胞から、移入された核酸の複製物の存在状態を確認した系統、隔

離ほ場試験に供した系統その他の生物多様性影響評価に必要な情報を収集するため

に用いられた系統までの育成の経過

○育成の経過5 
本スタック系統セイヨウナタネの育成例を図 1 に記載した。 

図 1 

表 1 わが国における親系統及び本スタック系統セイヨウナタネの申請及び承認状況* 
平成 26 年 7 月現在 

1) 食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）に基づく。10 
2) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和 28 年法律第 35 号）に基づく。

3) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成 15 年

法律第 97 号）に基づく。

系統名 食  品 1) 飼  料 2) 環  境 3) 

MON88302 
☐申請

承認 
2013年 10月 

☐申請

承認 
2013 年 10 月 

☐申請

承認 
2013 年 10 月 

RF3 
☐申請

承認 
2001 年 3 月 

☐申請

承認 
2003 年 3 月 

☐申請

承認 
2007 年 4 月 

本スタック

系統セイヨ

ウナタネ

－ ☐届出

☐確認

(社外秘につき非開示)

(社外秘につき
非開示)

申請 
☐承認

2014 年 5 月 

8

*本表に記載された情報に係る権利及び内容の責任は日本モンサント株式会社に帰属する。



(4) 細胞内に移入した核酸の存在状態及び当該核酸による形質発現の安定性 

① 移入された核酸の複製物が存在する場所

5 
MON88302 及び RF3 の導入遺伝子はセイヨウナタネ核ゲノム上に存在し、メンデ

ルの分離法則に矛盾せずに遺伝していることが確認されている。

② 移入された核酸の複製物のコピー数及び移入された核酸の複製物の複数世代におけ

る伝達の安定性

 各親系統における導入遺伝子のコピー数及び伝達の安定性について、サザンブロ

ット分析、PCR 分析及びシークエンス解析により確認されており、その結果は以下

のとおり。

親系統名 参照資料名

MON88302 MON88302 (生物多様性影響評価書の概要) 
RF3 RF3 (生物多様性影響評価書の概要) 

10 
③ 染色体上に複数コピーが存在している場合は、それらが隣接しているか離れているか

の別

RF3 には 2 コピーの T-DNA が導入されており、1 コピーの完全な T-DNA 領域と

不完全な T-DNA 領域が逆向きの反復構造をとって配置している。 

④ (6)の①において具体的に示される特性について、自然条件の下での個体間及び世代間15 
での発現の安定性

○本スタック系統セイヨウナタネの親系統の発現安定性は、以下の方法で確認した。

親系統名 確認方法

MON88302 ウエスタンブロット分析、ELISA。 

RF3 
ノーザンブロット分析、除草剤散布試験、稔性/不稔性に関す

る分離比の調査。

20 

9



⑤ ウイルスの感染その他の経路を経由して移入された核酸が野生動植物等に伝達され

るおそれのある場合は、当該伝達性の有無及び程度

移入された核酸は伝達を可能とする配列を含まないため、ウイルスの感染その他

の経路を経由して野生動植物等に伝達されるおそれはない。

親系統名 参照資料名

MON88302 MON88302 (生物多様性影響評価書の概要) 
RF3 RF3 (生物多様性影響評価書の概要) 

5 

(5) 遺伝子組換え生物等の検出及び識別の方法並びにそれらの感度及び信頼性 

○親系統

親系統名
当該情報

の有無
参照資料名

MON88302 有 ☐無 MON88302 (生物多様性影響評価書の概要) 

RF3 有 ☐無 RF3 (生物多様性影響評価書の概要) 

10 
○本スタック系統

上記方法を組み合わせて適用する。
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(6) 宿主又は宿主の属する分類学上の種との相違 

① 移入された核酸の複製物の発現により付与された生理学的又は生態学的特性の具体

的な内容5 

蛋白質名 親系統名
蛋白質の

特性

その他の

機能

宿主代謝

系への

影響

参考資料名

改変 CP4 EPSPS
蛋白質

MON88302 除草剤耐性 ☐有 無 ☐有 無 
MON88302（生物多

様性影響評価書の

概要）

改変 PAT 蛋白質 RF3 除草剤耐性 ☐有 無 ☐有 無 
RF3（生物多様性影

響評価書の概要）

BARSTAR 
蛋白質

RF3 稔性回復性 ☐有 無 ☐有 無 
RF3（生物多様性影

響評価書の概要）

○それぞれの親系統由来の発現蛋白質（導入遺伝子）の機能的な相互作用の可能性について

発現蛋白質

（導入遺伝子） 
相互作用

の可能性
考  察

除草剤耐性

蛋白質間

☐有

無 

除草剤耐性蛋白質 (改変CP4 EPSPS蛋白質及び改変 PAT蛋白

質) のいずれも異なる作用機作を持つ酵素活性を有する。両蛋

白質は高い基質特異性を有し、宿主の代謝系を変化させること

は無いと考えられる。また、両蛋白質の基質は異なり、関与す

る代謝経路も互いに独立している (第一の 2-(1)-ロ-③, p6）。 
したがって、両蛋白質が相互に作用して予期しない代謝物が

生じることは考え難い。

除草剤耐性蛋

白質と稔性回

復性蛋白質間

☐有

無 
除草剤耐性蛋白質と稔性回復性蛋白質の作用機作は独立して

いることから、相互に影響を及ぼすことは考え難い。

10 

親系統の範囲

を超えた新た

な特性が付与

される可能性

☐有

無     

考  察

移入されている核酸の発現により産生される蛋白質の相互作

用により、親系統の範囲を超えた新たな特性が付与される可能

性は考え難い。
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② 以下に掲げる生理学的又は生態学的特性について、遺伝子組換え農作物と宿主の属す

る分類学上の種との間の相違の有無及び相違がある場合はその程度

本スタック系統セイヨウナタネにおいて、それぞれの親系統由来の発現蛋白質が相互作

用を示す可能性は低いと考えられたため、本スタック系統セイヨウナタネと宿主の属する

分類学上の種であるセイヨウナタネとの生理学的又は生態学的特性の相違については、親

系統である MON88302 及び RF3 を個別に調査した結果に基づき評価した。 

a. 形態及び生育の特性5 
b. 生育初期における低温耐性

c. 成体の越冬性

d. 花粉の稔性及びサイズ

e. 種子の生産性、脱粒性、休眠性及び発芽率

f. 交雑性10 
g. 有害物質の産生性

親系統名
当該情報

の有無
参照資料名

MON88302 有 ☐無 MON88302 (生物多様性影響評価書の概要) 
RF3 有 ☐無 RF3 (生物多様性影響評価書の概要) 
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3 遺伝子組換え生物等の使用等に関する情報 

(1) 使用等の内容 

該当内容

☐ 隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為

 
食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並び

にこれらに付随する行為。

☐
食用又は飼料用に供するための使用、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれ

らに付随する行為。

5 
(2) 使用等の方法 

― 

(3) 承認を受けようとする者による第一種使用等の開始後における情報収集の方法 
10 

― 

(4) 生物多様性影響が生ずるおそれのある場合における生物多様性影響を防止するための

措置

緊急措置計画書を参照。

15 
(5) 実験室等での使用等又は第一種使用等が予定されている環境と類似の環境での使用等

の結果

― 

20 
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(6) 国外における使用等に関する情報 

表 2 国外における親系統及び本スタック系統セイヨウナタネの申請及び承認状況* 
平成 26 年 7 月現在 

申請先

系統名

米国農務省

（USDA） 
米国食品医薬品庁

（FDA） 

オーストラリア・ニ

ュージーランド 

食品基準機関

（FSANZ） 

カナダ食品検査庁

（CFIA） 

無規制栽培 食品、飼料 食品（輸入） 環境、飼料

MON88302 ☐申請

承認 
2013 年 ☐申請

確認 
2012 年 

☐申請

承認 
2013 年 ☐申請

承認 
2012 年 

RF3 ☐申請

承認 
1999 年 ☐申請

確認 
1998 年 

☐申請

承認 
2002 年 ☐申請

承認 
1996 年 

本スタック

系統セイヨ

ウナタネ

－ － －
☐申請

承認 
2014 年 

申請先

系統名

カナダ保健省

（HC） 

食品

MON88302 ☐申請

承認 
2012 年 

RF3 ☐申請

承認 
1997 年 

本スタック

系統セイヨ

ウナタネ

－

 －：承認済み系統から作出されたスタック系統については、新たな承認及び届出を必要としない。
*本表に記載された情報に係る権利及び内容の責任は日本モンサント株式会社に帰属する。 
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第二 項目ごとの生物多様性影響の評価 
 
 
本スタック系統セイヨウナタネは、MON88302 及び RF3 を用いて交雑育種法により育成

された。 
 
本スタック系統セイヨウナタネの親系統では除草剤耐性蛋白質 (改変 CP4 EPSPS 蛋白

質及び改変 PAT 蛋白質) が発現する。これらの蛋白質は酵素活性を有するが、いずれも異

なる作用機作を示す。さらに、その基質特異性は高く、各酵素が関連する代謝経路も互い

に独立していることから、宿主の代謝系に影響を及ぼしたり、予期しない代謝物が生じた

りすることは考え難い。 
 
本スタック系統セイヨウナタネの親系統では、稔性回復性蛋白質（BARSTAR 蛋白質）

が発現する。稔性回復性蛋白質は雄性不稔性蛋白質 (BARNASE 蛋白質) と安定した複合

体を形成してそのリボヌクレアーゼ活性を阻害するため、雄性不稔性蛋白質により雄性不

稔形質を付与されたセイヨウナタネと交雑した場合にのみ雑種後代の稔性を回復させる

機能を果たすが、雄性不稔性蛋白質を有するセイヨウナタネが存在しない条件下では何ら

機能を果たすことはない。また植物中の他のリボヌクレアーゼに対する稔性回復性蛋白質

の阻害作用は報告されておらず、稔性回復性蛋白質が宿主のその他の代謝経路と相互に作

用することは考え難い。  
 
さらに、除草剤耐性蛋白質及び稔性回復性蛋白質は作用機作が独立しており、高い基質

特異性を有することから、相互に影響を及ぼすことは考え難い。以上のことから、本スタ

ック系統セイヨウナタネにおいて、親系統の範囲を超えた新たな特性が付与される可能性

は考え難いため、親系統が有する形質を併せ持つこと以外に評価すべき形質の変化は無い

と考えられる。 
 
そこで、本スタック系統セイヨウナタネの生物多様性影響の評価は各親系統の生物多様

性影響評価に基づいて評価できると判断し、実施した。 
 
以下の「1 競合における優位性」、「2 有害物質の産生性」、「3 交雑性」及び「4 その他

の性質」の各項目について、添付の参照資料のとおり、各親系統において生物多様性影響

が生ずるおそれはないと結論されている。このため、本スタック系統セイヨウナタネにお

いても、競合における優位性、有害物質の産生性、交雑性及びその他の性質に起因する生

物多様性影響が生ずるおそれは無いと判断された。 
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1 競合における優位性 
 

(1) 影響を受ける可能性のある野生動植物等の特定 
 

(2) 影響の具体的内容の評価 5 
 

(3) 影響の生じやすさの評価 
 

(4) 生物多様性影響が生ずるおそれの有無等の判断 
 10 
 
2 有害物質の産生性 
 

(1) 影響を受ける可能性のある野生動植物等の特定 
 15 

(2) 影響の具体的内容の評価 
 

(3) 影響の生じやすさの評価 
 

(4) 生物多様性影響が生ずるおそれの有無等の判断 20 
 
 

3 交雑性 
 

(1) 影響を受ける可能性のある野生動植物等の特定 25 
 

(2) 影響の具体的内容の評価 
 

(3) 影響の生じやすさの評価 
 30 

(4) 生物多様性影響が生ずるおそれの有無等の判断 
 
4 その他の性質 
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第三 生物多様性影響の総合的評価 
 

 
本スタック系統セイヨウナタネは、MON88302 及び RF3 を用いて交雑育種法により育成

された。 
 
本スタック系統セイヨウナタネの親系統では除草剤耐性蛋白質 (改変CP4 EPSPS蛋白質

及び改変 PAT 蛋白質) が発現する。これらの蛋白質は酵素活性を有するが、いずれも異な

る作用機作を示す。さらに、その基質特異性は高く、各酵素が関連する代謝経路も互いに

独立していることから、宿主の代謝系に影響を及ぼしたり、予期しない代謝物が生じたり

することは考え難い。 
 
本スタック系統セイヨウナタネでは、稔性回復性蛋白質（BARSTAR 蛋白質）が発現す

る。稔性回復性蛋白質は雄性不稔性蛋白質 (BARNASE 蛋白質) と安定した複合体を形成

してそのリボヌクレアーゼ活性を阻害するため、雄性不稔性蛋白質により雄性不稔形質を

付与されたセイヨウナタネと交雑した場合にのみ雑種後代の稔性を回復させる機能を果

たすが、雄性不稔性蛋白質を有するセイヨウナタネが存在しない条件下では何ら機能を果

たすことはない。また植物中の他のリボヌクレアーゼに対する稔性回復性蛋白質の阻害作

用は報告されておらず、稔性回復性蛋白質が宿主のその他の代謝経路と相互に作用するこ

とは考え難い。 
  
 除草剤耐性蛋白質及び稔性回復性蛋白質は作用機作が独立しており、高い基質特異性

を有することから、相互に影響を及ぼすことは考え難い。 
 
これらのことから、本スタック系統セイヨウナタネにおいて、親系統の範囲を超えた新

たな特性が付与される可能性は考え難いため、親系統が有する形質を併せ持つこと以外に

評価すべき形質の変化は無いと考えられる。したがって、本スタック系統セイヨウナタネ

の生物多様性影響は、各親系統の生物多様性影響評価に基づいて評価できると判断した。 
 
各親系統において、競合における優位性、有害物質の産生性、交雑製及びその他の性質

に起因する生物多様性影響を生ずるおそれはないと評価されていることから、本スタック

系統セイヨウナタネを第一種使用規程に従って使用した場合に、わが国の生物多様性に影

響が生ずるおそれはないと総合的に判断した。 
 
 

 
参考文献リスト 5 

緊急措置計画書 

学識経験者の意見 MON88302   (総合検討会における検討日：2013 年 2 月 28 日) 

RF3         (総合検討会における検討日：2006 年 12 月 19 日) 
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第一種使用規程承認申請書 
 


平成 24 年 11 月 26 日 
農林水産大臣 郡司 彰 殿 
環境大臣  長浜 博行 殿 5 
 
 


 
 氏名 日本モンサント株式会社 


申請者   代表取締役社長 山根 精一郎     印 10 
 住所 東京都中央区銀座四丁目 10 番 10 号 


 
 
 第一種使用規程について承認を受けたいので、遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ


る生物の多様性の確保に関する法律第 4 条第 2 項の規定により、次のとおり申請します。 15 
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遺伝子組換え生物


等の種類の名称 
除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ 
 (改変 cp4 epsps, Brassica napus L.)  
(MON88302, OECD UI: MON-883Ø2-9) 


遺伝子組換え生物


等の第一種使用等


の内容 


食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、


運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為 


遺伝子組換え生物


等の第一種使用等


の方法 


－ 
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生物多様性影響評価書 
 
第一 生物多様性影響の評価に当たり収集した情報 
 


1 宿主又は宿主の属する分類学上の種に関する情報 5 
 


(1) 分類学上の位置付け及び自然環境における分布状況 
 
①  和名、英名及び学名 


 10 
和名：セイヨウナタネ 
英名：oilseed rape 
学名：Brassica napus L. 


 
②  宿主の品種名又は系統名 15 


 
 遺伝子導入に用いた宿主の品種名は Ebony である。 
 
③  国内及び国外の自然環境における自生地域 


 20 
セイヨウナタネ (B. napus L.)  は、アブラナ科アブラナ属のB. rapa L. (在来ナタネ、カブ、


ハクサイ、コマツナ、ノザワナ、ツケナ、チンゲンサイ、パクチョイ等と呼ばれるもの全


体を指す) (以下、「B. rapa」という。) とキャベツなどが属するB. oleracea L. (以下、「B. 
oleracea」という。) との交雑の結果できた複 2 倍体種である (角田, 2001)。セイヨウナタ


ネは、交雑親のB. rapaとB. oleraceaの分布が重なる北ヨーロッパが原産地と考えられてお25 
り、現在は、世界中にその分布が見られる (稲永, 2000)。アブラナ属のうち日本に自生して


いるものは、セイヨウナタネ、B. rapa (在来ナタネ)、B. juncea (L.) Czern (カラシナ) (以下、


「B. juncea」という。) 及びB. nigra (L.) Koch (クロガラシ) (以下、「B. nigra」という。)で
ある (清水ら, 2008 )。なお、B. junceaには、カラシナの他に明治以前にわが国に導入され各


地で栽培されているザアサイ等の野菜類もあるが (由比, 2004)、現在、荒地、路傍、河原な30 
どで自生化しているものは、カラシナである (清水ら, 2008 ; 中井, 2003)。また、アブラナ


科の帰化植物種として、上記の植物以外にダイコン属のRaphanus raphanistrum L. (セイヨウ


ノダイコン) (以下、「R. raphanistrum」という。) 及びRaphanus sativus L. var. raphanistroides 
Makino (ハマダイコン)、ダイコンモドキ属のHirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. （ダイコン


モドキ）(以下、「H. incana」という。)及びシロガラシ属のSinapis arvensis L. （ノハラガラ35 
シ）(以下、「S. arvensis」という。) が挙げられる 1。 
 


                                                 
1 近縁種のうち、B. nigra と S. arvensis については自然条件下でセイヨウナタネを花粉親とした場合の交


雑は報告されていない。また、Raphanus sativus L. var. raphanistroides Makino については、人為的な交配


も含め、セイヨウナタネとの交雑は報告されていない。 







 


4 
 


セイヨウナタネは路傍や工場跡地のような定期的に人の手が加えられる場所では自生化


し得ることが知られており(OECD, 1997)、わが国においては、河原等で生育していたり(清
水ら, 2008 ; 国土交通省, 2012)、海外から種子が陸揚げされる港湾の周辺で生育しているこ


とがこれまでに報告されている(Nishizawa et al., 2009)。しかし、セイヨウナタネは、人の


手がほとんど加えられない自然環境下では、多年生の雑草や樹木との競合に敗れ、自生化5 
することは困難であることが知られている(OECD, 1997)。 
 


(2) 使用等の歴史及び現状 
 
①  国内及び国外における第一種使用等の歴史 10 


 
セイヨウナタネの使用等の歴史は古く、紀元前 2000~1500 年の古代インドの記述や、紀


元前 500~200 年のギリシャ、ローマ及び中国の記述に記されている(Downey and Röbbelen, 
1989)。ヨーロッパにおけるほ場規模での栽培は、13 世紀にベルギーで始まったとされて


いる (角田, 2001)。 15 
 
アジアやヨーロッパでも、古くからセイヨウナタネは種子から油が搾られ、灯火用とし


て広く使用されていた (志賀, 1981)。また、ヨーロッパでは蒸気機関の潤滑油として使用さ


れるようになり、このことがヨーロッパでのセイヨウナタネ栽培の進展を促した。カナダ


においては、第二次世界大戦時に、軍艦の蒸気機関の潤滑油を補給する目的でセイヨウナ20 
タネ栽培が始まった(角田, 2001)。 
 
本来、セイヨウナタネ種子からとられた油は、エルシン酸やグルコシノレートといった


有害物質を含むことが知られている。エルシン酸は、実験動物に多量に給与した場合、心


筋や骨格筋などに病的な変化が生ずることが報告されている。また、グルコシノレートは、25 
家畜の甲状腺を肥大させることが知られている (志賀, 1981)。したがって、セイヨウナタネ


種子からとられた油は、食用や飼料用には不向きであると考えられていた。しかし、カナ


ダでの品種改良により低エルシン酸で低グルコシノレートであるカノーラ品種が育成され


るに至り、その結果として、現在ではサラダ油、マーガリン等の食用油として広く利用さ


れている (志賀, 1981) 。また搾油かすは飼料として利用されている (杉山, 2001)。 30 
 
日本において古くから栽培されているのは B. rapa である。この種の栽培は地中海東部か


らシベリアや西域を経て中国に入り、古代に中国・朝鮮から渡来したと考えられている。


平安時代の「延喜式」には花芽を食べる野菜として記されている。江戸時代に燈油や食用


油の原料として大規模に栽培されるようになった。一方、セイヨウナタネは明治時代から35 
栽培されるようになり、全国に広がっていき、B. rapa (在来ナタネ)は少なくなっていった


(角田, 2001) 。 
 
わが国でのセイヨウナタネの栽培面積及び生産量は、昭和 12～13 年に 11 万 ha 及び 12


万～13 万 t に達したが、第二次世界大戦によって激減した。戦後再び増加し、昭和 27～3340 







 


5 
 


年には 20 数万 ha 及び 30 万 t に達した。しかし、その後、イネ栽培の早期化による作期の


重なりや、昭和 30 年代のわが国の経済発展によって、その栽培面積は減少し、現在では国


内需要のほとんどを輸入品に頼っており、国産ナタネは主に緑肥や景観作物として栽培さ


れている (稲永, 2000; FAOSTAT, 2012)。 
 5 
 
②  主たる栽培地域、栽培方法、流通実態及び用途 


 
国連食料農業機関(FAO)の統計情報に基づくと、2010 年における全世界のセイヨウナタ


ネの栽培面積は約 3,164 万 ha であり、栽培面積の上位国を挙げると中国が約 737 万 ha 次い10 
で EU が約 690 万 ha、カナダが約 651 万 ha、インドが約 553 万 ha、オーストラリアが約 173
万 ha となっている (FAOSTAT, 2012)。 


 
なお、同統計情報によると、現在、わが国で栽培されているセイヨウナタネの栽培面積


は 790 ha で収穫量は約 1000 t である (FAOSTAT, 2012)。 15 
 
カナダにおいてはセイヨウナタネは春播きで栽培される。一方、日本におけるセイヨウ


ナタネの栽培方法は、秋に播種して、春から初夏にかけて収穫する秋播栽培が一般的であ


る (志賀, 1981)。 
 20 
日本には 2011 年度に 231.9 万 t が輸入され、主な輸入国はカナダ(226.0 万 t)、次いでオ


ーストラリア(5.8 万 t)である (農林水産省, 2012)。また、ナタネ油は 2011 年に 2.8 万 t、飼


料用の油かすは 2.8 万 t 輸入されている (財務省, 2012)。なお、モンサント・カナダの調査


によると、2012 年現在、カナダで商業栽培されているセイヨウナタネのうち、約 96 %が


遺伝子組換え技術により作出されたセイヨウナタネ品種で、約 4 %が非遺伝子組換えセイ25 
ヨウナタネ品種である。 


 
現在、セイヨウナタネの用途は、油糧用と飼肥料用に大別される。油糧用として子実か


ら搾油・精製された油の多くは食用植物油として、又はマヨネーズ、マーガリン、ショー


トニングなどの食用加工油脂として利用されている。飼肥料用としては、搾油後の油かす30 
が有機肥料や配合飼料として有効活用されている。またナタネ油及びその廃食油をバイオ


ディーゼル燃料に精製する試みが始まっている (農業・生物系特定産業技術研究機構, 2006)。 
 


(3) 生理学的及び生態学的特性 
 35 
イ 基本的特性 


 
 セイヨウナタネは種子繁殖する一年生植物である。 
 
 40 
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ロ 生息又は生育可能な環境の条件 
 
セイヨウナタネは、休眠打破、抽苔の開始及び花芽の分化に低温を必要とする秋播き品


種と、それを必要としない春播き品種とに分けられる (稲永, 2000)。セイヨウナタネの播


種期の気温は 15~20°C であり、酸性や湿度には比較的強いが、重粘土や砂質で乾燥してい5 
る土壌は適さない (志賀, 1981)。セイヨウナタネは、発芽時の過湿を嫌うが、生育時には


多くの水分が必要である。また、日本全国で栽培可能である (志賀, 1981)。 
 
ハ 捕食性又は寄生性 


 10 
 ― 
 
ニ 繁殖又は増殖の様式 


 
① 種子の脱粒性、散布様式、休眠性及び寿命 15 


 
セイヨウナタネでは 1 つの莢の中に多数の種子ができ、種子が成熟し乾燥した莢は莢柄


の部分より裂開して種子を放出する (志賀, 1981)。 
 
乾燥した莢は、わずかな物理的刺激により裂開するため、種子を飛散させやすい (稲永, 20 


2000)。したがって、脱粒性は比較的高いと考えられる。 
 
種子の休眠性は秋播き品種、春播き品種に関わらず比較的浅いことが知られているが、


気温の大きな変動、水分の欠乏及び暗黒条件が長時間続いた場合に休眠性を獲得すること


が知られている(Pekrun et al., 1997)。また、遺伝子型によっては 20°C 以上の高温条件下で25 
休眠性を獲得する品種も報告されている(Gulden et al., 2000)。これらの獲得された休眠性は、


種子が光にさらされ、かつ低温条件(2~4°C)(Gulden et al., 2000)や再度変温条件下におかれ


ることで破られることが知られている(Pekrun et al., 1997)。 
 
セイヨウナタネの種子の寿命は、採種条件や保存条件によって異なる。登熟後に乾燥状30 


態で貯蔵した場合には 6 年を経過しても 80%の発芽力があったが、室内に放置した場合の


3 年後の発芽率は約 30%であったと報告されている (志賀, 2001)。 
 
② 栄養繁殖の様式並びに自然条件において植物体を再生しうる組織又は器官からの出


芽特性 35 
 
セイヨウナタネは種子繁殖を行い、自然条件下において他の器官からの繁殖は観察され


ていない。 
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③ 自殖性、他殖性の程度、自家不和合性の有無、近縁野生種との交雑性及びアポミク


シスを生ずる特性を有する場合はその程度 
 
セイヨウナタネは自家不和合性を持たず、自家受粉によって種子を作ることが多い。風


媒や虫媒による他家交雑率は 12~55%と報告されている(Beckie et al., 2003)。 5 
 
セイヨウナタネと交雑可能な近縁種としては、わが国で古来から栽培種として利用され


ている B. rapa と、帰化植物である B. nigra、R. raphanistrum、S. arvensis、B. juncea 及び H. 
incana が挙げられる (杉山, 2001; 清水ら, 2008 ; OGTR, 2002; 中井, 2003)。 
 10 


B. rapa には、在来ナタネの他に、その変種であるカブ、ハクサイ、コマツナ、ノザワナ、


ツケナ、チンゲンサイ、パクチョイも含まれるが、わが国の荒地や路傍で自生化している


ものは、在来ナタネである(杉山, 2001)。B. rapa のセイヨウナタネとの交雑性に関しては、


セイヨウナタネのほ場の境界線より外側のほ場に B. rapa(在来ナタネ)の集団を植え、B. 
rapa の種子における交雑体を調べた場合は、その交雑率は低く 0.4%～1.5%であった (Scott 15 
and Wilkinson, 1998)。また、自然条件においてセイヨウナタネの集団と隣接して存在する


B. rapaの集団において、セイヨウナタネと B. rapaとの交雑率は 0.1%であった  (Wilkinson et 
al., 2000)。しかし、セイヨウナタネのほ場内に B. rapa(在来ナタネ)を植え、B. rapa の種子


における交雑体を調べた場合の交雑率は 13%であったと報告されている(Jørgensen et al., 
1996)。 20 
 


B. juncea には、カラシナの他に明治以前にわが国に導入され各地で栽培されているザア


サイ等の野菜類もあるが (由比, 2004)、現在、荒地、路傍、河原などで自生化しているもの


は、戦後にヨーロッパや北アメリカから持ち込まれた帰化植物のカラシナである (清水ら, 
2008 ; 中井, 2003)。B. juncea とセイヨウナタネの交雑はどちらが花粉親の場合でも起こる25 
が、セイヨウナタネが花粉親の場合の交雑率(0.3%)は、B. juncea(カラシナ)が花粉親の場合


の交雑率(1.1%)に比べて低いことが報告されている (Bing et al., 1996)。 
 
H. incana は、地中海沿岸を原産とする帰化植物であり、わが国では戦後に発見された (中


井, 2003)。セイヨウナタネとの交雑率に関しては、H. incana とセイヨウナタネを 1:625 の30 
比率で栽培した場合に、H. incana の収穫種子の 1.0%が交雑体であったと報告されている


(Lefol et al., 1996a)。 
 
R. raphanistrum は、ヨーロッパ、北アフリカ及び中近東を原産とする帰化植物であり、


わが国では昭和初期に発見された (中井, 2003)。セイヨウナタネとの交雑性に関しては、セ35 
イヨウナタネを R. raphanistrum と混合して育成させた場合の交雑頻度が調査されており、


フランスでは 1×10-5~1×10-7 (Chèvre et al., 2004)、オーストラリアでは 4×10-8(Rieger et al., 
2001)、そしてカナダでは 3×10-5 (Warwick et al., 2003) という報告がされている。しかし、


除草剤グルホシネート耐性セイヨウナタネと R. raphanistrum をほ場で栽培し、定期的なモ


ニタリングをイギリスにおいて5年間(Norris and Sweet, 2002)及び、カナダで2年間(Warwick 40 
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et al., 2003) 実施した結果、雑種は認められなかった。 
 
S. arvensisは地中海沿岸を原産とする帰化植物であり、わが国では昭和初期に発見された


(中井, 2003)。セイヨウナタネを花粉親とした場合のS. arvensisとの交雑は自然条件下では認


められておらず、in vitroの試験で交雑の例があるのみである (Chèvre et al., 1996; Moyes et al., 5 
2002)、なお、S. arvensisを花粉親とした場合の雄性不稔セイヨウナタネにおける交雑率は


1.2 % (Lefol et al., 1996b)であると報告されている。 
 


B. nigra はヨーロッパから西アジアを原産とする帰化植物であり、栽培種からの逸出によ


り 1947 年以前にわが国に渡来したと考えられている(日本生態学会, 2002 ; 中井, 2003) 。セ10 
イヨウナタネとの交雑性については、両者を隣接して生育させた後に雑種の形成率を調査


した報告があるが、雑種の形成は認められなかった(Scheffler and Dale, 1994; Bing et al., 1996)。
また、人工受粉による交雑によって交雑体が得られたという報告はない。なお、B. nigra
を花粉親として胚珠培養を行った場合 3.4 %の交雑率で交雑体が得られたと報告されてい


るが (Kerlan et al., 1992)、セイヨウナタネを花粉親として胚珠培養を行った場合には交雑体15 
は得れなかったと報告されている(Kerlan et al., 1992)。 


 
④ 花粉の生産量、稔性、形状、媒介方法、飛散距離及び寿命 
 
セイヨウナタネは 1 花当たり約 6~7 万粒の花粉を生産する。 20 
 
ほ場において、花粉の発芽率は開花 4～5 日後から次第に低下することが報告されてい


る (Rantio-Lehtimäki, 1995)。 
 
セイヨウナタネの花粉は黄色で、3 つに縦にくびれた楕円形をしている。大きさは長径25 


37~39µm 及び短径 20~22µm である (志賀, 2001)。また、セイヨウナタネの花粉は重く粘性


がある(OECD, 1997)。 
 
花粉の媒介方法は風又は昆虫(主にハチ)である(OECD, 1997)。 


 30 
セイヨウナタネの花粉は重くて粘着性があるが、サイズが小さいため、花粉は風によっ


て飛散する(Harker et al., 2002)。Timmons ら(1995)の報告によると花粉源から 1.5km 離れた


地点で、1 ㎡当たり 0~22 粒の花粉が飛散していたとあるが、空中における花粉の密度は花


粉源からの距離が増すにつれて急激に減少する。McCartney と Lacey(1991)の調査によると、


ほ場から 10 m の地点で空中における花粉密度は、ほ場内と比較して約 90%減少していた。35 
また、花粉の 99%以上が 12 m 以内に飛散すると報告されている (Scheffler et al., 1993)。 


セイヨウナタネ同士の交雑性と遺伝子流動については、世界中で広く研究が行われてお


り、複数の論文の中で論じられてきた(Salisbury, 2002; Beckie et al., 2003; Messeguer, 2003; 
Hüsken and Dietz-Pfeilstetter, 2007)。セイヨウナタネの栽培環境における交雑は、風や虫に


よって花粉が運ばれることや、セイヨウナタネ個体間の接触により起こる。虫媒では特に40 
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ハチによって花粉が運ばれる(Hüsken and Dietz-Pfeilstetter, 2007)。セイヨウナタネ間の交雑


率は距離が増加するにつれて減少する。セイヨウナタネ間の交雑率は 12%から 55%の幅が


あると報告されている(Beckie et al., 2003)。他の例では 4km 以上離れたセイヨウナタネとの


交雑が報告されている (Hüsken and Dietz-Pfeilstetter, 2007)。花粉源からの距離が 100m 以上


である場合のセイヨウナタネ同士の交雑率は、3.4%かそれ以下であると報告されている5 
(Salisbury, 2002; Beckie et al., 2003; Messeguer, 2003; Hüsken and Dietz-Pfeilstetter, 2007)。 
 
ホ 病原性 


 
 ― 10 
 
ヘ 有害物質の産生性 


 
セイヨウナタネ種子において、ヒトを含む哺乳動物に対する有害物質としてエルシン酸


及びグルコシノレートの産生が知られている。エルシン酸は、実験動物に多量に給餌した15 
場合、心筋や骨格筋などに病的な変化が生ずることが報告されている。またグルコシノレ


ートは、家畜の甲状腺を肥大させることが知られている (志賀, 1981)。しかし、セイヨウナ


タネでは長年にわたり育種改良が続けられ、低エルシン酸で低グルコシノレートの品種が


育成された結果、今日、その油がヒトの食用として、油かすが飼料として利用されるよう


になった。このような低エルシン酸(精製油中で 2%未満)で低グルコシノレート(油かす 1g20 
当たり 30µmol 未満)のセイヨウナタネは一般にカノーラと呼ばれ、本組換えセイヨウナタ


ネの遺伝子導入の母本となった Ebonyもカノーラと認められている(CFIA, 2010)。 
 
ト その他の情報 


 25 
― 


 
2 遺伝子組換え生物等の調製等に関する情報 
 
モンサント・カンパニーは従来の雑草防除法と比べて効果的な雑草防除法を提供し、ナ30 


タネ栽培における低コスト・省力化栽培を目的として除草剤グリホサート耐性セイヨウナ


タネ MON88302(改変 cp4 epsps, Brassica napus L.)(MON88302, OECD UI: MON-883Ø2-9)(以
下、「本組換えセイヨウナタネ」という。)を開発した。 


 
(1) 供与核酸に関する情報 35 


 
イ 構成及び構成要素の由来 


 
本組換えセイヨウナタネの作出に用いられた供与核酸の構成及び構成要素の由来は、図 


1(p11)及び(表 1、p12~13)に示した。 40 
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なお、本組換えセイヨウナタネに導入された cp4 epsps 遺伝子がコードする CP4 EPSPS


蛋白質は、クローニングの過程で制限酵素切断部位を挿入したことにより、Agrobacterium 
sp. CP4 株由来の CP4 EPSPS 蛋白質のアミノ酸配列と比較して、N 末端から 2 番目のセリン


がロイシンに改変されている。したがって、本組換えセイヨウナタネに導入された cp4 epsps5 
遺伝子は「改変 cp4 epsps 遺伝子」とし、発現する蛋白質を「改変 CP4 EPSPS 蛋白質」と


する。本組換えセイヨウナタネにおいて発現する改変 CP4 EPSPS 蛋白質は、これまでにモ


ンサント・カンパニーが開発し、既に第一種使用規程の承認がなされている遺伝子組換え


セイヨウナタネ RT73 及びその他の除草剤グリホサート耐性作物中で発現している蛋白質


と同一である。なお、本組換えセイヨウナタネにおいて発現する改変 CP4 EPSPS 蛋白質の10 
推定アミノ酸配列は別添資料 1 に示した。 
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PV-BNHT2672
9664 bp


Ase I 4026


Ase I 8525


Bam HI 3768


Sca I 1307


B-Right Border


P-FMV/Tsf1


L-Tsf1


I-Tsf1


TS-CTP2


CS-cp4 epsps


T-E9
B-Left Border


OR-oriV


CS-rop


OR-ori-pBR322


aadA


T-DNA
2


 5 
図 1 本組換えセイヨウナタネの作出に用いられたPV-BNHT2672 のプラスミドマップ 2 
 


EF-1aは別添資料 4 の Figure1(p33)に記載されている Tsf1 と同一である。 


                                                 
2
本図に記載された情報に係る権利及び内容の責任は日本モンサント株式会社に帰属する 


 


9,664 bp 


L-EF-1a 


P-FMV/EF-1a 


I-EF-1a 


CS-改変        
cp4 epsps 
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表 1 本組換えセイヨウナタネの作出に用いたPV-BNHT2672の各構成要素の由来及び機能 3 


構成要素 プラスミド中


の位置 由来及び機能 


T-DNA 


B 注 1-Right Border 1~357 


Agrobacterium tumefaciens 由来の DNA 領域で、


T-DNA を伝達する際に利用される右側境界配


列を含む配列(Depicker et al., 1982; Zambryski et 
al., 1982) 


Intervening Sequence 358~427 DNA クローニングの際に利用された配列 


P 注 2-FMV/ EF-1a注 3  
428~1,467 


Arabidopsis thaliana (シロイヌナズナ)由来の


Tsf1 プロモーター(Axelos et al., 1989) に Figwort 
Mosaic Virus(FMV)の 35S プロモーターのエン


ハンサー配列(Richins et al., 1987)を結合させた


キメラプロモーター。目的遺伝子の恒常的発現


に関与する。 


L 注 4- EF-1a 1,468~1,513 


A. thaliana (シロイヌナズナ) 由来の Tsf1 遺伝子


(翻訳伸長因子EF-1 alphaをコードする) (Axelos 
et al., 1989)の 5’非翻訳リーダー領域(exon 1)。
目的遺伝子の発現を高める。 


I 注 5- EF-1a 1,514~2,135 


A. thaliana (シロイヌナズナ)由来の Tsf1 遺伝子


(翻訳伸長因子EF-1 alphaをコードする) (Axelos 
et al., 1989)のイントロン配列。目的遺伝子の発


現を高める。 
Intervening Sequence 2,136~2,144 DNA クローニングの際に利用された配列 


TS 注 6-CTP2 2,145~2,372 


A. thaliana  (シロイヌナズナ)の EPSPSをコード


する ShkG 遺伝子に由来する葉緑体輸送ペプチ


ド を コ ー ド す る 配 列  (Klee et al., 1987; 
Herrmann, 1995)。改変 CP4EPSPS 蛋白質を葉緑


体へと輸送する。 


CS 注 7-改変 cp4 epsps 2,373~3,740 


グラム陰性菌である Agrobacterium CP4 株の 5-
エノールピルビルシキミ酸-3-リン酸合成酵素 
(CP4 EPSPS) をコードしている aroA 遺伝子の


コード配列 (Padgette et al., 1996b; Barry et al., 
2001)。 


Intervening Sequence 3,741~3,782 DNA クローニングの際に利用された配列 


T 注 8-E9 3,783~4,425 


Pisum sativum (エンドウ) のリブロース-1, 5-二
リン酸カルボキシラーゼの小サブユニットを


コードする rbcS2遺伝子に由来する 3’末端非翻


訳領域。mRNA のポリアデニル化を誘導する


(Coruzzi et al., 1984)。 
Intervening Sequence 4,426~4,468 DNA クローニングの際に利用された配列 


B-Left Border 4,469~4,910 
A. tumefaciens 由来の DNA 領域で、T-DNA を伝


達する際に利用される左側境界配列を含む


(Barker et al., 1983)。 


                                                 
3
本表に記載された情報に係る権利及び内容の責任は日本モンサント株式会社に帰属する 
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表 1 (続き)本組換えセイヨウナタネの作出に用いた PV- BNHT2672 の各構成要素の由来及


び機能  


構成要素 プラスミド中


の位置 由来及び機能 


外側骨格領域 (本組換えセイヨウナタネ中には存在しない) 
Intervening Sequence 4,911~4,996 DNA クローニングの際に利用された配列 


OR 注 9- ori V 4,997~5,393 
広宿主域プラスミド RK2 に由来する複製開始


領域。Agrobacterium 中においてベクターに自


立増殖能を付与する (Stalker et al., 1981)。  
Intervening Sequence 5,394~6,901 DNA クローニングの際に利用された配列 


CS-rop 6,902~7,093 


ColE1プラスミドに由来するプライマー蛋白質


のリプレッサーのコード配列。E. coli 中におい


てプラスミドのコピー数を維持する(Giza and 
Huang, 1989)。  


Intervening Sequence 7,094~7,520 DNA クローニングの際に利用された配列 


OR-ori-pBR322 7,521~8,109 
pBR322 から単離された複製開始領域。E. coli
中においてベクターに自律増殖能を付与する


(Sutcliffe, 1979)。  
Intervening Sequence 8,110~8,639 DNA クローニングの際に利用された配列 


aadA  
8,640~9,528 


トランスポゾン Tn7の 3”(9)-O-ヌクレオチジル


トランスフェラーゼ（アミノグリコシド改変酵


素）の細菌プロモーター、コード配列及び 3’
非翻訳領域(Fling et al., 1985)。スペクチノマイ


シン及びストレプトマイシン耐性を付与する。  
Intervening Sequence 9,529~9,664 DNA クローニングの際に利用された配列 
 
1 B-Border(境界配列) 5 
2 P-Promoter(プロモーター) 
3 EF-1aは別添資料 4 の Table 1(p29-30)に記載されている Tsf1 と同一である。 
4L-Leader( リーダー配列) 
5I-Intron(イントロン) 
6 TS-Targeting Sequence(ターゲティング配列) 10 
7CS-Coding Sequence(コード配列) 
8 T-Transcription Termination Sequence(転写終結配列) 
9 OR-Origin of Replication(複製開始領域) 
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ロ 構成要素の機能 


 
① 目的遺伝子、発現調節領域、局在化シグナル、選抜マーカーその他の供与核酸の構成


要素それぞれの機能 5 
 
本組換えセイヨウナタネの作出に用いられた供与核酸の構成要素の機能は表 1 (p12~13)


に示した。 


 


② 目的遺伝子及び選抜マーカーの発現により産生される蛋白質の機能及び当該蛋白質が10 
アレルギー性を有することが明らかとなっている蛋白質と相同性を有する場合はその


旨 
 


除草剤グリホサートは、植物内在性の芳香族アミノ酸の生合成経路であるシキミ酸経路


中の酵素の 1 つである 5-エノールピルビルシキミ酸-3-リン酸合成酵素 (酵素番号: 15 
E.C.2.5.1.19、以下「EPSPS蛋白質」という。) を阻害し、細胞死を引き起こす(Franz et al., 1997)。
本組換えセイヨウナタネは導入された改変 cp4 epsps 遺伝子から発現する改変 CP4 EPSPS
蛋白質により、除草剤グリホサートに耐性を持つ。 


 
改変CP4 EPSPS蛋白質が、既知のアレルゲンと類似のアミノ酸配列を共有するか否か、20 


アレルゲンデータベース (AD_2012) 4 を用いてFASTA型アルゴリズムと連続する 8つのア


ミノ酸による相同性検索を行ったが、既知アレルゲンと類似の配列は認められなかった。 
 
③ 宿主の持つ代謝系を変化させる場合はその内容 


 25 
EPSPS 蛋白質は植物や微生物に特有の芳香族アミノ酸を生合成するための生合成経路で


あるシキミ酸経路を触媒する酵素のひとつであり、植物中では葉緑体又は色素体に存在す


る(Della-Cioppa et al., 1986)。シキミ酸経路は植物の固定する炭素の 5分の 1に関与すると考


えられる重要な代謝経路である(Haslam, 1974; Haslam, 1993)。本経路は、その第一段階に関


与する 3-デオキシ-D-アラビノ-ヘプツロン酸-7-リン酸(DAHP)合成酵素によって調節を受け30 
て制御されるが、DAHP からコリスミ酸が生成されるまでの段階では、中間代謝物質や最


終生成物によって阻害又は抑制される可能性が極めて低いことが明らかにされている


(Weiss and Edwards, 1980; Herrmann, 1983)。このことは EPSPS蛋白質が本経路における律速


酵素ではないことを示唆しており、したがって、EPSPS 蛋白質の活性が増大しても、本経


路の最終産物である芳香族アミノ酸の濃度が高まることはないと考えられている(Padgette 35 
et al., 1996a; Ridley et al., 2002)。実際に、通常の 40倍の EPSPS蛋白質を生成する植物細胞に


おいて、芳香族アミノ酸が過剰に合成されないことが報告されており(Smart et al., 1985)、
加えて、モンサント・カンパニーがこれまでに商品化した除草剤グリホサート耐性作物(ダ
                                                 
4 FARRP (Food Allergy Research and Resource Program) AllergenOnline database  (2011年 12月の時点)  に登録されて


いる配列からなるデータベースであり、1,603件のアミノ酸配列が含まれる。 
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イズ、ナタネ、ワタ、トウモロコシ、アルファルファ及びテンサイ)の食品及び飼料安全性


の評価の過程で、それら組換え作物種子中のアミノ酸組成を調べて、芳香族アミノ酸含量


に関して、もとの非組換え作物との間で相違のないことが確認されている。これらのこと


は EPSPS蛋白質が本経路における律速酵素ではないことを支持している。 
 5 
また、EPSPS蛋白質はホスホエノールピルビン酸塩(PEP)とシキミ酸-3-リン酸塩 (以下、


「S3P」という) から、5-エノールピルビルシキミ酸-3-リン酸 (EPSP) と無機リン酸塩(Pi)を
生じる可逆反応を触媒する酵素であり(Levin and Sprinson, 1964)、これらの基質と特異的に


反応することが知られている(Gruys et al., 1992)。これら以外に唯一 EPSPS蛋白質と反応す


ることが知られているのは S3Pの類似体であるシキミ酸である。しかし、EPSPS蛋白質の10 
シキミ酸及び S3P との反応について、反応の起こり易さを示す特異性定数 (specificity 
constant) kcat/Km の値で比較すると、EPSPS 蛋白質のシキミ酸との反応特異性は、EPSPS 蛋


白質の S3P との反応特異性の約 200 万分の 1にすぎず(Gruys et al., 1992)、シキミ酸が EPSPS
蛋白質の基質として反応する可能性は極めて低い。よって、改変 CP4 EPSPS蛋白質が宿主


の代謝系を変化させることはないと考えられる。 15 
 
(2) ベクターに関する情報 


 
イ 名称及び由来 


 20 
本組換えセイヨウナタネの作出に用いられたプラスミド・ベクターPV-BNHT2672 は、


E. coli由来のベクターpBR322 (Sutcliffe, 1979) などをもとに構築された。 
 
ロ 特性 


 25 
① ベクターの塩基数及び塩基配列 


 
本組換えセイヨウナタネの作出に用いられたプラスミド・ベクターPV-BNHT2672の塩基


数は 9,664bp である。 
 30 
② 特定の機能を有する塩基配列がある場合は、その機能 


 
E. coli における構築ベクターの選抜マーカー遺伝子として、スペクチノマイシン及びス


トレプトマイシンに対する耐性を付与する E. coli のトランスポゾン Tn7 に由来する aadA
遺伝子が T-DNA 領域外に存在している。 35 
 
③ ベクターの感染性の有無及び感染性を有する場合はその宿主域に関する情報 


 
本ベクターの感染性は知られていない。 


 40 
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(3) 遺伝子組換え生物等の調製方法 
 
イ 宿主内に移入された核酸全体の構成 


 
宿主内に移入された本プラスミドベクターの構成要素は表 1 (p12~13)に記載した。また、5 


ベクター内での供与核酸の構成要素の位置と制限酵素による切断部位に関しては、図 1 
(p11)に示した。 
 
ロ 宿主内に移入された核酸の移入方法 


 10 
PV-BNHT2672の中の T-DNA 領域をアグロバクテリウム法により、従来セイヨウナタネ


品種 Ebonyの胚軸に導入した。 
 
ハ 遺伝子組換え生物等の育成の経過 


 15 
① 核酸が移入された細胞の選抜の方法 


 
従来セイヨウナタネ品種 Ebony の胚軸をプラスミド・ベクターPV-BNHT2672 を含む


A.tumefaciens ABI 株と共置培養した後、除草剤グリホサートを含有する培地にて選抜を行


った。 20 
 
② 核酸の移入方法がアグロバクテリウム法の場合はアグロバクテリウムの菌体の残存の


有無 
 
カルベニシリン及びチカルシリン・クラブラン酸を添加した培地により、形質転換に用25 


いたアグロバクテリウム菌体を除去した。さらに、本組換えセイヨウナタネの R3 世代に


おいて、形質転換に用いたプラスミド・ベクターPV-BNHT2672の外側骨格領域を標的とし


た PCR分析を行ったところ、本組換えセイヨウナタネにはプラスミド・ベクターの外側骨


格領域は存在しなかった(別添資料 2)。このことから、本組換えセイヨウナタネには形質転


換に用いたアグロバクテリウム菌体は残存しないことが確認された。 30 
 
③ 核酸が移入された細胞から、移入された核酸の複製物の存在状態を確認した系統、隔


離ほ場試験に供した系統その他の生物多様性影響評価に必要な情報を収集するために


用いられた系統までの育成の経過 
 35 
選抜された再分化個体(R0)を土壌に移植した後、自家受粉を行い R1 種子を作出した。


R0個体とR1個体について除草剤グリホサートへの耐性と改変 cp4 epsps遺伝子発現カセッ


トが存在すること、かつ PV-BNHT2672の骨格部分(ori V)の配列が存在しないことを確認し


た。その後、１コピーの T-DNA 領域をホモで有する R2 個体を除草剤グリホサート散布、


PCR分析及びサザンブロット分析を用いて選抜した。そして、優れた表現型と導入遺伝子40 
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の存在状態などを指標に最終的に本組換えセイヨウナタネを選抜した。 
 
本組換えセイヨウナタネにおける導入遺伝子の解析、導入遺伝子の発現の安定性及びわ


が国で隔離ほ場試験に用いられた世代について、図 2 (p18) の育成図に記載した。なお、第


一種使用規程に係る承認対象の範囲は、図 2 (p18)に記載するとおり R3 世代及び R3世代か5 
ら派生する全ての交雑後代系統である。 
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図 2 本組換えセイヨウナタネの育成図 5 
 5 
Ä  自殖 
a  導入遺伝子の解析に供試した世代 (サザンブロット分析及び塩基配列解析) 
b  導入遺伝子 (サザンブロット分析) 及び発現蛋白質(ウエスタンブロット分析)の世代間の安定性試験に供試した世代 
c  ELISA法による蛋白質発現の確認に供試した世代 
d  導入遺伝子の分離比検定に用いた世代 10 
e   商品化品種の育成に用いられる世代 
f  日本での隔離ほ場試験に供試した世代 
*1 後代分離比の分析の目的で、本組換えセイヨウナタネを改変cp4 epsps遺伝子発現カセットを持たない従来セイヨウナタ


ネ品種 (65037) と交配し、F1世代 (ヘテロ接合体) を作出した。 
*2 F2、F3及びF4世代は1つ前の世代で改変cp4 epsps遺伝子発現カセットをヘテロで有する個体のみを自殖することによ15 


り作出された。 
 


 


                                                 
5
本図に記載された情報に係る権利及び内容の責任は日本モンサント株式会社に帰属する 


第一種使用規程の承認対象


の範囲は、R3世代及びR3世


代から派生する全ての交雑


後代系統である 
改変cp4 epsps遺伝子発現カセットを
持たないセイヨウナタネ品種(♀)と
交配*1  ́
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(4) 細胞内に移入した核酸の存在状態及び当該核酸による形質発現の安定性 


 
① 移入された核酸の複製物が存在する場所 


 5 
本組換えセイヨウナタネの導入遺伝子が染色体上に存在するか否かを調べるため、導入


遺伝子をホモで有する本組換えセイヨウナタネ(R3 世代)を、改変 cp4 epsps 遺伝子発現カセ


ットを持たないセイヨウナタネ品種と交配して F1個体を作出した。この F1の 1個体を自


殖し、F2世代を作成した。次に F2世代の個体について real-time TaqMan PCR法により改変


cp4 epsps 遺伝子発現カセットの有無を調べ、ヘテロ接合性の F2 個体を選抜して自殖し、10 
F3 世代を作成した。同様に、ヘテロ接合性の F3 個体を選抜して自殖し、F4世代を作出し


た。このようにして作出した F2、F3 及び F4世代を用いて、real-time TaqMan PCR法によっ


て本組換えセイヨウナタネ中の改変 cp4 epsps 遺伝子発現カセットの分離比の検定を接合


性に基づいて行った (表 2, p20; 別添資料 3)。この場合の改変 cp4 epsps 遺伝子発現カセット


の分離比は、メンデルの法則に従い 1:2:1 (ホモ接合性＋＋: ヘテロ接合性＋－: ホモ接合性15 
－－) と予想された。 
その結果、F2、F3 及び F4 世代では分離比の実測値と期待値との間に、カイ二乗検定に


よる統計学的有意差は認められなかった(表 2, p20; 別添資料 3の Table 1, p7)。したがって、


本組換えセイヨウナタネの導入遺伝子は染色体上に存在し、メンデルの分離法則に矛盾せ


ずに遺伝していると考えられた。 20 
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表 2 本組換えセイヨウナタネのF2、F3 及びF4 世代における改変cp4 epsps遺伝子の分離比 6 


世代 1 供試 
個体数 2 


実測値 1:2:1の分離比の期待値 
陽性・ホモ 
個体数 


陽性・ヘテロ 
個体数 


陰性・ホモ個体数 
陽性・ホモ 
個体数 


陽性・ヘテロ 
個体数 


陰性・ホモ 
個体数 χ 2 p値 3 


F2 220 51 122 47 55.00 110.00 55.00 2.76 0.251 
F3 166 39 94 33 41.50 83.00 41.50 3.35 0.187 
F4 198 53 97 48 49.50 99.00 49.50 0.33 0.847 


1 F2、F3及び F4世代は、改変 cp4 epsps遺伝子発現カセットをヘテロで持つそれぞれの親世代 (F1、F2及び F3世代) を自殖することにより得られた。 
2改変 cp4 epsps遺伝子発現カセットの有無を real-time TaqMan PCR法によって調べた。 
3 F2、F3及び F4世代から得られた分離比をカイ二乗検定で分析した (p≤0.05)。 


 5 
 


                                                 
6
本表に記載された情報に係る権利及び内容の責任は日本モンサント株式会社に帰属する 
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② 移入された核酸の複製物のコピー数及び移入された核酸の複製物の複数世代における


伝達の安定性 
 


サザンブロット分析による導入遺伝子の解析の結果、本組換えセイヨウナタネの核ゲノ5 
ム中の 1ヵ所に 1コピーの T-DNA 領域が組み込まれていることが確認された(別添資料 4
の Figure 4-5, p37-38)。 また T-DNA 領域以外の外側骨格領域は挿入されていないことが確


認された(別添資料 4の Figure 6~8, p39~41)。さらに導入遺伝子は安定して後代に遺伝して


いることが複数世代(R2、R3、 R4 及び R5)におけるサザンブロット分析によって示された


(別添資料 4の Figure16 , p57)。なお、本組換えセイヨウナタネにおける導入遺伝子の模式10 
図を図 3 (p22) に示した。
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図 3 本組換えセイヨウナタネの導入遺伝子地図 7 
図の上段は本組換えセイヨウナタネ中の導入遺伝子及び近傍配列の模式図である。この地図には導入遺伝子内の構成要素及びサザンブロット分析に用いた制


限酵素切断部位を地図と相対的な位置とともに記載した。図の中段には、別添資料 4の Figure 1 (p33) に示した T-DNA プローブの相対サイズ及び位置を示し5 
た。図の下段は各制限酵素で切断した後に予想される DNA断片のサイズを示した。矢印 (  ) により導入遺伝子末端と導入遺伝子の 5’末端及び 3’末端に隣


接する核ゲノム DNA配列の開始位置を示した。また、矢印 (→) により、本組換えセイヨウナタネ中の構成要素の配列の方向を示した。


                                                 
7
本図に記載された情報に係る権利及び内容の責任は日本モンサント株式会社に帰属する 
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③ 染色体上に複数コピーが存在している場合は、それらが隣接しているか離れているか


の別 
 5 


1 コピーなので該当しない(別添資料 4の Figure 4~5, p37~38)。 
 
④ (6)の①において具体的に示される特性について、自然条件の下での個体間及び世代間


での発現の安定性 
 10 
本組換えセイヨウナタネの複数世代(R2、R3、 R4 及び R5)の葉においてウエスタンブロ


ット分析を行い、改変 CP4 EPSPS 蛋白質が安定して発現していることを確認した(別添資


料 5の Figure 1, p15)。 
 
米国の 3ヵ所 (アイダホ州 1ヵ所、ミネソタ州 1 ヵ所及びノースダコタ州 1ヵ所) 及びカ15 


ナダの 3ヵ所 (マニトバ州 2ヵ所及びサスカチュワン州 1ヵ所) のほ場において 4 反復で生


育した本組換えセイヨウナタネの地上部、種子、葉、及び根のサンプルを採取し、改変 CP4 
EPSPS蛋白質の発現量を ELISA 法により分析した (表 3, p24、別添資料 6)。ELISA 分析の


結果、本組換えセイヨウナタネの地上部、種子、葉及び根における改変 CP4 EPSPS 蛋白質


の発現が確かめられた (表 3, p24、別添資料 6 の Table 1, p16-17)。 20 
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表 3  米国とカナダのほ場 1における本組換えセイヨウナタネの各部位の改変CP4 EPSPS蛋
白質発現量 (2009年)8 


供試部位 2 新鮮重での平均値 (標準偏差) 


範囲 (μg/g FW)   
乾燥重での (標準偏差) 


範囲 (μg/g DW) 
   


地上部 18 (4.4)  170 (22) 
 14-28 120-210 
   


種子 25 (5.2) 27 (5.6) 
 21-43 22-46 
   


葉(OSL-1) 23 (10) 180 (40) 
 10-45 110-250 
   


葉(OSL-2) 22 (5.9) 180 (41) 
 18-37 120-250 


 
葉(OSL-3) 31 (6.3)  230 (50) 


 20-41 130-300 
   


葉(OSL-4) 36 (14) 210 (80) 
 20-85 110-500 
   


根(Root-1) 19 (4.1) 82 (17) 
 11-25 46-100 
   


根(Root-2) 10 (3.3) 38 (14) 
 7.0-17 24-62 


1. 米国の 3ヵ所 (アイダホ州 1ヵ所、ミネソタ州 1ヵ所及びノースダコタ州 1ヵ所) 及びカナダの 3ヵ所  (マ


ニトバ州 2ヵ所及びサスカチュワン州 1ヵ所) のほ場において 4反復で生育した本組換えセイヨウナタネ5 
の地上部、種子、葉、及び根のサンプルを採取し、改変 CP4 EPSPS蛋白質の発現量を ELISA法により分


析した 。 
2 各部位のサンプルを採取した時期とサンプル数は以下のとおりである。 


地上部 (n=20): 主茎伸長開始期、種子 (n=16): 収穫期、葉(OSL-1) (n=16): 第 3~4葉が展開した時期、葉(OSL-2) 


(n=9): 第 7-9葉が展開した時期、葉(OSL-3) (n=20): 主茎伸長開始期、葉(OSL-4)  (n=20): 開花始めから 20%10 
開花期、根(Root-1) (n=19): 主茎伸長開始期、根(Root-2) (n=11): 10 -30%の莢が肥大終期に達した時期 


 


                                                 
8
本表に記載された情報に係る権利及び内容の責任は日本モンサント株式会社に帰属する 
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⑤ ウイルスの感染その他の経路を経由して移入された核酸が野生動植物等に伝達され


るおそれのある場合は、当該伝達性の有無及び程度 
 
移入された核酸の配列は伝達を可能とする配列を含まないため、ウイルスの感染その他


の経路を経由して野生動植物等に伝達されるおそれはない。 5 
 


(5) 遺伝子組換え生物等の検出及び識別の方法並びにそれらの感度及び信頼性 
 
本組換えセイヨウナタネは、本組換えセイヨウナタネに特異的に結合可能なプライマー


セットを利用して、End-Point TaqMan PCR 法による検出及び識別が可能である (別添資料 7)。10 
検定に用いる DNA の濃度は、PCR の 1 反応当たり 5~10ng であることが推奨されており、


種子 1 粒を用いて検定が可能である。 
本法の再現精度については89粒の本組換えセイヨウナタネ及び180粒の非組換えセイヨ


ウナタネを用いて確認試験を行った(別添資料 7)。 
 15 


(6) 宿主又は宿主の属する分類学上の種との相違 
 
① 移入された核酸の複製物の発現により付与された生理学的又は生態学的特性の具体


的な内容 
 20 
 本組換えセイヨウナタネへ導入された改変 cp4 epsps 遺伝子は改変 CP4 EPSPS 蛋白質を


発現することにより、除草剤グリホサートに対する耐性を付与する。 
本組換えセイヨウナタネに除草剤グリホサートに対する耐性が付与されていることを確


認するために、人工気象室において本組換えセイヨウナタネ及び対照の非組換えセイヨウ


ナタネに 1,500 g a.e.9/haの除草剤グリホサートを散布した。その結果、散布後 5~6 日目にお25 
いて対照の非組換えセイヨウナタネの個体は全てが枯死していたが、本組換えセイヨウナ


タネは全ての個体が生存していた（表 4, p25）。よって、本組換えセイヨウナタネが除草


剤グリホサートに耐性を示すことが示された。 
 
表 4 本組換えセイヨウナタネの除草剤グリホサート耐性の調査結果(1) (2) 10 30 
 生存個体数 枯死した個体数 
本組換えセイヨウナタネ 24 0 
対照の非組換えセイヨウナタネ 0 24 
(1) 播種後 5~7 日目(初生葉の時期)の本組換えセイヨウナタネ及び対照の非組換えセイヨウナタネにグリ


ホサート散布後を行い、散布後 5~6 日目に、その外観から生存／枯死を判定した。 
(2)本組換えセイヨウナタネ及び対照の非組換えセイヨウナタネについて、各 24 個体を供試した。 
                                                 
9 a.e.; acid equivalent (酸換算)。除草剤製剤の有効成分は塩の形か、有効成分そのものの形で含む。有効成


分が塩の形で存在する場合、活性成分は酸であり、塩基部分は製剤によって異なる。除草剤の散布量と


して製剤中の有効成分の塩の量を示した場合、塩基部分が異なる製剤の間では正確な活性成分量の比較


ができないため、活性成分としての酸換算量を記載単位として用いた。 
10
本表に記載された情報に係る権利及び内容の責任は日本モンサント株式会社に帰属する 
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② 以下に掲げる生理学的又は生態学的特性について、遺伝子組換え農作物と宿主の属


する分類学上の種との間の相違の有無及び相違がある場合はその程度 
 5 


2011 年から 2012 年にかけて日本モンサント株式会社河内研究農場の隔離ほ場において


本組換えセイヨウナタネの隔離ほ場試験を行った。試験には本組換えセイヨウナタネの R5
世代を供試した (図 2, p18)。対照の非組換えセイヨウナタネとしては、本組換えセイヨウ


ナタネの遺伝子導入母本である Ebonyを用いた。なお、生育初期における高温耐性試験 (項
目 b,  p26) は米国の人工気象室で実施し、交雑率を評価するための試験 (項目 f, p27) は米国10 
(カリフォルニア州) のほ場で実施した。 
 


a  形態及び生育の特性 
 


形態及び生育に関する特性を比較するため、12項目 (発芽始め、発芽揃い，開花始め、15 
開花期、開花終わり、草型、草丈、一次分枝数、成熟期、地上部重及び収穫種子の形状 (子
実の色、子実の粒大整否))  について評価を行った。 


統計処理を草丈、一次分枝数及び地上部重 に関して行い、発芽始め、発芽揃い，開花始


め、開花期、開花終わり、草型、成熟期及び収穫種子の形状(子実の色、子実の粒大整否)
に関しては統計処理を行わなかった。その結果、統計処理を行った項目において本組換え20 
セイヨウナタネと対照の非組換えセイヨウナタネとの間に統計学的有意差は見られなかっ


た。統計処理を行わなかった項目においては、開花始め及び開花期において本組換えセイ


ヨウナタネと対照の非組換えセイヨウナタネとの間に違いが見られた(別添資料 8の表 4, 
p13)。 


 25 
開花始め及び開花期は、本組換えセイヨウナタネが3月11日及び4月9日、対照の非組換


えセイヨウナタネが3月9日及び4月7日であった (別添資料 8の表 4, p13)。 
 


b  生育初期における高温耐性 
 30 


生育初期における高温耐性試験は、米国のモンサント・カンパニーの人工気象室におい


て実施した。この試験では、播種後 20 日目の本組換えセイヨウナタネ、対照の非組換えセ


イヨウナタネ Ebony及び従来商業品種 4 品種の幼苗を日中 35°C/夜間 30°C に設定した人工


気象室で 21 日間栽培したのち、生育ステージ、草勢、生体重及び乾燥重について比較した。


その結果、統計処理を行った項目 (草勢、生体重及び乾燥重) のうち、草勢において本組換35 
えセイヨウナタネと対照の非組換えセイヨウナタネの間に統計学的有意差が認められた。


統計処理を行わなかった項目 (生育ステージ) については、本組換えセイヨウナタネと対照


の非組換えセイヨウナタネの間に違いは認められなかった (別添資料 9 の Table 5, p21)。 
 
草勢の平均値は、本組換えセイヨウナタネが 5.9、対照の非組換えセイヨウナタネが 5.140 


であり、本組換えセイヨウナタネの草勢 11が劣っていた (別添資料 9 のTable 5, p21)。 
 
                                                 
11
草勢は訓練を受けた測定者が目視観察により各個体の状態を相対的に 1~9 の 9 段階で評価された。1


は非常に良好な生育を意味し、数字が大きくなるほど生育が劣り、9 は枯死又は枯死に近い状態を示す。 
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c  成体の越夏性 
 


本隔離ほ場で生育した本組換えセイヨウナタネ及び対照の非組換えセイヨウナタネを


成熟期の後も引き続き生育させ、わが国の夏期における生育状況を観察した。2012 年 7 月


24 日に越夏性試験区において供試個体の観察を行ったが、本組換えセイヨウナタネ及び対5 
照の非組換えセイヨウナタネのいずれも枯死していた (別添資料 8 の図 6, p15)。 
 


d  花粉の稔性及びサイズ 
 


本隔離ほ場で生育した本組換えセイヨウナタネ及び対照の非組換えセイヨウナタネか10 
ら採取した花粉を Alexander 溶液で染色し、花粉の稔性及びサイズを測定した。これらの


項目について統計処理を行った結果、花粉稔性及びサイズのいずれにおいても本組換えセ


イヨウナタネと対照の非組換えセイヨウナタネとの間に統計学的有意差は認められなかっ


た (別添資料 8 の 表 5, p16)。 
 15 


e 種子の生産量、脱粒性、休眠性及び発芽率 
 


本隔離ほ場で生育した本組換えセイヨウナタネ及び対照の非組換えセイヨウナタネに


ついて、種子の生産量に関する項目 (着莢数、莢当り種子数及び千粒重) を調査した。これ


らの項目について統計処理を行った結果、千粒重において、本組換えセイヨウナタネと対20 
照の非組換えセイヨウナタネとの間に統計学的有意差が認められた (別添資料 8 の 表 6, 
p17)。千粒重の平均値は、本組換えセイヨウナタネが 3.30 g、対照の非組換えセイヨウナ


タネが 4.61 g であり、本組換えセイヨウナタネの方が低かった (別添資料 8 の 表 6, p17)。
しかしながら、本組換えセイヨウナタネの千粒重の平均値 (3.30 g) は、これまでに報告さ


れているセイヨウナタネの千粒重の範囲 (約 2.5 g~6 g) (CCC, 2012) に収まっていた。 25 
 


脱粒性については、本隔離ほ場で生育した本組換えセイヨウナタネ及び対照の非組換え


セイヨウナタネを成熟期に収穫し、植物体をビニールハウス内で自然乾燥させた後に裂莢


率を調査した。裂莢率について統計処理を行った結果、本組換えセイヨウナタネと対照の


非組換えセイヨウナタネとの間に統計学的有意差が認められた。裂莢率の平均値は、本組30 
換えセイヨウナタネが 1.8 %、対照の非組換えセイヨウナタネが 3.2 %であり、本組換えセ


イヨウナタネの方が低かった (別添資料 8 の表 6, p17) 。 
 


休眠性及び発芽率については、本隔離ほ場で生育した本組換えセイヨウナタネ及び対照


の非組換えセイヨウナタネの収穫種子をシャーレに置床して、25ºC の温度条件で発芽させ、35 
発芽個体数を経時的に調査した。その結果、本組換えセイヨウナタネと対照の非組換えセ


イヨウナタネの発芽率はいずれも 100% と高く、休眠性は認められなかった (別添資料 8
の表 8, p18)。 
 


f 交雑率 40 
 


交雑率を評価するための試験は、2009 年から 2010 年にかけて米国(カリフォルニア州)
のほ場において実施した。この試験では、本組換えセイヨウナタネ及び対照の非組換えセ


イヨウナタネのそれぞれを花粉親とし、これらの個体から 2 m 離して栽培された従来セイ


ヨウナタネの収穫種子における交雑体の発生頻度を調査した。この試験は、花粉親である45 
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本組換えセイヨウナタネ及び対照の非組換えセイヨウナタネと、種子親である従来セイヨ


ウナタネの開花期を一致させた条件において実施した (別添資料 10aの Table2, p6 及び別添


資料 10b の Table3, p7)。また、交雑体の判定は、本組換えセイヨウナタネを花粉親とした


場合には導入遺伝子を PCR 法で検出することにより実施し、対照の非組換えセイヨウナタ


ネを花粉親とした場合には対照の非組換えセイヨウナタネに特有の 8つの SNPマーカーを5 
DNA マイクロアレイで検出することにより実施した。 


本組換えセイヨウナタネを花粉親とした場合と対照の非組換えセイヨウナタネを花粉


親とした場合のそれぞれについて、種子親である従来セイヨウナタネの収穫種子 1000 粒を


供試し、交雑体の発生頻度を調査した。その結果、交雑率は本組換えセイヨウナタネを花


粉親とした場合で 1.3%、対照の非組換えセイヨウナタネを花粉親とした場合で 1.4%であ10 
り (別添資料 10a の Table3, p6 及び別添資料 10b の Table4, p7)、いずれもこれまでに報告さ


れているセイヨウナタネの交雑率 (花粉親と種子親の距離が 5m 以内の場合において、


0.0121% ~ 14.5% (Beckie et al., 2003; Ramsay et al., 2003; Hüsken and Dietz-Pfeilstetter, 2007; Cai 
et al., 2008)) と同程度であった。 
 15 


g  有害物質の産生性 
 


本組換えセイヨウナタネから土壌微生物又は他の植物に影響を与える物質が産生され


ていないことを確認するため、土壌微生物相試験、鋤込み試験及び後作試験を行った。そ


の結果、土壌微生物の菌数、ハツカダイコンの発芽率及び乾燥重において本組換えセイヨ20 
ウナタネ区と対照の非組換えセイヨウナタネ区との間に統計学的有意差は認められなかっ


た (別添資料 8 の表 9~表 11, p20)。 
 


3 遺伝子組換え生物等の使用等に関する情報 
 25 


(1) 使用等の内容 
 


食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに


付随する行為。 
 30 


(2) 使用等の方法 
 


－ 
 


(3) 承認を受けようとする者による第一種使用等の開始後における情報収集の方法 35 
 


－ 
 


(4) 生物多様性影響が生ずるおそれのある場合における生物多様性影響を防止するため


の措置 40 
 
申請書に添付した緊急措置計画書を参照。 
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(5) 実験室等での使用等又は第一種使用等が予定されている環境と類似の環境での使用


等の結果 
 


－ 
 5 


(6) 国外における使用等に関する情報 
 


本組換えセイヨウナタネの海外の主要栽培予定国及び輸入予定国における申請状況は


以下のとおりである (表 5, p29)。 
 10 


表 5 本組換えセイヨウナタネの国外の主要栽培予定国及び輸入予定国における申請及び


認可状況 12 
2012 年 11 月現在 


申請時期 承認時期 機関 安全性審査の種類 


2011 年 3 月 2012 年 4 月 米国食品医薬品庁 (FDA) 食品・飼料 
2011 年 6 月           審査中 米国農務省 (USDA) 環境 
2011 年 4 月 2012 年 6 月 カナダ保健省 (Health Canada) 食品 
2011 年 4 月 2012 年 6 月 カナダ食品検査庁 (CFIA) 環境・飼料 
2011 年 8 月 審査中 欧州食品安全機関 (EFSA) 食品・飼料 


2012 年 3 月 審査中 オーストラリア・ニュージーランド食品


基準機関 (FSANZ) 食品 


＿＿＿＿＿13 ＿＿＿13 韓国食品医薬品庁 (KFDA) 食品 


＿＿＿＿＿13 ＿＿＿13 韓国農村振興庁 (RDA) 環境 


＿＿＿＿＿13 ＿＿＿13 中国農業部(MOA) 環境・食品・飼料 
 
なお、本組換えセイヨウナタネのわが国における申請状況は以下のとおりである (表 6, 15 


p29)。 
 
表 6 本組換えセイヨウナタネのわが国における申請及び認可状況 14 


2012 年 11 月現在 
申請時期 承認時期 機関 内容 


2010 年 7 月 2011 年 8 月 農林水産省・環境省 環境 (第一種使用規程 15：隔離ほ場) 
2012 年 11 月 ― 厚生労働省 食品 16 
2012 年 11 月 ― 農林水産省 飼料 17 
2012 年 11 月 ― 農林水産省・環境省 環境 (第一種使用規程：一般使用) 


20                                                  
12
本表に記載された情報に係る権利及び内容の責任は日本モンサント株式会社に帰属する 


13 社外秘につき非開示 
14
本表に記載された情報に係る権利及び内容の責任は日本モンサント株式会社に帰属する 


15 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく。 
16 食品衛生法に基づく。 
17 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づく。 
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第二 項目ごとの生物多様性影響の評価 
 


1 競合における優位性 
 5 


(1) 影響を受ける可能性のある野生動植物等の特定 
 
セイヨウナタネは路傍や工場跡地のような定期的に人の手が加えられる地域では自生化


し得ることが知られており(OECD, 1997)、わが国においては河原等で生育していたり(清水


ら, 2008 ; 国土交通省, 2012)、海外から種子が陸揚げされる港湾の周辺で生育していること10 
が、これまでに報告されている(Anonymous, 2004; Saji et al., 2005; Aono et al., 2006; 農業環境


技術研究所, 2007; Nishizawa et al., 2009; 農業環境技術研究所, 2011; Mizuguti et al., 2011)。 
しかし、セイヨウナタネはかく乱が起こる条件で一時的に生育する植物であると認識さ


れており (CFIA, 2005)、人の手がほとんど加えられない地域では、多年生の雑草や樹木な


どとの競合に敗れて自生化することは困難であることが知られている(OECD, 1997)。わが15 
国においてセイヨウナタネは、外来種タンポポ種群(Taraxacum spp.)やセイタカアワダチソ


ウ(Solidago altissima)などのような日本固有の在来種を駆逐して生物多様性に影響を及ぼ


す侵略的外来種としては掲載されていない (小川, 2002)。また、セイヨウナタネは生態系に


影響を与える有害雑草ではないことが報告されており (Crawley et al., 1993; EC, 2000; Hall et 
al., 2005)、かく乱された土地に自生したセイヨウナタネの集団は、2、3 年程度で消失する20 
傾向にある (Crawley and Brown, 1995; Hall et al., 2005) 。このことから、セイヨウナタネが


生態系への影響を及ぼす可能性は低いと考えられる。  
 以上のことからセイヨウナタネは、定期的に人の手が加えられる地域では自生化し得る


ものの、人の手がほとんど加えられない地域では競合における優位性は低く、侵略的外来


種のように優占群落を作る可能性は低いと判断された。 25 
 
競合における優位性に関わる形質として、形態及び生育の特性、成体の越夏性、花粉の


稔性及びサイズ、種子の生産量、脱粒性、休眠性及び発芽率  (第一の 2-(6)-②-a~e, p26~27) 
をわが国での隔離ほ場試験において調査した。その結果、種子の生産量における千粒重及


び脱粒性における裂莢率において、本組換えセイヨウナタネと対照の非組換えセイヨウナ30 
タネとの間で統計学的有意差が認められた。統計処理を行わなかった項目では、開花始め


及び開花期において、本組換えセイヨウナタネと対照の非組換えセイヨウナタネとの間で


違いが認められた。また、生育初期における高温耐性 (第一の 2-(6)-②-b, p26) を米国にお


いて調査した結果、草勢において本組換えセイヨウナタネと対照の非組換えセイヨウナタ


ネの間で統計学的有意差が認められ、統計処理を行わなかった項目については、本組換え35 
セイヨウナタネと対照の非組換えセイヨウナタネの間で違いは認められなかった。 


 
千粒重の平均値は、本組換えセイヨウナタネが 3.30 g、対照の非組換えセイヨウナタネ


が 4.61 g であり、本組換えセイヨウナタネの方が低かった。しかし、本組換えセイヨウナ


タネの千粒重の平均値 (3.30 g) は、これまでに報告されているセイヨウナタネの千粒重の40 
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範囲 (約 2.5 g~6 g) (CCC, 2012) に収まっていた。また、本組換えセイヨウナタネの種子の


生産量に関する他の項目 (裂莢率及び発芽率) において、競合における優位性を高めるよう


な形質は認められなかった。これらのことから、本試験で認められた千粒重の差が競合に


おける優位性を高めるものではないと考えられた。 
裂莢率の平均値は、本組換えセイヨウナタネが 1.8 %、対照の非組換えセイヨウナタネ5 


が 3.2 %であり、本組換えセイヨウナタネの方が低かった。本組換えセイヨウナタネの方


が対照の非組換えセイヨウナタネより裂莢率が低いことから、本組換えセイヨウナタネの


脱粒性は、対照の非組換えセイヨウナタネを上回るものではないと考えられた。よって、


本試験で認められた裂莢率の差が競合における優位性を高めるものではないと考えられた。 
開花始め及び開花期は、本組換えセイヨウナタネが 3 月 11 日及び 4 月 9 日、対照の非組10 


換えセイヨウナタネが 3 月 9 日及び 4 月 7 日であり、いずれも本組換えセイヨウナタネの


方が 2 日遅かった。しかし、その差がわずかであることから、本組換えセイヨウナタネと


対照の非組換えセイヨウナタネとの間で開花特性が大きく異なっていることはないと考え


られた。よって、本試験で認められた開花始め及び開花期の差が競合における優位性を高


めるものではないと考えられた。 15 
生育初期における高温耐性試験での草勢の平均値は、本組換えセイヨウナタネが 5.9、


対照の非組換えセイヨウナタネが 5.1 であり、本組換えセイヨウナタネの草勢が劣ってい


た。本組換えセイヨウナタネの方が対照の非組換えセイヨウナタネより草勢が低いことか


ら、本組換えセイヨウナタネの生育初期における高温耐性は、対照の非組換えセイヨウナ


タネを上回るものではないと考えられた。よって、本試験で認められた草勢の差が競合に20 
おける優位性を高めるものではないと考えられた。 


 
本組換えセイヨウナタネは、改変 CP4 EPSPS 蛋白質の発現により、除草剤グリホサート


に対する耐性を有する。しかしながら、グリホサートが散布されることが想定しにくい自


然条件下においてグリホサート耐性であることが競合における優位性を高めることはない25 
と考えられる。実際に、わが国において鹿島港周辺の幹線道路沿いに生育するセイヨウナ


タネのモニタリング調査を実施した結果、除草剤グリホサート耐性の遺伝子組換えセイヨ


ウナタネが、従来セイヨウナタネが生育する地域以外に生育している事例は認められなか


った(農業環境技術研究所, 2007; 農業環境技術研究所, 2011)。また、人の手が加えられる地


域に自生した除草剤グリホサート耐性の遺伝子組換えセイヨウナタネ及び従来セイヨウナ30 
タネを 3 年間調査した結果、集団の著しい拡大や生育の継続は認められなかったこと


(Nishizawa et al., 2009) 及び、自生したセイヨウナタネ個体の多くが頻繁な人為的かく乱に


よって開花前に消失していたこと(Mizuguti et al., 2011)が報告されている。 
 さらに、英国では除草剤耐性の形質が付与された遺伝子組換え作物(除草剤グルホシネー


ト耐性セイヨウナタネ及びトウモロコシ、除草剤グリホサート耐性テンサイ)を気候条件の35 
異なる 12 ヵ所のほ場で放任栽培し、自然条件下での競合における優位性を 10 年間にわた


り調査している。調査の結果、全ての遺伝子組換え作物の個体群のサイズは対照の非組換


え作物と同様に、播種の翌年から他の多年生の植物との競合により縮小し、セイヨウナタ


ネに関しては 4 年後には消失していた(Crawley et al., 2001)。  
 40 
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これらのことから、本組換えセイヨウナタネは除草剤グリホサートに対する耐性を有す


るが、グリホサートが散布されることが想定しにくい自然条件下においてグリホサート耐


性であることが競合における優位性を高めることはないと判断された。また、仮に路傍等


で除草剤グリホサートを使用して除草を行い、本組換えセイヨウナタネのみが残存した場


合にも、前述したようにそれらが路傍等からさらに拡がって、人の手がほとんど加えられ5 
ない自然条件下において優占化していく可能性は極めて低いと考えられた。 


 
以上のことから、競合における優位性に起因する影響を受ける可能性のある野生動植物


等は特定されなかった。 
 10 


(2) 影響の具体的内容の評価 
 
 ― 
 


(3) 影響の生じやすさの評価 15 
 
 ― 
 


(4) 生物多様性影響が生ずるおそれの有無等の判断 
 20 
以上のことから、本組換えセイヨウナタネは、競合における優位性に起因する生物多様


性影響を生ずるおそれはないと判断された。 
 


2 有害物質の産生性 
 25 


(1) 影響を受ける可能性のある野生動植物等の特定 
 
従来セイヨウナタネ種子において、ヒトを含む哺乳動物に対する有害物質としてエルシ


ン酸及びグルコシノレートの産生が知られている。エルシン酸は、実験動物に多量に給与


した場合、心筋や骨格筋などに病的な変化が生ずることが報告されている。またグルコシ30 
ノレートは、家畜の甲状腺を肥大させることが知られている (志賀, 1981)。しかし、セイヨ


ウナタネでは長年にわたり育種改良が続けられ、低エルシン酸で低グルコシノレートの品


種が育成された結果、今日、その油がヒトの食用として、油かすが飼料として利用される


ようになった。このような低エルシン酸(精製油中で 2%未満)で低グルコシノレート(油か


す 1g 当たり 30µmol 未満)のセイヨウナタネは一般にカノーラと呼ばれ、本組換えセイヨウ35 
ナタネの母本となった Ebonyもカノーラと認められている(CFIA, 2010)。 
 
本組換えセイヨウナタネの中では遺伝子組換えにより改変CP4 EPSPS蛋白質が発現して


いるが、本蛋白質は既知アレルゲンと構造的に類似性のある配列を有さないことが確認さ


れている(第一の 2-(1)-ロ-②, p14)。また、第一の 2-(1)-ロ-③ (p14~15) に示したように、改40 
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変CP4 EPSPS蛋白質は芳香族アミノ酸を生合成するためのシキミ酸経路を触媒する酵素蛋


白質であるが、本経路における律速酵素ではなく、EPSPS 蛋白質の活性が増大しても、本


経路の最終産物である芳香族アミノ酸の濃度が高まることはないことが確認されている。


これまでにモンサント･カンパニーが開発した除草剤グリホサート耐性作物(トウモロコシ、


ダイズ、ナタネ、ワタ、アルファルファ及びテンサイ) の食品及び飼料の安全性の評価の5 
過程で、芳香族アミノ酸含量に対照の非組換え作物との間で相違のないことが確認されて


いる。 
さらに、第一の 2-(1)-ロ-③ (p14~15) に示したように、EPSPS 蛋白質は、その基質である


ホスホエノールピルビン酸塩(PEP)及びシキミ酸-3-リン酸塩(S3P)と特異的に反応すること


が報告されている(Gruys et al., 1992)。これらの基質以外に唯一 EPSPS 蛋白質と反応するこ10 
とが知られている基質は、S3P の類似体であるシキミ酸であるが、Gruys ら(1992)の論文を


もとに計算すると、その反応性は S3P との反応性よりも低く、基質として反応する可能性


は極めて低い (第一の 2-(1)-ロ-③, p14~15)。これらのことから、CP4 EPSPS 蛋白質の基質特


異性は非常に高く、植物代謝系に影響を及ぼすことはないと考えられた。以上のことから、


植物EPSPS蛋白質と機能的に同一である改変CP4 EPSPS蛋白質の植物における発現によっ15 
て、植物の代謝経路に何らかの影響を及ぼす可能性は極めて低いと判断された。 


 
実際に、本組換えセイヨウナタネと対照の非組換えセイヨウナタネとの間で、有害物質


の産生性の有無を土壌微生物相試験、鋤込み試験及び後作試験 (第一の 2-(6)-②-g, p28) に
より比較検討したが、統計学的有意差は認められなかった。 20 


 
したがって、改変 CP4 EPSPS 蛋白質が原因で、本組換えセイヨウナタネ中に有害物質が


産生されるとは考えにくい。同様に、エルシン酸やグルコシノレートの含量にも変化を及


ぼすことも考えにくい。 
よって、改変 CP4 EPSPS 蛋白質の発現による意図しない有害物質の産生性はないと判断25 


された。 
 
以上のことから、有害物質の産生性に起因する生物多様性影響を受ける可能性のある野


生動植物等は特定されなかった。 
 30 


(2) 影響の具体的内容の評価 
 
 ― 
 


(3) 影響の生じやすさの評価 35 
 
 ― 
 


(4) 生物多様性影響が生ずるおそれの有無等の判断 
 40 
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以上のことから、本組換えセイヨウナタネは、有害物質の産生性に起因する生物多様性


影響を生ずるおそれはないと判断された。 
 


3 交雑性 
 5 


(1) 影響を受ける可能性のある野生動植物等の特定 
 


 わが国の自然条件でセイヨウナタネと交雑可能な近縁種として、セイヨウナタネ、B. 
rapa、B. nigra、R. raphanistrum、S. arvensis、B. juncea 及び H. incana が存在する。しかし、


セイヨウナタネ及び B. rapa は栽培種であり、B. nigra、R. raphanistrum、S. arvensis、B. juncea10 
及び H. incana は帰化植物である (杉山, 2001; 清水ら, 2008 ; OGTR, 2002; 中井, 2003) 。した


がって、これらは交雑に起因する生物多様性影響を受ける可能性のあるわが国在来の野生


動植物としては特定されなかった 。 
 


(2) 影響の具体的内容の評価 15 
 
 ― 
 


(3) 影響の生じやすさの評価 
 20 
 ― 
 


(4) 生物多様性影響が生ずるおそれの有無等の判断 
 
以上のことから、本組換えセイヨウナタネは、交雑性に起因する生物多様性影響を生ず25 


るおそれはないと判断された。 
 


4 その他の性質 
 
  わが国の自然条件でセイヨウナタネと交雑可能な近縁種のうち、セイヨウナタネ及び30 
B. rapa は栽培種であり、B. nigra、R. raphanistrum、S. arvensis、B. juncea 及び H. incana は


帰化植物である (杉山, 2001; 清水ら, 2008 ; OGTR, 2002; 中井, 2003) ため、交雑に起因する


生物多様性影響を受ける可能性のあるわが国在来の野生動植物は特定されなかった。しか


し、セイヨウナタネとこれらの近縁種が交雑した場合に生ずる間接的な影響の可能性とし


て、以下の 2 点を挙げ、その影響を考察した。 35 
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① 交雑により生じた雑種後代が優占化し、その他の野生植物種の個体群を駆逐する。 
② 交雑により浸透した導入遺伝子が負担となり、交雑した近縁種の個体群が縮小される


ことで、これら近縁種に依存して生息する昆虫などの野生生物の個体群に影響が生


じる。 
 5 
① 交雑により生じた雑種後代が優占化し、その他の野生植物種の個体群を駆逐する可能性 


 
本組換えセイヨウナタネと外来近縁種との交雑率は調査していない。しかし、本組換え


セイヨウナタネと従来セイヨウナタネとの交雑率が、対照の非組換えセイヨウナタネと従


来セイヨウナタネとの交雑率と変わるものではないことを試験により確認している (第一10 
の 2-(6)-②-f, p27~28) 。よって、本組換えセイヨウナタネとセイヨウナタネを含む外来近縁


種の交雑性及び雑種後代が優占化する可能性を、既往の知見に基づき以下に検討した。 
 
1) セイヨウナタネの他殖性 


セイヨウナタネの他家交雑率は 12～55%と報告されている (Beckie et al., 2003)。 15 
 


2) セイヨウナタネと B. rapa との交雑性 
セイヨウナタネを花粉親、B. rapa を種子親とした場合の交雑率は、0.4%～1.5%  (Scott 


and Wilkinson, 1998) 及び 0.1%  (Wilkinson et al., 2000) の報告がある。また、B. rapa を花


粉親、セイヨウナタネを種子親とした場合の交雑率については、13%という報告がある20 
(Jørgensen et al., 1996)。セイヨウナタネと B. rapa の交雑体の適応度が調査された結果、


F1 世代の適応度はセイヨウナタネと B. rapa の適応度の範囲内であった(Hauser et al., 
1998)。 F2 及び BC 世代での適応度は、品種・集団間に差異があるものの、セイヨウナ


タネ、B. rapa 及び F1 世代の適応度より低くなると報告されている(Hauser et al., 1998)。 
 25 


3) セイヨウナタネと B. juncea との交雑性 
セイヨウナタネと B. juncea の交雑はどちらが花粉親の場合でも起こるが、セイヨウ


ナタネが花粉親の場合の交雑率 (0.3%)は、B. juncea (カラシナ) が花粉親の場合の交雑率


(1.1%) に比べて低いことが報告されている (Bing et al., 1996) 。また、雑種の花粉稔性は


0～28％である(Frello et al., 1995) 。セイヨウナタネを種子親として得られた雑種は弱く、30 
生育段階で死に至ると報告されている (Choudhary and Joshi, 1999)。他方、B. juncea を種


子親として得られた雑種の栄養生長は旺盛であるが、莢当たりの種子数、種子重量及び


収量などは劣り、減数分裂に異常が見られ、花粉稔性も 20％程度に低下すると報告され


ている (Choudhary and Joshi, 1999)。 
 35 


4) セイヨウナタネと H. incana との交雑性 
セイヨウナタネを花粉親、H. incanaを種子親とし、H. incanaとセイヨウナタネを 1:625


の比率で栽培した場合、H. incana の収穫種子の 1.0%が交雑体であったと報告されてい


る (Lefol et al., 1996a)。また、F1 雑種の稔性、種子生産量及び収穫種子の生存率に顕著


な低下がみられる。F1 雑種の雄しべには花粉が形成されず、1 個体当たりの莢数、1 莢40 
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当たりの種子数及び 1 個体当たりの種子数も極めて少ない。さらに、戻し交配世代にお


いても高い不稔性率が認められ、種子生産量は少ない (Lefol et al., 1996a)。 
 


5) セイヨウナタネと R. raphanistrum との交雑性 
セイヨウナタネと R. raphanistrum との交雑性に関しては、セイヨウナタネを R. 5 


raphanistrum と混合して育成させた場合の交雑頻度が調査されており、フランスでは 1 
× 10-5~1 × 10-7 (Chèvre et al., 2004)、オーストラリアでは 4 ×10-8 (Rieger et al., 2001)、そ


してカナダでは 3 ×10-5 (Warwick et al., 2003) と報告されている。また、F1 雑種におけ


る花粉生存率は 1％以下であり (Warwick et al., 2003)、F1 雑種の種子生産量は 1 個体当


たり 0.78 個と極めて少ないことが報告されている(Chèvre et al., 1998) 。F1 雑種を花粉親10 
とした R. raphanistrumへの戻し交配を繰り返すことで稔性及び1個体当たりの種子数が


回復することが示唆されている(Chèvre et al., 1998)。しかし、F1 雑種では幼苗における


草勢及び生存率の低下や生育の遅延、ロゼット葉の直径及び乾物重の顕著な低下が見ら


れるため、F1 雑種が栽培条件及び自然条件下において生存する可能性はセイヨウナタネ


と R. raphanistrum と比べて低いことが示唆されている (Guéritaine et al., 2003)。また、15 
セイヨウナタネと R. raphanistrum との間には低い確率で交雑が生じるが、F1 雑種では稔


性の低下、種子数の低下、栄養成長の遅延及び生存率の低下が生じるため、F1 雑種が花


粉親となり R. raphanistrum への戻し交配が起こる機会は限定されると考えられる 


(OGTR, 2008)。さらに、戻し交配した世代においてゲノムの構成や染色体数に違いが認


められることや、セイヨウナタネから R. raphanistrum への遺伝子浸透の報告がないこと20 
は、雑種からR. raphanistrumへの遺伝子浸透の可能性が低いことを示唆している (OGTR, 
2008)。 


 
6) セイヨウナタネと S. arvensis との交雑性 


セイヨウナタネを花粉親とした場合のS. arvensisとの交雑は自然条件下では認められ25 
ておらず、in vitro の試験で交雑の例があるのみである (Chèvre et al., 1996; Moyes et al., 
2002)。なお、S. arvensis を花粉親とした場合の雄性不稔セイヨウナタネにおける交雑率


は 1.2 % (Lefol et al., 1996b)であると報告されている。さらに、7224 個の F1 雑種の花に


対して S. arvensis の花粉を人工授粉した結果、2843 個の莢が形成したが、これらの莢か


ら得られた種子は 2 粒であり、これらの種子はいずれも発芽しなかった (Lefol et al., 30 
1996b)。 


 
7) セイヨウナタネと B. nigra との交雑性 


セイヨウナタネと B. nigra の交雑性については、両者を隣接して生育させた後に雑種


の形成率を調査した報告があるが、雑種の形成は認められなかった(Scheffler and Dale, 35 
1994; Bing et al., 1996)。また、人工受粉による交雑によって交雑体が得られたという報


告はない。なお、B. nigra を花粉親として胚珠培養を行った場合 3.4 %の交雑率で交雑体


が得られたと報告されているが (Kerlan et al., 1992)、セイヨウナタネを花粉親として胚


珠培養を行った場合には交雑体は得られなかったと報告されている(Kerlan et al., 1992)。
また、胚珠培養により得られた F1 雑種を戻し交配した場合の結実率（結実数／受粉し40 
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た花）は、セイヨウナタネを種子親とした場合に 0.9％、B. nigra を種子親とした場合に


0.06％であった。また、B. nigra への戻し交配は成功せず、セイヨウナタネに戻し交配を


した場合には雄性不稔となり、2 粒の種子しか得られなかったと報告されている (Bing et 
al., 1991)。このように、得られた雑種の稔性は低く、F2 や BC 世代を得るのは難しいと


考えられる (Scheffler and Dale, 1994)。 5 
 


 
したがって、本組換えセイヨウナタネはわが国の自然条件下において近縁種と交雑する


可能性はあるが、その交雑率は非組換えセイヨウナタネの場合と同程度に低く、形成され


た雑種の稔性も低下すると考えられる。よって、これらの雑種がわが国の自然条件に適応10 
して優占化していく可能性は極めて低いと考えられる。 
 
② 交雑により浸透した導入遺伝子が負担となり、交雑した近縁種の個体群が縮小されるこ


とで、これら近縁種に依存して生息する昆虫などの野生生物の個体群に影響が生じる可


能性 15 
 
 第二の 1-(1) (p30~p32) に示したように、本組換えセイヨウナタネは改変 CP4 EPSPS 蛋白


質の発現により除草剤グリホサートに対する耐性を有するが、グリホサートを散布される


ことが想定しにくい自然条件下においてグリホサート耐性であることが競合における優位


性を高めるとは考えにくい。このことから、本組換えセイヨウナタネと外来近縁種との交20 
雑種の競合における優位性は、除草剤グリホサートが散布されることが想定しにくい自然


条件下においては、非組換えセイヨウナタネの交雑種と同程度であると考えられた。さら


に、除草剤耐性の形質が交雑により近縁種のゲノム中に移入したとしても、近縁種の生育


の負担にはならないという報告がある (Crawley et al., 1993; Snow et al., 1999; Snow and 
Jørgensen, 1999; Legere, 2005)。 25 
 


これらのことから、導入遺伝子はいずれも近縁種の個体群中に浸透し、個体群の維持に


影響を及ぼす可能性は低いと考えられる。 


 


以上から、本組換えセイヨウナタネと近縁種の交雑により間接的に生物多様性影響が生30 
ずるおそれはないと判断した。 
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第三 生物多様性影響の総合的評価 
 
競合における優位性： 5 
宿主であるセイヨウナタネは路傍や工場跡地のような定期的に人の手が加えられる地域


では自生化し得るが、人の手がほとんど加えられない自然環境下では自生化は困難である


ことが報告されている。 
本組換えセイヨウナタネと対照の非組換えセイヨウナタネとの間で競合における優位


性に関わる諸形質のうち形態及び生育の特性、成体の越夏性、花粉の稔性及びサイズ、種10 
子の生産量、脱粒性、休眠性及び発芽率をわが国での隔離ほ場試験において比較検討した


結果、種子の生産量における千粒重及び脱粒性における裂莢率において、本組換えセイヨ


ウナタネと対照の非組換えセイヨウナタネとの間で統計学的有意差が認められた。統計処


理を行わなかった項目では、開花始め及び開花期において、本組換えセイヨウナタネと対


照の非組換えセイヨウナタネとの間で違いが認められた。また、生育初期における高温耐15 
性を米国において調査した結果、草勢において本組換えセイヨウナタネと対照の非組換え


セイヨウナタネの間で統計学的有意差が認められ、統計処理を行わなかった項目について


は、本組換えセイヨウナタネと対照の非組換えセイヨウナタネの間で違いは認められなか


った。 
検討の結果、千粒重については、本組換えセイヨウナタネの千粒重の値がこれまでに報20 


告されてるセイヨウナタネの千粒重の範囲に収まっていることから、この差が競合におけ


る優位性を高めることはないと判断された。裂莢率については、本組換えセイヨウナタネ


の裂莢率が対照の非組換えセイヨウナタネの裂莢率に比べて低いことから、この差が競合


における優位性を高めることはないと判断された。開花始め及び開花期についてはいずれ


も本組換えセイヨウナタネの方が対照の非組換えセイヨウナタネに比べ 2 日遅かったが、25 
開花時期の 2 日の差によって競合における優位性が高まることはないと判断された。また、


生育初期における高温耐性試験での草勢については、本組換えセイヨウナタネの方が対照


の非組換えセイヨウナタネより劣っていたことから、本組換えセイヨウナタネの生育初期


における高温耐性は、対照の非組換えセイヨウナタネを上回るものではないと考えられた。


このことから、草勢で認められた差が競合における優位性を高めるものではないと考えら30 
れた。よって、前述した項目において認められた有意差及び違いにより、競合における優


位性が高まることはないと判断された。 
本組換えセイヨウナタネには、改変 CP4 EPSPS 蛋白質の発現による除草剤グリホサート


耐性が付与されているが、除草剤グリホサートの散布が想定されにくい自然条件下におい


て、グリホサート耐性であることが競合における優位性を高めるとは考えにくい。 35 
したがって、本組換えセイヨウナタネは競合における優位性に起因する生物多様性影響


を生ずるおそれはないと判断された。 
 


有害物質の産生性： 
宿主であるセイヨウナタネ種子において、ヒトを含む哺乳動物に対する有害物質として40 


エルシン酸及びグルコシノレートの産生が知られている。エルシン酸は、実験動物に多量


に給餌した場合、心筋や骨格筋などに病的な変化が生ずることが、またグルコシノレート
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は、家畜の甲状腺を肥大させることが知られている。しかし、育種改良が続けられ、低エ


ルシン酸(精製油中で 2%未満)で低グルコシノレート(油かす 1g 当たり 30µmol 未満)の一般


的にカノーラと呼ばれるセイヨウナタネが育成された。本組換えセイヨウナタネの母本と


なった Ebonyもカノーラ品種である。 
本組換えセイヨウナタネと対照の非組換えセイヨウナタネとの間で、有害物質の産生性5 


の有無を土壌微生物相試験、鋤込み試験及び後作試験により比較検討したが、統計学的有


意差は認められなかった。 
本組換えセイヨウナタネの中では遺伝子組換えにより改変CP4 EPSPS蛋白質が発現して


いるが、本蛋白質は既知アレルゲンと構造的に類似性のある配列を有さないことが確認さ


れている。また、改変 CP4 EPSPS 蛋白質はシキミ酸経路における律速酵素ではなく、EPSPS10 
蛋白質の活性が増大しても、本経路の最終産物である芳香族アミノ酸の濃度が高まること


はないことが確認されている。これまでにモンサント・カンパニーが開発した除草剤グリ


ホサート耐性作物(トウモロコシ、ダイズ、ナタネ、ワタ、アルファルファ及びテンサイ)
の食品及び飼料安全性の評価の過程で、芳香族アミノ酸含量に対照の非組換え作物との間


で相違のないことが確認されている。よって、改変 CP4 EPSPS 蛋白質発現による意図しな15 
い有害物質の産生性はないと判断される。 


したがって、本組換えセイヨウナタネは有害物質の産生性に起因する生物多様性影響を


生ずるおそれはないと判断された。 
 


交雑性； 20 
セイヨウナタネと交雑可能な近縁種として、セイヨウナタネ、B. rapa、B. nigra、R. 


raphanistrum、S. arvensis、B. juncea 及び H. incana が存在するが、これらは栽培種又は帰化


植物であるため、交雑に起因する生物多様性影響を受ける可能性のあるわが国在来の野生


動植物には該当しない。したがって、交雑に起因する生物多様性影響を受ける可能性のあ


るわが国在来の野生動植物としては特定されなかった。このことから、本組換えセイヨウ25 
ナタネは、交雑性に起因する生物多様性影響を生ずるおそれはないと判断された。 


 
その他； 
本組換えセイヨウナタネと交雑可能な帰化植物種であるセイヨウナタネ、B. rapa、B. 


juncea、H. incana、R. raphanistrum、S. arvensis 及び B. nigra との交雑によって形成された雑30 
種がわが国の自然条件下で優占化した場合等には、①交雑により生じた雑種後代が優占化


し、その他の野生植物種の個体群を駆逐する可能性 、及び、②交雑により浸透した導入遺


伝子が負担となり、交雑した近縁種の個体群が縮小されることで、これら近縁種に依存し


て生息する昆虫などの野生生物の個体群に影響が生じる可能性、が考えられた。 
本組換えセイヨウナタネと外来近縁種との交雑率は調査していない。しかし、本組換え35 


セイヨウナタネと従来セイヨウナタネとの交雑率が、対照の非組換えセイヨウナタネと従


来セイヨウナタネとの交雑率と変わるものではないことを試験により確認している。この


ことから、本組換えセイヨウナタネと上記近縁種との交雑率は、従来セイヨウナタネと上


記近縁種との交雑率と同程度に低いと考えられる。よって、本組換えセイヨウナタネとセ


イヨウナタネを含む外来近縁種の交雑性及び雑種後代が優占化する可能性を、既往の知見40 
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に基づき検討した。 
①交雑により生じた雑種後代が優占化し、その他の野生植物種の個体群を駆逐する可能


性については、第二の 4 で述べたとおり、種々の生殖的隔離障壁が存在することから、自


然条件下で雑種後代が優占化して他の野生植物種の個体群を駆逐する可能性は極めて低い


と考えられた。 5 
②交雑により浸透した導入遺伝子が負担となり、近縁種の個体群の維持に影響を及ぼす


可能性については、除草剤耐性の形質が交雑により近縁種のゲノム中に移入したとしても


負担とならないという報告がある。このことから、改変 cp4 epsps 遺伝子が負担となり交雑


した外来近縁種の個体群の維持に影響を及ぼす可能性は低いと考えられた。 
以上から、本組換えセイヨウナタネと外来近縁種が交雑した場合に、①交雑により生じ10 


た雑種後代が優占化し、その他の野生植物種の個体群を駆逐する可能性、及び、②交雑に


より浸透した導入遺伝子が負担となり、交雑した近縁種の個体群が縮小されることで、こ


れら近縁種に依存して生息する昆虫などの野生生物の個体群に影響が生じる可能性は極め


て低いと判断された。 


 15 
よって、総合的評価として、本組換えセイヨウナタネを第一種使用規程に従って使用し


た場合に、わが国の生物多様性に影響を生ずるおそれはないと判断された。 
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緊 急 措 置 計 画 書 
 


平成24年11月22日 
 5 


 
氏名  日本モンサント株式会社 


代表取締役社長  山根  精一郎 


住所  東京都中央区銀座四丁目10番10号 


 10 
 


 第一種使用規程の承認を申請している除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ (改変 cp4 
epsps, Brassica napus L.) (MON88302, OECD UI: MON-883Ø2-9) (以下、「本組換えセイヨウ


ナタネ」という。) の第一種使用等において、生物多様性影響が生ずるおそれがあると、科学


的根拠に基づき立証された場合、以下の措置を執ることとする。 15 
 


 


１ 第一種使用等における緊急措置を講ずるための実施体制及び責任者 


 


平成24年11月現在 20 


社内委員 


         ＊ 
日本モンサント株式会社 代表取締役社長 
東京都中央区銀座四丁目 10 番 10 号 
（電話番号  03-6226-6080） 


 日本モンサント株式会社 農薬規制・環境部 部長 


 日本モンサント株式会社 バイオ規制・環境部 部長 


 日本モンサント株式会社 バイオ規制・環境部 油糧作物担当課長 


 日本モンサント株式会社 広報部 部長 


 日本モンサント株式会社 広報部 


*： 管理責任者
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２ 第一種使用等の状況の把握の方法 


 


弊社は、モンサント・カンパニーと連絡をとり、種子、穀物生産、収穫物の状況に関し、種子製5 
造、種子供給、販売、穀物取扱業者など使用の可能性がある関係各者から可能な限り情報収


集を行う。 


 


 


３ 第一種使用等をしている者に緊急措置を講ずる必要があること及び緊急措置の内容を周知す10 
るための方法 


 


弊社は、モンサント・カンパニーと連絡をとり、生産農家や穀物取扱業者などの取引ルートへ


本組換えセイヨウナタネの適切な管理、取扱いなどの生物多様性影響のリスクとその危機管


理計画について情報提供を行う。 15 
 


 


４ 遺伝子組換え生物等を不活化し又は拡散防止措置を執ってその使用等を継続するための具


体的な措置の内容 


 20 
生物多様性影響を生ずるおそれがあると認められた場合、弊社は、モンサント・カンパニーの


協力のもと、本組換えセイヨウナタネが環境中に放出されないように必要かつ適切な措置をと


るとともに、環境中に放出された本組換えセイヨウナタネは、環境中で生存しないように不活


化する。 


 25 
 


５ 農林水産大臣及び環境大臣への連絡体制 


 


弊社は、信憑性のある証拠及びデータにより生物多様性影響が生ずる可能性が示唆された


場合、そのことを直ちに農林水産省消費・安全局農産安全管理課及び環境省自然環境局野生30 
生物課に報告する。 
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除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ (改変 cp4 epsps, Brassica napus L.) (MON88302, 
OECD UI: MON-883Ø2-9) の別添資料リスト 


 
別添資料 1 本組換えセイヨウナタネの作出に用いられた改変cp4 epsps遺伝子から推定し


た改変 CP4 EPSPS 蛋白質のアミノ酸配列 (社外秘) 5 
 
別添資料 2 Summary of PCR Analysis to Confirm the Absence of Agrobacterium Used To 


Produce Glyphosate-Tolerant (Roundup Ready®) RR2 Canola MON 88302 (社外秘) 
 
別添資料 3 Segregation of the cp4 epsps Coding Sequence in MON 88302 in the F2, F3 and F4 10 


Populations (RPN-10-085) (社外秘) 
 
別添資料 4 Molecular Analysis of Glyphosate-Tolerant Roundup Ready®2 (RR2) Canola MON 


88302 (MSL0022523) (社外秘) 
 15 
別添資料 5 Demonstration of the Presence of CP4 EPSPS Protein in Canola Leaf Tissue of MON 


88302 Across Multiple Generations by Western Blot Analysis Produced in U.S. 
Greenhouse during 2009-2010 (MSL0022592) (社外秘) 


 
別添資料 6 Amended Report for MSL 0022681:Assessment of CP4 EPSPS Protein Levels in 20 


Canola Tissues Collected from MON 88302 Produced in United States and Canadian 
Field Trials during 2009 (MSL0023090) (社外秘) 


 
別添資料 7 a) EndPoint TaqMan PCR with FatA Internal Control for Single Seed 


(BQ-QC-10760-03) (社外秘) 25 
b) Supplemental File for BQ-QC-10760-03 Canola MON88302 EndPoint TaqMan 
PCR with FatA Internal Control for Single Seed (社外秘) 


 
別添資料 8 除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ (改変 cp4 epsps, Brassica napus L.) 


(MON88302, OECD UI: MON-883Ø2-9) の隔離ほ場における生物多様性影響評30 
価試験結果報告書 (社外秘) 


 
別添資料 9 Assessment of the Effect of Heat Stress on Glyphosate Tolerant Canola MON 88302 


under Growth Chamber Conditions (MSL0023177) (社外秘) 
 35 
別添資料 10 a) Assessment of the Outcrossing Rate of Roundup Ready 2 Canola MON 88302 in 


2009-2010 Field Trial in the US (PLC-09-422) (社外秘) 
b) Assessment of the Outcrossing Rate of Ebony Canola in 2009-2010 Field Trial in 
the US (PLC-09-422) (社外秘) 


 40 
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別添資料 11 モニタリング結果報告書 (社外秘) 
 





		名称未設定






- 1 - 
 


生物多様性影響評価検討会における検討の結果 


 


 
名称：除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ (改変 cp4 epsps, Brassica napus L.)  


(MON88302, OECD UI: MON-883Ø2-9) 
第一種使用等の内容：食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及


び廃棄並びにこれらに付随する行為 
申請者：日本モンサント株式会社 


（１） 生物多様性影響評価の結果について 


 本組換えセイヨウナタネは、Escherichia coli 由来のプラスミド pBR322 などをもとに構築


されたプラスミド PV-BNHT2672 の T-DNA 領域をアグロバクテリウム法により導入し作出さ


れている。 
 本組換えセイヨウナタネは、Agrobacterium tumefaciens 由来の改変 CP4 EPSPS 蛋


白質(5-エノールピルビルシキミ酸-3-リン酸合成酵素)をコードする改変 cp4 epsps 遺伝子を


含む T-DNA 領域が染色体上に 1 コピー組み込まれ、複数世代にわたり安定して伝達され


ていることが遺伝子の分離様式及びサザンブロット分析により確認されている。また、目的の


遺伝子が複数世代にわたり安定して発現していることがウエスタンブロット分析及び ELISA
分析により確認されている。 


（ア）競合における優位性 


 宿主が属する生物種であるセイヨウナタネは、路傍や工場跡地のような定期的に人の手が


加えられる地域では自生化し得るが、人の手がほとんど加えられない自然環境下では自生


化は困難であることが報告されている。 
 本組換えセイヨウナタネと対照の非組換えセイヨウナタネとの間で、競合における優位性に


関わる諸形質を我が国の隔離ほ場試験において調査した結果、種子の生産量における千


粒重及び脱粒性における裂莢率において、統計学的有意差が認められ、統計処理を行わ


なかった項目では、開花始め及び開花期において違いが認められた。また、米国の人工気


象室で生育初期における高温耐性を調査した結果、草勢で統計学的有意差が認められた。


千粒重については本組換えセイヨウナタネの値がこれまでに報告されているセイヨウナタネ


の千粒重の範囲内であったこと、対照の非組換えセイヨウナタネと比べ、本組換えセイヨウナ


タネの裂莢率は低く、開花始め及び開花期は 2 日遅く、生育初期の高温耐性試験において


草勢が劣っていたことから、これらの有意差及び違いが、競合における優位性を高めるもの


ではないと判断された。 
 本組換えセイヨウナタネには、改変 CP4 EPSPS 蛋白質の発現による除草剤グリホサート


耐性が付与されているが、グリホサートの散布が想定されにくい自然条件下において、グリホ


サート耐性であることが優位性を高めるとは考えにくい。 
以上より、本組換えセイヨウナタネの影響を受ける可能性のある野生動植物等の


特定はされず、競合における優位性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはな


いとの申請者による結論は妥当であると判断した。 


（イ）有害物質の産生性 


 従来のセイヨウナタネの種子には、動物に有害と考えられるエルシン酸やグルコシ


ノレートが含まれる。一方、本組換えセイヨウナタネの宿主として用いた系統は、品


種改良により両物質の含量を低減した、いわゆるカノーラであり、野生動物の生息に
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影響を及ぼすことはないと考えられた。 
 我が国の隔離ほ場において、本組換えセイヨウナタネの有害物質（根から分泌され


他の植物及び土壌微生物に影響を与えるもの、植物体が内部に有し枯死した後に他の


植物に影響を与えるもの）の産生性の有無を土壌微生物相試験、鋤込み試験及び後作


試験により検討した結果、本組換えセイヨウナタネと対照の非組換えセイヨウナタネ


との試験区の間に統計学的有意差は認められなかった。 
 本組換えセイヨウナタネは導入遺伝子により改変 CP4 EPSPS 蛋白質が発現しているが、


本蛋白質は既知アレルゲンと類似の配列を有さないことが確認されており、改変 CP4 
EPSPS 蛋白質はシキミ酸経路における律速酵素ではなく、EPSPS 活性が増大しても、本


経路の最終産物である芳香族アミノ酸の濃度が高まることはないことが確認されていることか


ら、改変 CP4 EPSPS 蛋白質の発現によって意図しない有害物質が産生されるとは考え難


い。 
 以上より、本組換えセイヨウナタネにより影響を受ける可能性のある野生動植物
等の特定はされず、有害物質の産生性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはな
いとの申請者による結論は妥当であると判断した。 


（ウ）交雑性 


 セイヨウナタネと交雑可能な近縁野生種はわが国に存在しないため、影響を受ける可能性


のある野生動植物は特定されなかった。 
 以上より、交雑性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはないとの申請者に
よる結論は妥当であると判断した。 


（エ）その他 


 我が国においてセイヨウナタネとの交雑が否定できない近縁種のうち、セイヨウナタネ及び


在来ナタネ(Brassica rapa)は栽培種であり、クロガラシ(B. nigra）、セイヨウノダイコン


(Raphanus raphanistrum)、ノハラガラシ(Sinapis arvensis)、カラシナ(B. juncea)及び


ダイコンモドキ(Hirschfeldia incana)は帰化植物であるため、交雑に起因する生物多様性


影響を受ける可能性のあるわが国在来の野生動植物は特定されなかった。しかし、セイヨウ


ナタネとこれらの近縁種が交雑した場合に生ずる間接的な影響の可能性（①交雑により生じ


た雑種後代が優占化し、その他の野生植物種の個体群を駆逐する可能性、②交雑により浸


透した導入遺伝子が負担となり、交雑した近縁種の個体群が縮小されることで、これら近縁


種に依存して生息する昆虫などの野生生物の個体群に影響が生じる可能性）について、そ


の影響を考察した。その結果、 
①の可能性については、種々の生殖的隔離障壁が存在することから、自然条件下で雑


種後代が優占化して他の野生植物種の個体群を駆逐する可能性は極めて低いと判


断され、 
②の可能性については、除草剤耐性の形質が交雑により近縁種のゲノム中に移入した


としても負担とならないという報告があり、改変 cp4 epsps遺伝子が負担となり交雑
した近縁種の個体群の維持に影響を及ぼす可能性は低いと考えられることから、交


雑した近縁種の個体群が縮小されることで、これら近縁種に依存して生息する昆虫


などの野生生物の個体群に影響が生じる可能性は極めて低いと判断された。 
以上より、本組換えセイヨウナタネと近縁種の交雑により間接的に生物多様性影響が


生ずるおそれはないとの申請者による結論は妥当であると判断した。 


（２） 生物多様性影響評価を踏まえた結論 







 - 3 -


 以上を踏まえ、本組換えセイヨウナタネを第一種使用規程に従って使用した場合に、我が


国における生物多様性に影響が生ずるおそれはないとした生物多様性影響評価書の結論


は妥当であると判断した。 
 








 
 
 
♂：雄親  ♀：雌親  ：自殖 
 
図 本スタック系統セイヨウナタネの育成例 


注) 上記の図は育成の一例である。 
*Ebony は遺伝的背景を示す。 
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第一種使用規程承認申請書 
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環境大臣    小池 百合子 殿 
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             申請者     代表取締役社長 ローレンス ユー  印 


                 住所  東京都港区高輪4-10-8 


 
 
 
 
 第一種使用規程について承認を受けたいので、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生


物の多様性の確保に関する法律 第４条第２項の規定により、次のとおり申請します。 
 
 
 
 


遺伝子組換え生物等の


種類の名称 


除草剤グルホシネート耐性及び稔性回復性セイヨウナタネ 


（改変bar, barstar, Brassica napus L.） 
（RF3, OECD UI :ACS-BNØØ3-6） 


遺伝子組換え生物等の


第一種使用等の内容 


食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運


搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為 


遺伝子組換え生物等の


第一種使用等の方法 
― 
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生物多様性影響評価の概要 


 


第一 生物多様性影響の評価に当たり収集した情報 


 


1 宿主又は宿主の属する分類学上の種に関する情報 
 


（１） 分類学上の位置付け及び自然環境における分布状況 


 


イ 和名、英名及び学名 


  和名： セイヨウナタネ 


  英名： Oilseed Rape 


  学名： Brassica napus L. 


 


ロ 宿主の品種名 


 宿主の品種は油糧用セイヨウナタネ Drakkar である。Drakkar はフランスの春播


き用 “00 品種”（種子中のエルシン酸及びグルコシノレートの含有量の少ない品種


で“double low”とも称される。）として品種登録されている（文献 8）。 


 


ハ 国内及び国外の自然状況における自生地域 


 セイヨウナタネ（Brassica napus L.）は、アブラナ科アブラナ属の B.rapa（在


来ナタネ、カブ、ハクサイ、コマツナ等）とキャベツなどが属する B.oleracea との


交雑の結果できた複二倍体種である（文献 94）。原産地は交雑親の B.rapa と


B.oleracea の分布が重なる北ヨーロッパと考えられており、現在は、世界中にその


分布が見られる（文献 38）。セイヨウナタネは、路傍、崖、河川敷などのように撹


乱が定期的に起こる立地条件でなければ、やがて多年生草本や潅木に置き換わるこ


とが知られている（文献 60）。 


 セイヨウナタネは、肥培管理が行われなくても道路沿い、空き地等で生育が可能


であることが知られており、我が国では北海道や本州で河原や線路沿いに群生する


セイヨウナタネが確認されている（文献 82）。また、主なナタネの輸入港やその周


辺でセイヨウナタネの生育が報告されている。実際に（財）自然環境研究センター、


独立行政法人農業技術研究機構（現 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機


構）及び独立行政法人食品総合研究所が平成 14 年 5 月から平成 16 年 3 月にかけて


行った調査では、ナタネの輸入港である茨城県鹿島港周辺で運搬の途中にこぼれ落


ちたと見られるセイヨウナタネの生育が観察された（文献 58）。 


 


（２） 使用等の歴史及び現状 
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イ 国内及び国外における第一種使用等の歴史 


 セイヨウナタネとその近縁作物の使用等の歴史は古く、紀元前 2000～1500 年の古


代インドの記述や、紀元前 500～200 年のギリシャ、ローマ及び中国の記述に記され


ている（文献 22）。また、ヨーロッパでのほ場規模での栽培は 13 世紀にベルギーで


始まったとされている（文献 94）。 


 


 アジア及びヨーロッパにおいては、古くからセイヨウナタネや B.rapa 等の種子か


ら油が搾られ、灯火用として広く使用されていた（文献 80）。また、ヨーロッパで


は蒸気機関の潤滑油として使用されるようになり、このことがヨーロッパでのセイ


ヨウナタネ栽培の進展を促したといわれている。さらに、第二次世界大戦時に、カ


ナダは軍艦の蒸気機関の潤滑油を補給する目的で栽培を始めた（文献 94）。 


 


 元来、セイヨウナタネ種子から採られた油は、心筋の脂肪症や繊維症を引き起こ


すことが報告されているエルシン酸（文献 83）や家畜の甲状腺肥大効果のあるグル


コシノレートといった有害物質を含むことが知られており、食用や飼料としては不


向きであると考えられていた。しかし、カナダにおける品種改良により低エルシン


酸で低グルコシノレートであるカノーラ品種が育成されるに至り、現在ではサラダ


油、ショートニング、マーガリン等の食用油として広く利用され、また搾油粕は家


畜飼料として利用されている（文献 38,94）。 


   


 我が国においては古くから B.rapa が栽培され、江戸時代には燈油や食用油の原料


として大規模に栽培されていた。一方、セイヨウナタネは明治時代に米国やヨーロ


ッパから輸入されて栽培されるようになり、B.rapa よりも耐病性に優れ、多収で油


分含量も多いことから全国に広がり、搾油用の B.rapa の栽培は少なくなっていった


（文献 87）。 


  


 しかし、その後の我が国におけるセイヨウナタネ栽培は、イネ栽培の早期化によ


る作期の重なりやより収入の多い工業への農民の就労のため、急速に衰退し、現在


は搾油のために商業的に栽培されることは殆どない（文献 38）。なお、近年、菜の


花の景観植物としての利用や、化石燃料の代替燃料としてナタネ油を利用しようと


する動きが見られる。 


 


ロ 主たる栽培地域、栽培方法、流通実態及び用途 


 セイヨウナタネは、B.rapa に比べて耐寒性は劣るが耐病性及び収量性に優れてお


り、西部・中部ヨーロッパ、日本、韓国のように寒さが極端には厳しくない肥沃な


土地で栽培されている（文献 94）。我が国では、以前は水田裏作のために移植栽培


が主流であったが、今日では労働生産性の高い直播栽培が一般的である（文献 38）。 
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 2003‐2004 年のナタネの世界総生産量は 3876 万 t（概算）であり、主な生産国は、


中国（1100 万ｔ）、EU（951 万ｔ）、カナダ（677 万ｔ）、インド（650 万ｔ）であっ


た（文献 1）。 


 


 主な輸出国はカナダ（360 万ｔ）とオーストラリア（125 万ｔ）で、全世界輸出量


の約 82％を占める。我が国には 2003 年に 208 万 t が輸入され、主な輸入先はカナ


ダ（166 万 t）、次いでオーストラリア（37 万 t）である（文献 1）。また、2003 年に


我が国はナタネ油を 1.7 万 t、油脂原料としてナタネ種子を 208.4 万 t、さらに、飼


料用の油粕を 2万 t輸入している（文献 59）。 


 


 なお、現在世界で栽培されるナタネ全体のうち 18％が遺伝子組換え技術により除


草剤耐性が付与されたナタネである（文献 39）。 


 


（３） 生理学的及び生態学的特性 


 


イ 基本的特性 


 セイヨウナタネは種子繁殖する一年生植物である。 


 


ロ 生息又は生育可能な環境の条件 


 セイヨウナタネは休眠の打破、抽苔の開始、花芽の分化に低温を必要とする秋播


き品種と、それを必要としない春播き品種とに分けられる（文献 38）。春播き品種


の生育適温は 12～30℃である（文献 60）。また、セイヨウナタネは他の作物に比べ


酸性土に強く、耐湿性も強いが、重粘土や砂質で乾燥のはなはだしい土壌は適さな


い。発芽時には過湿を嫌うが、生育時には多くの水分が必要である。我が国では、


品種を選ぶことによりどこでも栽培可能である（文献 80）。 


 


ハ 捕食性又は寄生性 


 ― 


 


ニ 繁殖又は増殖の様式 


① 種子の脱粒性、散布様式、休眠性及び寿命 


 セイヨウナタネは 1 つの莢の中に多数の種子ができ、種子が成熟して乾燥した莢


は莢柄の部分より裂開して種子を放出する（文献 80）。乾燥した莢は、わずかな物


理的刺激により裂開し種子を飛散させやすい（文献 38）。したがって、脱粒性は比


較的高いと考えられる。 
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 種子の休眠性は、秋播き品種、春播き品種にかかわらず比較的浅いことが知られ


ているが、暗所での水分ストレスや酸素欠乏（文献 66）など発芽に不適な環境下で


は二次休眠（secondary dormancy）が誘発されることがある。二次休眠とは、発芽


しうる状態になった後で発芽に不適な環境にしばらくおかれた場合、新たに誘導さ


れる休眠である（文献 55）が、その程度は品種や種子の貯蔵期間・条件などで異な


る（文献 65,67）。また、二次休眠性の高い品種を用いた実験では、5℃や 10℃の低


温に比べ、20℃程度の比較的高い温度条件で休眠が誘発されやすいことが確認され


ている（文献 28）。これらの獲得された休眠性は、2～4℃の低温条件（文献 28）、変


温条件（文献 67）などによって覚醒されるが、地中深く鋤込まれた種子は休眠状態


のまま長期間生存し続けることが知られている。一方、地表の種子では二次休眠は


誘発されないことから、二次休眠によるセイヨウナタネの雑草化を防止する耕種方


法が明らかにされている（文献 67）。 


 


 セイヨウナタネの種子の寿命は比較的長いが、採種条件や保存条件によって異な


ることが知られている。後熟後に乾燥状態で貯蔵した場合には 6 年を経過しても


80％以上の発芽率を示すが、未熟種子では発芽力の低下が早く、室内に放置すると


3 年目には発芽力がなくなる（文献 62,81）。また、貯蔵中の種子の寿命には特に相


対湿度が影響し、相対湿度 70～80％の条件では 100～120 日で発芽力を失うが、20％


程度の乾燥状態では30℃の高温でも約4年を経過しても80％以上の発芽率を保って


いる（文献 81）。 


 


② 栄養繁殖の様式並びに自然条件において植物体を再生しうる組織又は器官から


の出芽特性 


 セイヨウナタネは種子繁殖を行い、自然条件下において他の器官からの繁殖は観


察されない。 


 


③ 自殖性、他殖性の程度、自家不和合性の有無、近縁野生種との交雑性 


 セイヨウナタネは自家不和合性を持たず、自殖によって種子を作ることが多い。


風媒や虫媒による他殖率は 5～30％と報告されている（文献 37,60,68）。我が国での


試験結果でも、栽植状況や距離で異なるが、平均して 27％程度の他殖率が認められ


ている（文献 89）。 


 


 我が国に分布する近縁種のうち、セイヨウナタネと交雑可能な近縁種として、


B.rapa、B.juncea（カラシナ、タカナ、ザーツァイ等）、B.nigra（クロカラシ）及


び Raphanus raphanistrum（セイヨウノダイコン）が挙げられる。B.rapa は栽培由


来の外来種で、我が国では古くから栽培種として利用されており（文献 45）、雑草


性の亜種あるいは変種の形成は報告されていない（文献 88）。現在では、耕作地の
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周囲などに比較的小さな群落が見られるほか、景観作物としても利用され、河川敷


の公園などには大きな群落の形成が見られる（文献 53）。B.juncea も外来種であり、


我が国では古くから栽培種として利用されてきた（文献 45）。しかし、戦後広まっ


たものはそれとは別に、ヨーロッパや北アメリカから入ったものと推測されている


（文献 57）。B.nigra は明治時代以降に我が国に帰化した外来種（文献 56）で、北


海道から九州に分布し、ハーブとして栽培されているが、ときに野生化している（文


献 57,82）。R.raphanistrum も近年になって我が国に帰化した外来種で、昭和初期に


横浜市で確認され（文献 36）、現在では北海道から九州に分布している（文献 57）。 


 


 セイヨウナタネと B.rapa については、種間雑種が形成されるという報告がある


（文献 4,81）。英国で行われたモニタリング調査において、商業用セイヨウナタネ


栽培ほ場付近に自生する B.rapa から採種した結果、芽生えた苗のうち、雑種は 0.4


～1.5％（文献 78）又は 0.2％（文献 99）であったと報告されている。また、除草


剤耐性セイヨウナタネの商業栽培ほ場付近で採取した B.rapa の集団から 13.6％の


雑種が、また、B.rapa とセイヨウナタネを混在して栽培した場合、6.5～7.1％の雑


種が報告されている（文献 97）。我が国で両者の交互畦栽培を行い同時開花部分に


結実した種子を調査したところ、B.rapa では 2％、他方、セイヨウナタネでは 10％


の雑種を生じたと報告されている（文献 63）。 


 


 セイヨウナタネと B.juncea は交雑和合性があり、栽培条件下で種間雑種を生ずる


ことが報告されている（文献 4,5,25,43）。栽培条件下での交雑率に関して、B.juncea


とセイヨウナタネを 1:1 の割合で栽培した場合は 0.3～1.1％（文献 5）、セイヨウナ


タネのほ場内に 12 個体の B.juncea を植えた場合には 3％（文献 42）の雑種形成が


報告されている。 


 


 セイヨウナタネと B.nigra の交雑和合性は極めて低く、自然交雑試験において雑


種形成は確認されなかった（文献 5）。さらに、人工交配によっても殆ど雑種は得ら


れないか（文献 4）、または全く得られなかったことが報告されている（文献 7,44）。 


 


 セイヨウナタネと R.raphanistrum の交雑和合性に関しては、R.raphanistrum と


セイヨウナタネを 1：600 の割合で栽培した場合、0.05％（95%信頼限界: 0.006～


0.2％）の雑種形成が報告がされている（文献 14）。しかし、実際のほ場における自


然交雑は極めて稀（文献 73,97）であり、また、R.raphanistrum がごくありふれた


雑草となっているスイスにおける調査でも、セイヨウナタネのほ場近くに自生する


R.raphanistrum の個体群から、セイヨウナタネとの雑種は確認されなかった（文献


90）。 
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④ 花粉の生産量、稔性、形状、媒介方法、飛散距離及び寿命 


 セイヨウナタネは一花あたり約6～7万粒の花粉を生産する。花粉は黄色で、三つ


に縦にくびれた楕円形をしている。大きさはおよそ長径39～36µm、短径22～20µmで


ある(文献26,81)。また、セイヨウナタネの花粉は重く粘性がある（文献60）。 


 


 セイヨウナタネの花粉は風又は主にミツバチなどの昆虫により媒介される（文献


60,64,91,93,100）。風媒による花粉の移動距離については、花粉トラップを用いた


調査において、花粉源となる作物から3m以内で花粉量はおよそ半減し（文献48）、10m


以上では90％減少する（文献54）と報告されている。また、ミツバチは通常巣の周


辺の植物間を移動するが（文献72）、巣から2km離れた地点までミツバチの集団を確


認していること（文献69）や、除草剤耐性セイヨウナタネを用いて行った調査にお


いて、実際に1～2km地点で0.2％、2.5～3km地点で0.15％の交雑率が報告されている


（文献74）ことから、セイヨウナタネの商業栽培が大規模に行われているような地


域においては、虫媒による花粉の拡散は広範囲に及ぶ可能性が示唆される。 


 


 セイヨウナタネの花粉は長期間発芽力を有することが知られている。花粉の寿命


は相対湿度など貯蔵条件によって変わるが、室内に 1 週間放置したものでも寒天培


地上で 70％程度の発芽率を示し、その後急激に減少することが観察されており（文


献 62,81）、自然条件下では 4～5日間で徐々に減少するとされる（文献 70）。 


 


ホ 病原性 


 ― 


 


ヘ 有害物質の産生性 


 セイヨウナタネの種子中にはエルシン酸とグルコシノレートが比較的高い濃度で


含まれている。エルシン酸は 13 位にシス二重結合を持つ不飽和脂肪酸で実験動物に


おいて心筋の脂肪症や繊維症を引き起こすことが知られている（文献 83）。また、


グルコシノレートは甲状腺肥大を引き起こすことが知られている（文献 94）。しか


し、カナダにおける品種改良により低エルシン酸で低グルコシノレートである品種


が育成された結果、食用油として、また搾油粕は飼料用として用いられるようにな


った（文献 38,94）。なお、精油中のエルシン酸含量が 2％未満でグルコシノレート


含量が油粕 1g 当たり 30µmol 未満の品種は一般にカノーラ品種と呼ばれており（文


献 61）、宿主品種の Drakkar もカノーラ品種の一つである。 


 


ト その他の情報 


 ― 
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2 遺伝子組換え生物等の調製等に関する情報 


 


（１） 供与核酸に関する情報 


 


イ 構成及び構成要素の由来 


 除草剤グルホシネート耐性及び稔性回復性セイヨウナタネ（改変 bar, barstar, 


Brassica napus L., RF3, OECD UI :ACS-BNØØ3-6）（以下、「組換えセイヨウナタネ


RF3」とする。）の作出に用いられた供与核酸の構成及び構成要素の由来を表 1（p.9）


に示した。 


 


 なお、Streptomyces hygroscopicus から得た野生型の bar 遺伝子は、植物で使用


頻度の高いコドンに適合するように GTG→ATG に、また、翻訳の効率を上げるために


AGC→GAC に改変した。GTG→ATG の改変では実際に翻訳されるアミノ酸はメチオニン


のまま変化していないが、AGC→GAC の改変により、セリンからアスパラギン酸に変


化している。しかし、本改変によって改変 bar 遺伝子産物である PAT 蛋白質（以下、


「改変 PAT 蛋白質」とする。）の機能に変化はないことが確認されている（文献 98）。 


 


 改変 bar 遺伝子及び barstar 遺伝子の塩基配列を図 1及び図 2（p.10）に示した。


また、供与核酸全体の塩基配列は別添資料 3（p.3）に示した。 
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表 1 構成要素の由来及び機能 


構成要素 
サイズ


（kbp）


ベクター中


の位置 
由来及び機能 


barstar 遺伝子発現カセット 


PTA29 1.51 4763-3254 


Nicotiana tabacum 由来の葯特異的遺伝子 TA29 のプロモ


ーターで、葯のタペート細胞においてのみ発現を誘導する


（文献 79）。 


barstar 0.27 3253-2981 


Bacillus amyloliquefaciens に由来し、リボヌクレアー


ゼインヒビター（以下、「BARSTAR 蛋白質」とする。）を産


生する。BARSTAR 蛋白質は barnase 遺伝子産物であるリボ


ヌクレアーゼ（以下、「BARNASE 蛋白質」とする。）と特異


的に結合し、その活性を阻害する（文献 31）。 


3’nos 0.26 2919-2659 


pTiT37 由来のノパリン合成酵素遺伝子の 3’非翻訳領域で
転写を終結させ、3’ポリアデニル化を生じさせる（文献
18）。 


改変 bar 遺伝子発現カセット 


PSsuAra 1.73 2608-883 


Arabidopsis thaliana に由来し、rubisco 小サブユニット


遺伝子のプロモーターで緑色組織においてのみ発現を誘


導する（文献 47）。 


改変 bar 0.55 882-331 


Streptomyces hygroscopicus に由来するホスフィノトリ


シン・アセチル基転移酵素（改変 PAT 蛋白質）をコードす


る遺伝子で、除草剤グルホシネート耐性を付与する(文献


92) 。野生型 bar 遺伝子の N-末端の 2 つのコドン GTG と


AGC は、ATG と GAC にそれぞれ置換されている。 


3’g7 0.21 309-98 


pTiB6S3由来のノパリン合成酵素遺伝子の3’非翻訳領域で
転写を終結させ、3’ポリアデニル化を生じさせる（文献
20,96）。 


その他 


LB 0.02 4809-4833 pTiB6S3 由来の T-DNA の左側境界 


RB 0.02 1-25 pTiB6S3 由来の T-DNA の右側境界 


Sm/Sp 1.01 5393-6403 


Escherichia coli に由来し、ストレプトマイシン／スペ


クチノマイシン耐性を付与する aminoglycoside


adenyltransferase(aadA)をコードする領域（文献 24）。


barstar 0.27 6754-7026 


Bacillus amyloliquefaciens に由来し、リボヌクレアー


ゼインヒビターをコードする。BARSTAR 蛋白質は barnase


遺伝子産物であるリボヌクレアーゼと特異的に結合し、そ


の活性を阻害する（文献 31）。 


pVS1ori 3.77 7374-11145 
Pseudomonas sp.由来のプラスミドpVS1の複製起点を含む


領域（文献 40）。 


pBRori 1.06 11146-12209
Escherichia coli 由来のプラスミド pBR322 の複製起点を


含む領域（文献 6）。 


（注：本表に記載された情報に関る権利及び内容の責任は申請者にある。） 
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社外秘情報につき非開示 
 


図 1 改変 bar 遺伝子の塩基配列 


 


 


 


社外秘情報につき非開示 


 


図 2 barstar 遺伝子の塩基配列 


 


 


ロ 構成要素の機能 


① 目的遺伝子、発現調節領域、局在化シグナル、選抜マーカーその他の供与核酸


の構成要素それぞれの機能 


 組換えセイヨウナタネ RF3 の作出に用いられた供与核酸の構成要素それぞれの機


能は、表 1（p.9）に示した。 


 


② 目的遺伝子及び選抜マーカーの発現により産生される蛋白質の機能及び当該蛋


白質がアレルギー性を有することが明らかとなっている蛋白質と相同性を有す


る場合はその旨 


【改変 PAT 蛋白質】 


 作物は窒素代謝の過程で、硝酸塩の還元、アミノ酸の分解、光呼吸等によりアン


モニアを生成する。生成されたアンモニアの無毒化にはグルタミン合成酵素が中心


的役割を果たしているが、除草剤グルホシネートを散布すると、グルタミン合成酵


素が阻害されてアンモニアが蓄積し、作物は枯死に至る。 


 導入された改変 bar 遺伝子が産生するホスフィノトリシン・アセチル基転移酵素


（改変 PAT 蛋白質）は、グルホシネートをアセチル化して N-アセチルグルホシネー


トとし、グルホシネートのグルタミン合成酵素への阻害作用を不活性化する。これ


によりアンモニアは蓄積されず、除草剤グルホシネートを散布しても作物が枯死し


ない（図 3, p.13）。 


 


 改変 PAT 蛋白質は、グルホシネートに高い親和性を示す。グルホシネートは L-ア


ミノ酸に分類されるが、各種アミノ酸にアセチル基を転移することはなく、特に構


造が類似しているグルタミン酸にも親和性はほとんどなく、生体内において実質的


に転移反応を生じさせることはない（文献 92）。また、過剰の各種アミノ酸の存在


下においても、改変 PAT 蛋白質によるグルホシネートへのアセチル基転移反応は阻
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害されることはなかった（文献 98）。これらのことから、改変 PAT 蛋白質がグルホ


シネートに対して高い基質特異性を有すると考えられる。 


 


【BARSTAR 蛋白質】 


 BARSTAR 蛋白質は、細菌の Bacillus amyloliquefaciens から単離された barnase


遺伝子産物である BARNASE 蛋白質（リボヌクレアーゼ）の細胞内阻害物質である（文


献 29；32）。BARSTAR 蛋白質は BARNASE 蛋白質と 1:1 で特異的に非共有結合複合体を


形成し、BARNASE 蛋白質のリボヌクレアーゼ活性を完全に阻害する（文献 30,32,85）。


プロモーターPTA29 の支配下にある barnase 遺伝子から産生される BARNASE 蛋白質


は、葯のタペート細胞において RNA を分解して細胞を破壊することにより、雄性不


稔形質を発現する。この雄性不稔形質の組換えセイヨウナタネ RF3 による稔性回復


のメカニズムを図 4（p.14）に図示した。 


 


一代雑種品種（F1 品種）は、固定品種に比べて強健で生産力が高く、斉一性に優


れるといった特長をもつ（文献 46）が、セイヨウナタネのように自殖可能な作物で


は、通常、確実に F1 雑種を得ることは困難である。そこで、葯のタペート細胞で特


異的に発現し花粉形成を阻害するように barnase 遺伝子（文献 50）を導入したセイ


ヨウナタネ{除草剤グルホシネート耐性及び雄性不稔セイヨウナタネ（改変 bar, 


barnase, Brassica napus L., MS8, OECD UI :ACS-BNØØ5-8）（以下、「組換えセイヨ


ウナタネ MS8」とする。）}を雌株として、稔性回復形質を有する組換えセイヨウナ


タネ RF3 を雄株として交配させることにより、確実に F1 種子を得ることができる。


その F1 世代では、BARSTAR 蛋白質が BARNASE 蛋白質の作用を抑制して稔性を回復さ


せる（文献 51）ため、自殖で高収量の種子生産が可能となる。 


 


【改変 PAT 蛋白質及び BARSTAR 蛋白質の毒性及びアレルギー性】 


 改変 PAT 蛋白質及び BARSTAR 蛋白質のアミノ酸配列について、既知のアレルゲン


との相同性を Swiss Prot、PIR 及び HIV-AA の各データベースを用いて検索した。ま


た、より短いアレルゲンエピトープ検索（8個ずつの短いアミノ酸配列）を行った。


その結果、いずれにおいても既知の毒素及びアレルゲンとの相同性は認めらなかっ


た。 


 


③ 宿主の持つ代謝系を変化させる場合はその内容 


【改変 PAT 蛋白質】 


 改変 PAT 蛋白質は高い基質特異性を有しており（文献 92）、グルホシネート以外


の化合物にアセチル基を転移することは考え難い。よって、宿主の持つ代謝経路へ


影響はないと考えられる。 
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【BARSTAR 蛋白質】 


 BARSTAR 蛋白質は BARNASE 蛋白質と 1:1 で特異的に非共有結合複合体を形成し、


その複合体の安定性は高い（文献 49,52）。また、細菌と糸状菌のリボヌクレアーゼ


には、構造及び配列にかなりの相同性が認められているため、これらの酵素につい


ても BARSTAR 蛋白質と相同の阻害物質が存在すると期待されるが、このような阻害


物質が知られているのはBacillus intermediusによって産生されるリボヌクレアー


ゼ BINASE 蛋白質のみである。BINASE 蛋白質は BARNASE 蛋白質と高い相同性（85％）


を有し、BARSTAR 蛋白質に阻害される（文献 101）。また、BARNASE 蛋白質とのアミ


ノ酸配列の相同性は 20～25％に過ぎないが、類似の立体構造を有する Streptomyces


の細胞外リボヌクレアーゼ（文献 35）も BARSTAR 蛋白質で阻害されることが報告さ


れている（文献 33）。しかし、植物中のリボヌクレアーゼに対する BARSTAR 蛋白質


の阻害作用は報告されていない。なお、BARSTAR 蛋白質はヒト又は動物のリボヌク


レアーゼとは結合しないことが報告されている（文献 31,32,35,85）。以上から、


BARSTAR 蛋白質が宿主のもつ代謝系に影響を及ぼすことはないと考えられる。 
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図 3  改変 bar 遺伝子産物よる除草剤グルホシネート耐性のメカニズム 


（注：本図に記載された情報に関る権利及び内容の責任は申請者にある。）


グルタミン酸 
グルタミン合成酵素 


グルホシネート 


阻害 
グルタミン 


NH３ 


グルタミン酸 
NH３ 


グルタミン 


グルタミン合成酵素 


グルホシネート 


改変 PAT 蛋白質 


N-アセチルグルホシネート 


遺伝子発現 


改変 bar 遺伝子 


A）通常の植物 
 除草剤グルホシネートによってグルタミン合成酵素が阻害されるため、アンモニアが


蓄積し植物は枯死する。 


B）組換え体植物 
 改変 PAT 蛋白質により除草剤グルホシネートがアセチル化されて N-アセチルグルホシ


ネートになるため、グルタミン合成酵素は阻害されないようになり、アンモニアが蓄積さ


れず植物は成長を続けることができる。 
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図 4 barstar 遺伝子産物による稔性回復のメカニズム 


雄性不稔組換えセイヨウナタネ MS8 を雌株、組換えセイヨウナ


タネ RF3 を雄株として交配させた場合。 


（注：本図に記載された情報に関る権利及び内容の責任は申請者にある。） 
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（２）ベクターに関する情報 


 


イ 名称及び由来 


 組換えセイヨウナタネ RF3 の作出に用いられたベクターは、大腸菌（Escherichia 


coli）由来の pGSV1 を基礎として構築された、バイナリーTi プラスミドベクター


pTHW118 である（文献 15）。 


 


ロ 特性 


① ベクターの塩基数及び塩基配列 


 プラスミド pTHW118 の塩基数は 12,508bp である。プラスミド地図を図 5に、全塩


基配列を別添資料 6に示した。 


 


 


 


図 5 pTHW118 プラスミド地図 


図中の bar は改変 bar 遺伝子を示す。 


（注：本図に記載された情報に関る権利及び内容の責任は申請者にある。） 
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② 特定の機能を有する塩基配列がある場合は、その機能 


プラスミドpTHW118はT-DNA領域の外側にストレプトマイシン/スペクチノマイシ


ン耐性遺伝子（Sm/Sp）、barstar 遺伝子、pBRori 及び pVS1ori を有する。Sm/Sp 遺


伝子はベクターの選抜マーカーとして利用されたが、細菌でのみ発現し、植物細胞


中では発現しない（文献 16,95）。また、barstar 遺伝子は、本プラスミドを構築す


るために利用した基本となるプラスミド pGSV1 に存在していたものであり、pBRori


及び pVS1ori はそれぞれ大腸菌及び緑膿菌において自律的複製を行わせる複製起点


である。なお、これらはいずれも T-DNA 領域の外側に位置しており、セイヨウナタ


ネゲノムには挿入されていない。このことは、各配列を含む領域をカバーする 3 つ


のプローブを用いたサザンブロット分析により確認されている（別添資料 7）。 


 


③ ベクターの感染性の有無及び感染性を有する場合はその宿主域に関する情報 


 プラスミド pTHW118 は自律増殖可能な宿主域が Agrobacterium tumefaciens や


E.coli などのグラム陰性菌に限られており、植物体では感染性を持たない。 


 


（３）遺伝子組換え生物等の調製方法 


 


イ 宿主内に移入された核酸全体の構成 


 組換えセイヨウナタネ RF3 の作出には、ベクター上の LB と RB の間に、稔性回復


形質を付与するための barstar 遺伝子発現カセットと除草剤グルホシネート耐性形


質を付与するための改変 bar 遺伝子発現カセット(PTA29-barstar-3’nos-PSsuAra-
改変 bar-3’g7)を組み込んだプラスミド pTHW118 を用いた。 
 ベクター内での供与核酸の構成要素の位置及び方向は図 5（p.15）に示した。ま


た、制限酵素による切断部位は図 6（p.17）に示した。 
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図 6 制限酵素切断部位 


図中の bar は改変 bar 遺伝子、PrbcS1A は PSsuAra を示す。 


（注：本図に記載された情報に関る権利及び内容の責任は申請者にある。） 
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ロ 宿主内に移入された核酸の移入方法 


 


 宿主への遺伝子の導入は、アグロバクテリウム法（文献 17）によって行った。プ


ラスミド pTHW118 を保持した E.coli MC1061 株、伝達性を司るヘルパープラスミド


pRK2013 を保持する E.coli HB101 株、非腫瘍形成性の Agrobacterium tumefaciens 


C58C1RifR株を共存させ、プラスミド pTHW118 を持つ A.tumefaciens C58C1RifR株を


作出した後、宿主の胚軸組織片に感染させ、pTHW118上のRB及びLBで挟まれたT-DNA


領域をセイヨウナタネゲノムに組み込ませた（文献 21）。 


 


ハ 遺伝子組換え生物等の育成の経過 


 


① 核酸が移入された細胞の選抜の方法 


 形質転換された胚軸組織片を除草剤グルホシネートを含む培地上で培養し、除草


剤グルホシネートに耐性を示した細胞を選抜した。さらに、ホルモンフリーの培地


上に移して植物体を再生させた（文献 17）。 


 


② 核酸の移入方法がアグロバクテリウム法の場合はアグロバクテリウム菌体の残


存の有無 


 アグロバクテリウムによる形質転換後、500mg/L の Carbenicillin を培地中に加


えてアグロバクテリウム菌体を除去した（文献 17）。 


 


③ 核酸が移入された細胞から、移入された核酸の複製物の存在状態を確認した系


統、隔離ほ場に供した系統その他の生物多様性影響評価に必要な情報を収集す


るために用いられた系統までの育成の経過及び系統樹 


 形質転換後、再生させた植物体について、さらに、除草剤グルホシネート耐性形


質及び稔性回復形質、また、農業形質等に関して総合的に選抜し、組換えセイヨウ


ナタネ RF3 を作出した。組換えセイヨウナタネ RF3 の系統樹を図 7（p.19）に示し


た。 


 


 なお、我が国における組換えセイヨウナタネ RF3 の承認状況は以下の通りである。 


 


【食品安全】 


 1999 年 12 月に厚生省（現 厚生労働省）より組換え DNA 技術応用食品・食品添加


物の安全性評価指針に基づき、食品利用としての安全性の指針への適合性が確認さ


れた。また、法制化に伴い、組換え DNA 技術応用食品及び添加物の安全性審査の手


続きを経て、2001 年 3 月に厚生労働省より食品利用としての安全性が確認された。 


 







 19


【飼料安全】 


 1999 年 2 月に農林水産省より組換え体利用飼料の安全性評価指針に基づき、指針


への適合性が確認された。また、法制化に伴い、組換え DNA 技術応用飼料及び飼料


添加物の安全性に関する手続きを経て、2003 年 3 月に農林水産省より飼料利用とし


ての安全性が確認された。 


 


【環境安全】 


1998年に農林水産省より農林水産分野における組換え体利用のための指針に基づ


き、隔離ほ場試験の承認を得た。また、2002 年 11 月に農林水産省より農林水産分


野等における組換え体の利用のための指針に基づき、我が国への輸入（加工用及び


飼料用としての利用）について指針への適合性が確認された。 


 
 
 


社外秘情報につき非開示 
 


図 7 組換えセイヨウナタネ RF3 の系統樹 


 


 


 


 


（４）細胞内に移入した核酸の存在状態及び当該核酸による形質発現の安定性 


 


イ 移入された核酸の複製物が存在する場所 


 組換えセイヨウナタネ RF3 の遺伝子導入当代は挿入遺伝子座に関してヘテロ接合


体であることが想定されるため、自殖した S1 世代では除草剤グルホシネートに対し


て理論上、耐性個体：感受性個体は 3:1 の比率で出現することが期待される。また、


耐性個体にはホモ接合対とヘテロ接合体が 1:2 の割合で含まれることが期待される。 


組換えセイヨウナタネRF3のS1における除草剤グルホシネート耐性個体の分離を


調べた結果、理論上の分離比 3:1 に適合する分離比を示した（表 2, p.20）。また、


除草剤グルホシネート耐性を示した S1 世代の各株を自殖して得られた S2 世代株の


耐性株数を調査した結果、S2 世代において耐性を示し固定が確認されている S1 個


体と、S2 世代において 3:1 に適合する分離比で後代の分離を示す S1 個体がほぼ 1:2


の比率を示した。前者の S1 株は挿入遺伝子座に関してホモ接合で、後者はヘテロ接


合であると推定される（表 3, p.20）。これらの結果から、組換えセイヨウナタネ RF3


に移入された T-DNA 領域はセイヨウナタネゲノムの染色体上の 1 箇所に存在すると


考えられる。 
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表 2 S1 世代における除草剤グルホシネート耐性株の分離 


供試植物 全供試株数 耐性株数 Chi2 


S1 世代植物 38 31 Chi2（1/4 感受性）NS 


NS：有意差なし 


（注：本表に記載された情報に関る権利及び内容の責任は申請者にある。） 


 


表 3 S1 世代の除草剤グルホシネート耐性植物体の自殖により得られた S2 世代にお


ける耐性株の分離 


S1 世代 識別番号 全供試株数 耐性株数 推定接合性* 


1 51 38 ヘテロ 
2 54 54 ホモ 
3 55 39 ヘテロ 
4 57 57 ホモ 
5 52 44 ヘテロ 
6 50 50 ホモ 
7 45 45 ホモ 
8 53 45 ヘテロ 
9 50 38 ヘテロ 
10 53 39 ヘテロ 
11 50 50 ホモ 
12 48 48 ホモ 


13 53 38 ヘテロ 
14 50 37 ヘテロ 
15 52 40 ヘテロ 
16 52 41 ヘテロ 


* 挿入遺伝子座に関する接合性を推定した。 


（注：本表に記載された情報に関る権利及び内容の責任は申請者にある。） 


 


 


ロ 移入された核酸の複製物のコピー数及び移入された核酸の複製物の複数世代に


おける伝達の安定性 


 移入された核酸のコピー数については、サザンブロット分析（別添資料 3, p.6, 表


1; p.9～12, 図 2a～2d）、PCR 及びシークエンス解析（別添資料 4）を行った結果、


完全な1コピーのT-DNA領域と、改変bar遺伝子を含まない不完全な1コピーのT-DNA


領域が導入されていることが確認された。 


 


 また、移入された核酸の伝達の安定性について、組換えセイヨウナタネRF3の S1、


S3 及び BC1F1 において、T-DNA 領域内に 1ヶ所の切断部位を持つ制限酵素 EcoRV（図


6, p.17）で切断し、PTA29 をプローブとしてサザンブロット分析を行った。その結


果、いずれの世代でも同一のバンドパターンが認められ、複数世代において挿入遺


伝子が安定して伝達されていることが確認された（別添資料 3, p.15, 図 2）。 
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ハ 染色体上に複数コピーが存在している場合は、それらが隣接しているか離れて


いるかの別 


 組換えセイヨウナタネ RF3 に導入されている 2 コピーの T-DNA の位置関係を確認


するため PCR及びシークエンス解析を行った結果、1コピーの完全な T-DNA 領域と、


不完全な T-DNA 領域が逆向きの反復構造をとって配置していることが明らかになっ


た（別添資料 4）。また、不完全な T-DNA 領域には、途中で切れた PTA29、barstar


遺伝子、3’nos 及び機能部分を含まない PSsuAra が配置されている。それらの位置関
係は図 8に図示した。 


 


 


図 8 組換えセイヨウナタネ RF3 に移入された T-DNA 領域全体の構成図 


図中の bar は改変 bar 遺伝子、b*は barstar 遺伝子、3’は 3’nos を示す。 
（注：本図に記載された情報に関る権利及び内容の責任は申請者にある。） 


 


 


ニ （6）のイにおいて具体的に示される特性について、自然条件の下での個体間及


び世代間での発現の安定性 


組換えセイヨウナタネ RF3 の S3 世代の葉、花芽、花粉、乾燥種子について、改変


bar 及び barstar をプローブとしてノーザンブロット分析を行った。その結果、改


変 bar mRNA は葉及び花芽で検出されたが、花粉及び乾燥種子では検出限界以下であ


った（検出限界 0.25pg）。また、barstar mRNA は花芽のみで検出された（検出限界


0.5pg）（別添資料 3, p.33）。 


  


また、S1 及び F1 世代を用いて除草剤グルホシネートに対する耐性を調査した結


果、いずれの世代でも全ての個体が耐性を示した。よって、改変 bar 遺伝子が自然


条件下において世代間で安定して発現することが確認された（別添資料 3, p.38, 表


1；p.40～41, 表 95GBN016）。 


 


 さらに、組換えセイヨウナタネ RF3、組換えセイヨウナタネ MS8、組換えセイヨウ


ナタネ MS8 と組換えセイヨウナタネ RF3 との交配系統である除草剤グルホシネート


耐性及び雄性不稔及び稔性回復性セイヨウナタネ（改変 bar, barnase, barstar, 
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Brassica napus L., MS8RF3, OECD UI :ACS-BNØØ5-8×ACS-BNØØ3-6）（以下、「組換


えセイヨウナタネ MS8RF3」とする。）について、稔性/不稔性に関する分離比の調査


を行った。その結果、組換えセイヨウナタネ MS8 ではほぼ 100％の個体が不稔性を


示したのに対し、組換えセイヨウナタネRF3ではほぼ100％の個体が稔性を示した。


また、組換えセイヨウナタネ MS8RF3 では完全に稔性が回復し、自然条件下における


barstar 遺伝子の発現の安定性が確認された（別添資料 3, p.36, 表 FBN95014）。 


 


 以上の結果から、改変 bar 遺伝子及び barstar 遺伝子は、自然条件下において個


体間及び世代間で安定して発現していることが確認された。 


 


ホ ウイルスの感染その他の経路を経由して移入された核酸が野生動植物等に伝達


されるおそれのある場合は、当該伝達性の有無及び程度 


 組換えセイヨウナタネ RF3 は伝達性のある DNA 配列を有しておらず、自然条件下


において野生動植物等に伝達されるおそれはない。 


 


（５）遺伝子組換え生物等の検出及び識別の方法並びにそれらの感度及び信頼性 


 


 組換えセイヨウナタネ RF3 に挿入された DNA の周辺配列を利用したプライマーを


用いた PCR 法によって、本イベントを特異的に識別することができる。本識別方法


は組換えセイヨウナタネ RF3 の栽培管理に有効に利用されている（別添資料 5）。 


 


（６）宿主又は宿主の属する分類学上の種との相違 


 


イ 移入された核酸の複製物の発現により付与された生理学的又は生態学的特性の


具体的な内容 


 組換えセイヨウナタネ RF3 は除草剤グルホシネートに対して耐性を示す。また、


barnase 遺伝子を有する雄性不稔性の遺伝子組換えセイヨウナタネと交配すること


により、F1 雑種における稔性を回復させる。 


 


ロ 以下に挙げる生理学的又は生態学的特性について、遺伝子組換え農作物と宿主


の属する分類学上の種との間の相違の有無及び相違がある場合はその程度 


 平成 11 年度に独立行政法人農業技術研究機構 野菜・茶業研究所 野菜育種部で行


った隔離ほ場試験において、組換えセイヨウナタネ RF3 と宿主である Drakkar 品種


（以下、「非組換えセイヨウナタネ」とする。）を比較し、相違を検討した（別添資


料 1）。また、交雑性について調査するため、参考品種として B.napus に属する「三


重長島菜種」（三重県で現在ナバナとして普及しているセイヨウナタネ）、さらに


B.rapa に属するチンゲンサイの「青帝」を、ミツバチを放飼したハウス内で組換え
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セイヨウナタネ RF3 と隣接して栽培した（別添資料 1, p.2, 配置図参照）。また、


平成 17 年及び 18 年に我が国の特定網室内において、組換えセイヨウナタネ RF3 の


有害物質の産生性を調査した（別添資料 2及び別添資料 8）。 


 


① 形態及び生育の特性 


 抽苔期、開花期、成熟期、草型、葉色、草丈、一次分枝数、着莢数、一穂不稔莢


数、着莢率｛着莢数/（着莢数+一穂不稔莢数）｝、一莢胚珠数、結実粒数、結実歩合


（結実粒数/一莢胚珠数）、莢長、地上部生体重、地上部乾物重、乾物率、裂莢性、


子実収量、千粒重、粒色、子実の粒大整否について、組換えセイヨウナタネ RF3 と


非組換えセイヨウナタネを比較した（別添資料 1, p.6～9, 表 2-1～2-5）。 


 その結果、一莢当たりの結実粒数については、非組換えセイヨウナタネが 17.8 粒


であったのに対し組換えセイヨウナタネ RF3 は 15.3 粒で有意差が認められた（別添


資料 1, p.8, 表 2-3）。他方、抽苔期、開花期、成熟期、草型、葉色、乾物率、裂莢


性、粒色及び子実の粒大整否については、両者の間に相違は認められなかった（別


添資料 1, p.6, 表 2-1; p.9, 表 2-4,2-5）。また、草丈、一次分枝数、着莢数、一


穂不稔莢数、着莢率、一莢胚珠数、結実歩合、莢長、地上部生体重、地上部乾物重、


子実収量及び千粒重については、両者の間に有意差は認められなかった（別添資料


1, p.7, 表 2-2; p.8, 表 2-3; p.9, 表 2-4,2-5）。 


 


② 生育初期における低温又は高温耐性 


 平成 17 年度に行われた試験において、自然換気のみで管理されている夏季の特定


網室内において、平成 17 年 7 月 27 日に播種し、同年 9月 21 日に収穫した組換えセ


イヨウナタネ RF3 及び非組換えセイヨウナタネの植物体の乾物重を比較した結果、


有意差は認められなかった（別添資料 2, p.9, 表 8）。よって、組換えセイヨウナタ


ネ RF3 と非組換えセイヨウナタネの生育初期における高温耐性は同等であると考え


られる。 


 


 また、平成 10 年 10 月 6 日に隔離ほ場に播種した組換えセイヨウナタネ RF3 と非


組換えセイヨウナタネの越冬性（生存率）は、翌年 3 月 5 日の観察時にはいずれも


100％であった (別添資料 1, p.18, 表 4)。なお、1～2月の平均気温は約 5℃前後で


あり、最高気温 10℃、最低気温においては 0℃近くまで下がることがあった（別添


資料 1, p.20, 気象図 第 1 図）。以上から、組換えセイヨウナタネ RF3 と非組換え


セイヨウナタネはいずれも生育初期に低温耐性を示すと考えられる。 


 


③ 成体の越冬性又は越夏性 


 隔離ほ場で栽培した組換えセイヨウナタネ RF3 及び非組換えセイヨウナタネを平


成 11 年 6 月の成熟期以降もほ場に放置して同年 7 月 30 日に観察を行った結果、い
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ずれの系統も乾燥し、全ての個体が枯死しており、前年 10 月に播種したいずれの個


体にも成体の越夏性は認められなかった（別添資料 1, p.18, 表 4）。 


 


④ 花粉の稔性及びサイズ 


 花粉の稔性については、組換えセイヨウナタネ RF3 と非組換えセイヨウナタネの


生存花粉数及び経時的な発芽率の比較により調査した。調査は、改良 Hdgkin 培地（文


献 84）を用いて、室温で 2時間培養し、花粉管が花粉の直径の 2倍以上に伸長した


ものを、発芽花粉としてカウントした。その結果、発芽率の経時的変化において特


に差異はなく、いずれも花粉採取 28 時間後には花粉管の伸長が花粉の直径の 2倍以


上に達するものはなく、花粉の発芽率に差は認められなかった（別添資料 1, p.12, 


表 3-1）。よって、花粉の稔性は同等であると考えられる。また、花及び花粉の形状


にも相違は見られなかった（別添資料 1, p.13, 図 4; p.14, 図 5）。 


 


⑤ 種子の生産量、脱粒性、休眠性及び発芽率 


 種子の生産量に関る項目として、着莢数、一穂不稔莢数、着莢率、一莢胚珠数、


結実粒数、結実歩合（結実粒数/一莢胚珠数）、子実収量及び千粒重について、組換


えセイヨウナタネ RF3 と非組換えセイヨウナタネを比較した結果、①（形態及び生


育の特性）で述べたとおり、結実粒数において組換えセイヨウナタネRF3は15.3粒、


非組換えセイヨウナタネは17.8粒であり、組換えセイヨウナタネRF3がやや少なく、


有意差が認められた（別添資料 1, p.8, 表 2-3）。しかし、その他の項目について有


意差は認められなかった（別添資料1, p.7, 表 2-2; p.8, 表 2-3; p.9, 表 2-4,2-5）。 


  


 組換えセイヨウナタネ RF3 と非組換えセイヨウナタネの裂莢性について、その難


易度を 5段階評価（難 1―5易）した結果、両者とも 4（やや易）であったことから、


脱粒性は同等と考えられる（別添資料 1, p.9, 表 2-4）。 


 


 種子の発芽に関する調査は我が国では行っていないため、ベルギーにおいて行わ


れた試験結果を示した。収穫後に室温で保存された組換えセイヨウナタネ RF3 と非


組換えセイヨウナタネの種子各 100 粒をそれぞれ 1m2区画に播種し、発芽個体数を


比較した結果、6反復の平均値において組換えセイヨウナタネ RF3 が 91 個体、非組


換えセイヨウナタネは 89 個体であり、ほぼ同等であった（別添資料 3, p.43, 表


FBN95162）。また、この結果から、組換えセイヨウナタネ RF3 は非組換えセイヨウナ


タネを上回るような休眠性は獲得していないと考えられる。 


 


⑥ 交雑率 


 組換えセイヨウナタネ RF3 と隣接して栽培された「三重長島菜種」（セイヨウナタ


ネ）及び「青帝」（B.rapa）に除草剤グルホシネート耐性形質が移行するかどうかを
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調査した。隔離ほ場のハウス内において、約 2000 匹のミツバチを放飼した条件下で


これらの品種を隣接して栽培し（別添資料 1, p.2, 配置図参照）、それぞれ株別に


収穫した種子をハウス露地に播種し、第一本葉が半ば展開した時期に除草剤グルホ


シネートを散布して 4 日後の生存個体数を調べた。なお、ハウス内に放飼したミツ


バチは四隅まで十分に訪花していることが確認されており、交雑が生じやすい条件


であった。 


その結果、「三重長島菜種」（セイヨウナタネ）では 1.8～2.0％、「青帝」（B.rapa）


では 0％の生存率であった（別添資料 1, p.16, 表 3-3,3-4）。セイヨウナタネの他


殖率は 5～30％（文献 37,60,68）、B.rapa とセイヨウナタネの自然条件下における


交雑率は 0.4～1.5％（文献 78）等の報告があるが、本試験によって得られた結果は


既往の知見を上回るものではなかった。 


 


⑦ 有害物質の産生性 


 平成 17 年に特定網室内において、組換えセイヨウナタネ RF3 の根から分泌され他


の植物に影響を与えるものについては後作試験、植物体が内部に有し、枯死した後


に他の植物に影響を与えるものについては鋤込み試験、根から分泌され土壌微生物


に影響を与えるものについては土壌微生物相試験を行った（別添資料 2）。また、鋤


込み試験において検定植物であるダイコンの発芽率に差がみられたため、平成 18 年


に再度、同特定網室内において鋤込み試験を行なった（別添資料 8）。 


 


【後作試験】 


組換えセイヨウナタネ RF3 と非組換えセイヨウナタネを栽培した土壌に、検定植


物としてダイコンを栽培し、発芽率、草丈、根長、生重及び乾物重について比較し


た結果、いずれの項目にも有意差は認められなかった。なお、ダイコンの根長の平


均値において、組換えセイヨウナタネRF3は7.3cm、非組換えセイヨウナタネは5.9cm


とやや差がみられたものの、その他の項目でほぼ同等であったことから、根から分


泌され他の植物の生育に影響を与えるものの産生性について、組換えセイヨウナタ


ネ RF3 は非組換えセイヨウナタネと相違はないと考えられる（別添資料 2, p.5～7, 


表 1～6）。 


 


【鋤込み試験】 


組換えセイヨウナタネ RF3 と非組換えセイヨウナタネの植物体乾燥粉末をそれぞ


れ 1％混和した培土にダイコンの種子を播種して栽培し、発芽率、草丈、根長、生


重及び乾物重を比較した結果、いずれの項目にも有意差は認められなかった（別添


資料 2, p.8～11, 表 10,12,14）。しかし、ダイコンの発芽率の平均値については、


組換えセイヨウナタネ RF3 処理区では 59％、非組換えセイヨウナタネ処理区では


86％とやや差がみられることから（別添資料 2, p.9, 表 9）、鋤込み試験を再度行な







 26


った。 


再試験では、鋤込まれた植物体が他の植物に及ぼす影響を経時的に調査した（別


添資料 8）。組換えセイヨウナタネ RF3 及び非組換えセイヨウナタネの植物体乾燥粉


末を土壌に混和し、混和直後（0 日後）、1 週間後、2 週間後及び 4 週間後にダイコ


ンの種子を播種し、各処理区におけるダイコンの発芽率、草丈、根長、生重及び乾


物重を比較した。 


その結果、発芽率については、1 回目の試験と同じ混和直後の処理区を含むいず


れの処理区においても有意差は認められなかった（別添資料 8, p.5～6, 表 4～7）。


また、根長（別添資料 8, p.8, 表 10～13）、生重及び乾物重（別添資料 8, p.10, 表


16～19）についても、いずれの処理区においても有意差は認められなかった。他方、


草丈については、混和直後は非組換えセイヨウナタネ処理区の方が大きく、1 週間


後及び 2 週間後では有意差は認められず、4 週間後においては組換えセイヨウナタ


ネ RF3 処理区の方が大きい値を示した（別添資料 8, p.7, 表 8,9）。このうち、再試


験で混和直後にみられた組換えセイヨウナタネ RF3 の草丈の抑制効果は 5％以下で


あり、同じく混和直後の土壌を用いた 1 回目の試験では有意差は認められなかった


こと、さらに、その後の処理区ではいずれも抑制効果が認められていないことから、


枯死した後に他の植物に影響を与えるような有害物質の産生について、組換えセイ


ヨウナタネ RF3 は、非組換えセイヨウナタネと相違はないと考えられる。 


 


【土壌微生物相試験】 


組換えセイヨウナタネ RF3 と非組換えセイヨウナタネを約 2 ヶ月間栽培した土壌


を採取し、滅菌水で適宜希釈後、細菌及び放線菌については PTYG 培地、糸状菌につ


いてはローズベンガル培地を用いて培養し、それぞれの菌数を比較した。その結果、


いずれにおいても有意差は認められなかった（別添資料 2, p.13, 表 16,17）。よっ


て、根から分泌され土壌微生物に影響を与える物質の産生性について、組換えセイ


ヨウナタネ RF3 は、非組換えセイヨウナタネと相違はないと考えられる。 


 


 


3 遺伝子組換え生物等の使用等に関する情報 


 


（１） 使用等の内容 


 


 食用又は飼料用に供する為の使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれ


らに付随する行為。 


 


（２） 使用等の方法 
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 ― 


 


（３） 承認を受けようとする者による第一種使用等の開始後における情報収集の


方法 


 


 ― 


 


（４） 生物多様性影響が生ずるおそれのある場合における生物多様性影響を防止


する為の措置 


 


 緊急措置計画書を参照。 


 


（５） 実験室等での使用等又は第一種使用等が予定されている環境と類似の環境


での使用等の結果 


 


 ― 


 


（６） 国外における使用等に関する情報 


 


 商業的には、雄性不稔形質を有する組換えセイヨウナタネ MS8 と稔性回復形質を


有する組換えセイヨウナタネRF3との交配系統である組換えセイヨウナタネMS8RF3


の種子を用いて国外で生産・収穫された種子を我が国に輸入し、食用又は飼料用と


して利用している。雄性不稔形質を利用するのは容易に交配種子を得て雑種強勢を


利用するためであり、組換えセイヨウナタネ RF3 はこの交配の稔性回復系統親とし


て用いられる。なお、国外における承認状況を表 4（p.28）に、我が国における組


換えセイヨウナタネ RF3、組換えセイヨウナタネ MS8 及び組換えセイヨウナタネ


MS8RF3 の承認の状況は表 5（p.28）にそれぞれ示した。 
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表 4 国外における承認状況 


国名 承認機関 承認時期 承認内容 


カナダ食品検査庁 1996 年 10 月 規制外確認 


カナダ食品検査庁 1996 年 10 月 飼料安全確認 カナダ 


カナダ厚生省 1997 年 3 月 食品安全確認 


米国農務省 1999 年 3 月 輸入・栽培承認 
米国 


連邦食品医薬品局 1998 年 9 月 飼料・食品安全確認 


オーストラリア・ニュージーラ


ンド食品スタンダーズ 
2002 年 5 月 食品安全確認 


オーストラリア 
オーストラリア遺伝子テクノ


ロジー規制機関 
2003 年 7 月 環境安全確認 


（注：本表に記載された情報に関る権利及び内容の責任は申請者にある。） 


 


 


表 5 我が国における承認状況 


 承認機関 承認時期 承認内容 


厚生労働省 1998 年 12 月 食品安全 


農林水産省 1999 年 2 月 飼料安全 


農林水産省 1998 年 7 月 隔離ほ場試験 


組換えセイヨウ
ナタネ RF3 


農林水産省 2002 年 11 月 環境安全 


厚生労働省 1998 年 12 月 食品安全 


農林水産省 1999 年 2 月 飼料安全 


農林水産省 1998 年 7 月 隔離ほ場試験 


組換えセイヨウ
ナタネ MS8 


農林水産省 2002 年 11 月 環境安全 


厚生労働省 1997 年 12 月 食品安全 


農林水産省 1998 年 1 月 飼料安全 


農林水産省 1997 年 4 月 隔離ほ場試験 


組換えセイヨウ
ナタネ MS8RF3 


農林水産省 1998 年 7 月 環境安全 


（注：本表に記載された情報に関る権利及び内容の責任は申請者にある。）
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第二 項目ごとの生物多様性影響の評価 


 


 宿主が属する分類学上の種であるセイヨウナタネ（Brassica napus L.）は、我


が国では明治時代から栽培されていたが、昭和 30 年代をピークに栽培が急激に減少


し、それに伴い輸入量が増え続け、今日では年間 200 万 t 以上が輸入されている（文


献 59）。このように、我が国では長期にわたるセイヨウナタネの使用等の実績があ


ることから、生物多様性影響評価実施要領の別表第三に基づき、宿主と比較して影


響が高まっているか否かを考慮することとする。 


  


1 競合における優位性 


 


（１） 影響を受ける可能性のある野生動植物等の特定 


 


我が国では北海道や本州で河原や線路沿いでのセイヨウナタネの群生（文献 82）


や、主なナタネの輸入港やその周辺でセイヨウナタネの生育が報告されている。し


かし、我が国では長期にわたるセイヨウナタネ種子の輸入経験があり、これまでに


も運搬の途中で種子のこぼれ落ちは起こっていたと考えられるが、セイヨウナタネ


が我が国の野生動植物等に影響を及ぼしたとする報告はない。また、セイヨウナタ


ネは、路傍、崖、河川敷などのように撹乱が定期的に起こる立地条件でなければ、


やがて多年生草本や潅木に置き換わることが知られている（文献 60）。実際に、大


規模にセイヨウナタネの商業栽培を行っている英国で行われた調査において、人為


的撹乱のない自然条件下では、野生化したセイヨウナタネは 2～4年で消滅すると報


告されている（文献 13）。また、同じく英国で行われた 3 年間にわたるモニタリン


グ調査において、ほ場から逸出して群生したと考えられるセイヨウナタネの個体群


は 3 年目にはほぼ消滅したことが報告されている（文献 78）。これらのことを踏ま


えて、組換えセイヨウナタネ RF3 の競合における優位性に起因する生物多様性影響


を評価した。 


 


 競合における優位性に関わる形質として、抽苔期、開花期、成熟期、草型、葉色、


草丈、一次分枝数、着莢数、一穂不稔莢数、着莢率、一莢胚珠数、結実粒数、結実


歩合、莢長、地上部生体重、地上部乾物重、乾物率、裂莢性、子実収量、千粒重、


粒色、子実の粒大整否について調査した。その結果、抽苔期、開花期、成熟期、草


型、葉色、乾物率、裂莢性、粒色及び子実の粒大整否に相違は認められなかった（別


添資料 1, p.6, 表 2-1; p.9, 表 2-4,2-5）。また、草丈、一次分枝数、着莢数、一


穂不稔莢数、着莢率、一莢胚珠数、結実歩合、莢長、地上部生体重、地上部乾物重、


子実収量及び千粒重に関して有意差は認められなかった（別添資料 1, p.7, 表 2-2; 


p.8, 表 2-3; p.9, 表 2-4,2-5）。結実粒数の平均値は組換えセイヨウナタネ RF3 が
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15.3 粒、非組換えセイヨウナタネが 17.8 粒であり、組換えセイヨウナタネ RF3 が


やや少なく、有意差が認められた（別添資料 1, p.8, 表 2-3）。結実粒数が少ないこ


とが組換えセイヨウナタネ RF3 の競合における優位性を高めるとは考え難いため、


生物多様性に影響を及ぼすような性質ではないと考えられる。 


 


また、生育初期における高温耐性（別添資料 2, p.9, 表 8）及び低温耐性並びに


成体の越夏性（別添資料 1, p.18, 表 4）に関して、組換えセイヨウナタネ RF3 及び


非組換えセイヨウナタネに相違は認められなかった。 


 


なお、発芽率に関しては我が国の隔離ほ場試験においては調査していないため、


ベルギーで行った試験の結果に基づき評価した。収穫後に室温で保存された組換え


セイヨウナタネ RF3 と非組換えセイヨウナタネの種子各 100 粒をそれぞれ 1m2区画


に播種し、発芽個体数を比較した結果、6 反復の平均値において組換えセイヨウナ


タネ RF3 が 91 個体、非組換えセイヨウナタネは 89 個体であり、ほぼ同等であった


（別添資料 3, p.43, 表 FBN95162）。また、この結果から、組換えセイヨウナタネ RF3


は非組換えセイヨウナタネを上回るような休眠性は獲得していないと考えられた。 


 


 組換えセイヨウナタネ RF3 には改変 bar 遺伝子により除草剤グルホシネート耐性


の形質が付与されているが、この形質は除草剤グルホシネートが散布される環境下


においてのみ競合に優位に作用する。しかし、自然環境下において除草剤グルホシ


ネートが散布されることは想定し難いため、本形質を有していても競合における優


位性を高めることはないと考えられる。さらに、組換えセイヨウナタネ RF3 は


barstar 遺伝子により稔性回復形質が付与されている。barstar 遺伝子産物である


BARSTAR 蛋白質は、barnase 遺伝子産物である BARNASE 蛋白質（リボヌクレアーゼ）


と 1:1 で特異的に結合してその活性を阻害するため、barnase 遺伝子により雄性不


稔形質を付与されたセイヨウナタネと交雑した場合にのみ意図された機能を果たす


が、そのようなセイヨウナタネが存在しない条件下では何ら機能を果たさず、組換


えセイヨウナタネ RF3 の競合における優位性を高めることはないと考えられる。 


 


以上のことから、競合における優位性に起因する生物多様性影響を受ける可能性


のある野生動植物等は特定されなかった。 


 


（２） 影響の具体的内容の評価 


 


 ― 


 


（３） 影響の生じやすさの評価 
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 ― 


 


（４） 生物多様性影響が生ずるおそれの有無の判断 


 


 以上から、競合における優位性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはない


と判断した。 


 


2 有害物質の産生性 


 


（１） 影響を受ける可能性のある野生動植物等の特定 


 


組換えセイヨウナタネ RF3 は改変 bar 遺伝子産物である改変 PAT 蛋白質及び


barstar 遺伝子産物である BARSTAR 蛋白質を新たに産生する。改変 PAT 蛋白質は高


い基質特異性を有しており、基質である L-グルホシネート以外の化合物にアセチル


基を転移することは考え難い（文献 98）。また、BARSTAR 蛋白質については、barnase


遺伝子により雄性不稔性が付与されているセイヨウナタネと交雑した場合にのみ、


その後代の葯のタペート細胞において BARNASE 蛋白質と 1:1 で結合し、BARNASE 蛋


白質の活性を阻害するが、その他に宿主の代謝系に影響して有害物質を産生すると


は考え難い。さらに、改変 PAT 蛋白質及び BARSTAR 蛋白質のアミノ酸配列について、


包括的な相同性検索及びアレルゲンエピトープ検索を行なったが、いずれにおいて


も既知の毒素及びアレルゲンとの相同性は認めらなかった。 


 


また、組換えセイヨウナタネ RF3 の有害物質の産生性について、根から分泌され


他の植物に影響を与えるものについては後作試験、また、植物体が内部に有し、他


の植物に影響を与えるものについては鋤込み試験を、検定植物としてダイコンを用


いて行った。さらに、根から分泌され土壌微生物相に影響を与えるものについては


土壌微生物相試験を行った。その結果、いずれの試験においても組換えセイヨウナ


タネRF3と非組換えセイヨウナタネの間で有意差は認められなかった（別添資料2）。


しかし、鋤込み試験におけるダイコンの発芽率の平均値については、組換えセイヨ


ウナタネ RF3 処理区で 59％、非組換えセイヨウナタネ処理区で 86％とやや差がみら


れることから（別添資料 2, p.9, 表 9）、再度鋤込み試験を行なった。 


再試験では、鋤込まれた植物体が他の植物に及ぼす影響を経時的（植物体混和直


後、1週間後、2週間後及び 4週間後）に調査した。その結果、1回目の試験と同じ


混和直後の処理区を含むいずれの処理区においてもダイコンの発芽率には有意差は


認められなかった（別添資料 8, p.5～6, 表 4～7）。また、根長（別添資料 8, p.8, 


表 10～13）、生重及び乾物重（別添資料 8, p.10, 表 16～19）についても有意差は
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認められなかった。他方、ダイコンの草丈については、植物体混和直後は非組換え


セイヨウナタネ処理区の方が大きく、1 週間後及び 2 週間後では有意差は認められ


ず、4 週間後は組換えセイヨウナタネ RF3 処理区の方が大きい値を示した（別添資


料 8, p.7, 表 8,9）。このうち、再試験で混和直後にみられた組換えセイヨウナタネ


RF3 処理区におけるダイコンの草丈の抑制効果は 5％以下であり、また、1回目の試


験では、混和直後の土壌を用いた非組換えセイヨウナタネ処理区と組換えセイヨウ


ナタネ RF3 処理区のダイコンの草丈に有意差は認められなかったこと、さらに、そ


の後の組換えセイヨウナタネ RF3 処理区ではいずれも非組換えセイヨウナタネ処理


区と比較して抑制効果が認められていないことから、枯死した後に他の植物に影響


を与えるものの産生性について、組換えセイヨウナタネ RF3 は非組換えセイヨウナ


タネと相違はないと考えられる。 


 


 さらに、組換えセイヨウナタネ RF3 種子中のエルシン酸及びグルコシノレート含


量は、宿主と同等であることが確認されている（別添資料 9）。 


 


 以上から、有害物質の産生性に起因する影響を受ける可能性のある野生動植物等


は特定されなかった。 


 


（２） 影響の具体的内容の評価 


 


 ― 


 


（３） 影響の生じやすさの評価 


 


 ― 


 


（４） 生物多様性影響が生ずるおそれの有無の判断 


 


 以上から、有害物質の産生性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはないと


判断した。 


 


3 交雑性 


 


（１） 影響を受ける可能性のある野生動植物等の特定 


 


 我が国に自生するセイヨウナタネとその近縁種のうち交雑可能なものとして、セ


イヨウナタネ、B.rapa、B.juncea、B.nigra 及び R.raphanistrum が挙げられる。セ
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イヨウナタネは明治時代に米国やヨーロッパから輸入された栽培種である。また、


B.rapa 及び B.juncea は我が国において栽培種として古くから利用されているが、


栽培由来の外来種である（文献 45）。なお、現在全国的に分布している B.juncea は


第二次世界大戦後に帰化したものが広がったものと考えられている（文献 57）。さ


らに、B.nigra 及び R.raphanistrum は明治以降に人為的影響により我が国に侵入し


た外来種である。このように、いずれも栽培等に由来する帰化植物と考えられ、交


雑性に起因する生物多様性影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されなか


った。 


 


（２） 影響の具体的内容の評価 


 


 ― 


  


（３） 影響の生じやすさの評価 


 


 ― 


 


（４） 生物多様性影響が生ずるおそれの有無の判断 


 


 以上から、交雑性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断した。 


 


4 その他の性質 


 


 第二、3（交雑性）に挙げた我が国に自生するセイヨウナタネ及びその近縁種はい


ずれも外来種であり、交雑性に起因する生物多様性影響を受ける可能性のある野生


動植物等としては特定されなかった。しかし、①組換えセイヨウナタネ RF3 と近縁


種との雑種後代が優占化して他の野生植物種の個体群を駆逐する場合、②交雑によ


り浸透した導入遺伝子が負担となり近縁種の個体群が縮小し、それらに依存して生


息する昆虫等の野生生物の個体群の維持に影響を及ぼす場合には、間接的な生物多


様性影響が生ずる可能性が考えられた。 


 


 組換えセイヨウナタネ RF3 と近縁種の雑種後代が自然条件下で優占化していく可


能性について、交雑性及び雑種の稔性等に関するデータを基に評価した。なお、セ


イヨウナタネ及びB.rapaは隔離ほ場において組換えセイヨウナタネRF3との交雑性


試験を行っているため、その結果及び既往の知見に基づき評価した。また、B.juncea、


B.nigra 及び R.raphanistrum については組換えセイヨウナタネ RF3との交雑性試験


を行わなかったが、組換えセイヨウナタネ RF3 が非組換えセイヨウナタネと比較し
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て高い交雑性を獲得していないことが隔離ほ場試験によって確認され、組換えセイ


ヨウナタネ RF3 とこれらの近縁種との交雑性が非組換えセイヨウナタネとの交雑性


を大幅に上回ることはないと推察されることから、既往の知見に基づき考察した。 


 


1) 組換えセイヨウナタネ RF3 と非組換えセイヨウナタネとの交雑性 


隔離ほ場試験における組換えセイヨウナタネ RF3 とセイヨウナタネの交雑率は


1.8～2.0％であり（別添資料 1, p.16, 表 3-3,3-4）、既往の知見である 5～30％（文


献 37,60,68)を上回るものではないことが確認された。 


 


2) B.rapa との交雑性 


隔離ほ場試験において、組換えセイヨウナタネ RF3 と隣接して栽培された


B.rapa 由来の幼苗のうち、除草剤グルホシネートに耐性を示す個体は認められず、


交雑率は 0％であった（別添資料 1, p.16, 表 3-3,3-4）。セイヨウナタネと B.rapa


の交雑率については 0.4～1.5％（文献 78）、0.2％（文献 99）、6.5～7.1％（文


献 97）等の報告があるが、本試験の結果はこれらを上回るものではなかった。 


また、F1 の生存率は平均で 2％以下であり（文献 78）、B.rapa とセイヨウナタ


ネの雑種の花粉の稔性が平均で 41～53％に減少することが確認されている（文献


41）。さらに、F2 及び BC 世代での適応度についても、品種・集団間に差異がある


ものの、全体的に低くなると報告されている（文献 34）。 


 


3) B.juncea との交雑性 


セイヨウナタネとの交雑性に関しては、国外のセイヨウナタネほ場周辺で雑種


が発生しているのが確認されている。交雑率は、生育するセイヨウナタネと


B.juncea の比率に依存し、B.juncea とセイヨウナタネを 1:1 の割合で栽培した場


合には 0.3～1.1%（文献 5）、セイヨウナタネのほ場内に 12 個体の B.juncea を栽


培した場合には 3％（文献 42）の雑種形成率が報告されている。しかし、雑種の


花粉稔性は 0～28％であり、種子の生産量も少ない（文献 25）。また、セイヨウ


ナタネを雌株として得られた雑種は弱く、生育遅延が認められ、生育段階で死に


至ると報告されている（文献 12）。さらに、BC 世代でも同様に初期成育遅延や個


体数の減少が報告されている（文献 71）。他方、B.juncea を雌株として得られた


雑種の栄養生長は旺盛であるが、着莢率、結実粒数、千粒重や子実収量などは劣


り、減数分裂に異常が見られ、花粉稔性も 20％程度に低下する（文献 12）。 


 


4) B.nigra との交雑性 


セイヨウナタネと B.nigra の交雑和合性は極めて低く、自然交雑試験において


雑種形成は確認されなかった（文献 6）。さらに人工交配によっても、殆ど雑種は


得られないか（文献 4）、または全く得られなかったことが報告されている（文献
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7,44）。また、雑種が形成されたとしても花粉の稔性は高くても 3.1％であり、完


全に不稔になるものも報告されている。さらに、F1 をセイヨウナタネによって戻


し交配した場合の結実率（結実数／授粉した花）は 0.9％であり、B.nigra によっ


て戻し交配した場合の結実率は 0.06％であった。また、これらの種子は萎縮して


おり、温室内においても発芽しなかった（文献 4）。このように、得られた雑種の


稔性は低く、F2 や BC 世代を得るのは難しいと考えられる（文献 76）。 


 


5) R.raphanistrum との交雑性 


セイヨウナタネと R.raphanistrum の交雑和合性に関しては、R.raphanistrum


とセイヨウナタネを 1:600 の割合で栽培した場合、0.05％（95%信頼限界：0.006


～0.2％）の雑種形成が報告されている（文献 14）。しかし、実際のほ場における


自然交雑は極めて稀（文献 73,97）であり、また、R.raphanistrum がごくありふ


れた雑草となっているスイスにおける調査でも、セイヨウナタネのほ場近くに自


生するR.raphanistrumの個体群からセイヨウナタネとの雑種は確認されなかった


（文献 90）。他方、人工交配や胚培養（文献 44）、あるいは細胞質雄性不稔系統（文


献 3,23）を用いてセイヨウナタネと R.raphanistrum の雑種を作出することができ


る。しかし、得られた雑種の稔性は著しく低かったことが報告されている（文献


3,23,44）。 


また、除草剤グルホシネート耐性セイヨウナタネを用いた試験では、


R.raphanistrum の連続戻し交配によって、雑種後代の稔性は次第に回復するが、


染色体数の減少とともに耐性個体の頻度は減少し（文献 9,10,11）、耐性個体では


染色体不安定性が著しい（文献 2）ことから、耐性遺伝子は R.raphanistrum のゲ


ノムに移入していないと考えられている（文献 19,75）。さらに、細胞質不適合性


による適応度低下も著しいことが確認されている（文献 27）。 


 


以上から、組換えセイヨウナタネ RF3 と近縁種が交雑し、自然環境下で戻し交配


を繰り返し、個体群中に雑種後代が浸透していく可能性は、宿主の属する種である


セイヨウナタネと同様に低いと考えられる。 


 


また、挿入遺伝子が負担となり、雑種の個体群の維持に影響を及ぼす可能性につ


いては、改変 bar 遺伝子及び barstar 遺伝子の両方を有する組換えセイヨウナタネ


と B.rapa の雑種に、除草剤グルホシネートによる選抜を加えつつ B.rapa を 3 回戻


し交配して得られた BC3 世代における耐性個体と非耐性個体との比較において、花


粉稔性、生存性及び種子生産量に相違は認められなかったと報告されている（文献


86）。したがって、改変 bar 遺伝子及び barstar 遺伝子が負担となり、短期的に種間


雑種の個体群の維持に影響を及ぼす可能性は低いと考えられる。 
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以上から、①組換えセイヨウナタネ RF3 と近縁種の種間雑種が優占化して他の野


生植物種の個体群を駆逐する可能性及び、②交雑により浸透した導入遺伝子の影響


により近縁種の個体群が縮小し、それらに依存して生息する昆虫等の野生生物の個


体群の維持に影響を及ぼす可能性はいずれも極めて低く、交雑に起因する間接的な


生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断した。 
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第三 生物多様性影響の総合的評価 


 


我が国では、セイヨウナタネは河原や線路沿いでの群生が報告されている。また、


我が国では長期にわたるセイヨウナタネの種子の輸入経験があり、これまでにも運


搬の途中で種子のこぼれ落ちは起こっていたと考えられるが、セイヨウナタネが我


が国の野性動植物等に影響を及ぼしたとする報告はなされていない。さらに、人為


的撹乱のない自然条件下では、野生化したセイヨウナタネの個体群は短期間で消滅


することが報告されている。 


 


 以上のことを踏まえ、組換えセイヨウナタネ RF3 の競合における優位性について、


生物多様性影響が生ずる可能性を評価した。 


 


 競合における優位性に関する形質として、形態及び生育の特性、生育初期におけ


る高温及び低温耐性、成体の越夏性及び越冬性、種子の生産量及び脱粒性について、


隔離ほ場又は特定網室において組換えセイヨウナタネ RF3 と非組換えセイヨウナタ


ネを比較したが、競合において優位に作用する可能性を示唆する性質は認められな


かった。なお、発芽率及び休眠性に関する調査は我が国では行われていないため、


ベルギーで行われた試験結果に基づき評価したが、組換えセイヨウナタネ RF3 と非


組換えセイヨウナタネに相違は認められなかった。 


 


 また、組換えセイヨウナタネ RF3 は改変 bar 遺伝子産物である改変 PAT 蛋白質に


より除草剤グルホシネート耐性形質を示すが、本形質は除草剤グルホシネートが散


布される環境下においてのみ競合に優位に作用する。しかし、自然環境下において


除草剤グルホシネートが散布されることは想定し難いため、本形質を有していても


競合において優位に作用することはないと考えられる。また、組換えセイヨウナタ


ネ RF3 は barstar 遺伝子産物である BARSTAR 蛋白質を産生する。本蛋白質は barnase


遺伝子産物である BARNASE 蛋白質と 1:1 で特異的に結合してその活性を阻害するた


め、barnase 遺伝子により雄性不稔形質を付与されたセイヨウナタネと交雑した場


合にのみ意図された機能を果たすが、そのようなセイヨウナタネが存在しない通常


の自然条件下においては何ら機能を果たさず、組換えセイヨウナタネ RF3 の競合に


おける優位性を高めることはないと考えられる。したがって、除草剤グルホシネー


ト耐性及び稔性回復性は自然条件下において競合の優位性に関する形質として作用


しないと考えられた。 


 


 以上から、自然条件下での競合における優位性に関して、組換えセイヨウナタネ


RF3 は非組換えセイヨウナタネと同等であると考えられた。したがって、影響を受


ける可能性のある野生動植物等は特定されず、競合における優位性に起因する生物
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多様性影響が生ずる可能性はないと判断した。 


 


組換えセイヨウナタネ RF3 は改変 PAT 蛋白質及び BARSTAR 蛋白質を新たに産生す


るが、改変 PAT 蛋白質は高い基質特異性を有しており、基質であるグルホシネート


以外の化合物にアセチル基を転移することは考え難い。また、BARSTAR 蛋白質につ


いては、barnase 遺伝子により雄性不稔性が付与されているセイヨウナタネと交雑


した場合にのみ、その後代の葯のタペート細胞において BARNASE 蛋白質と 1:1 で結


合し、BARNASE 蛋白質の活性を阻害するが、その他に宿主の代謝系に影響して有害


物質を産生するとは考え難い。さらに、改変 PAT 蛋白質及び BARSTAR 蛋白質のアミ


ノ酸配列に基づいて包括的な相同性検索及びアレルゲンエピトープ検索を行った結


果、いずれにおいても既知の毒素及びアレルゲンとの相同性は認めらなかった。 


 


組換えセイヨウナタネ RF3 の有害物質の産生性について、根から分泌され他の植


物に影響を与えるものについては後作試験、植物体が内部に有し、他の植物に影響


を与えるものについては鋤込み試験、根から分泌され土壌微生物相に影響を与える


ものについては土壌微生物相試験を行った。その結果、いずれの試験においても組


換えセイヨウナタネ RF3 と非組換えセイヨウナタネの間で有意差は認められなかっ


た。ただし、鋤込み試験において検定植物として用いられたダイコンの発芽率の平


均値についてやや相違がみられたため、再試験を行い、土壌に混和された植物体か


ら産生される有害物質の有無について、経時的（植物体混和直後、1週間後、2週間


後及び 4 週間後）に調査した。その結果、ダイコンの発芽率、根長、生重及び乾物


重にはいずれの調査時期においても有意差は認められなかった。他方、草丈につい


ては、混和直後は非組換えセイヨウナタネ処理区の方が大きく、1 週間後及び 2 週


間後には有意差は認められず、4 週間後では組換えセイヨウナタネ RF3 処理区の方


が大きい値を示した。しかし、混和直後にみられた組換えセイヨウナタネ RF3 の草


丈の抑制効果は 5％以下であり、同じく混和直後の土壌を用いた 1 回目の試験では


有意差は認められなかったこと、さらに、その後の処理区ではいずれも抑制効果が


認められていないことから、組換えセイヨウナタネ RF3 は枯死した後に他の植物の


生育を抑制するような新規の有害物質を産生していないものと考えられる。 


 


なお、組換えセイヨウナタネ RF3 は 1999 年からカナダ及び米国において商業栽培


されているが、開発期間を含め、これまでに組換えセイヨウナタネ RF3 が有害物質


を産生し、周囲の動植物等に影響を及ぼしたとする報告はされていない。 


 


 以上から、組換えセイヨウナタネ RF3 は野生動植物等に影響を及ぼすような有害


物質の産生性を新たに獲得していないと考えられた。したがって、影響を受ける可


能性のある野生動植物等は特定されず、有害物質の産生性に起因する生物多様性影
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響が生ずるおそれはないと判断した。 


 


 我が国に自生するセイヨウナタネとその近縁種のうち交雑可能なものとして、セ


イヨウナタネ、B.rapa、B.juncea、B.nigra 及び R.raphanistrum が挙げられる。し


かし、セイヨウナタネは明治時代に米国やヨーロッパから輸入された栽培種である。


また、B.rapa 及び B.juncea は我が国において栽培種として古くから利用されてい


るが、いずれも栽培由来の外来種である。さらに、B.nigra 及び R.raphanistrum は


明治以降に人為的影響により我が国に侵入した外来種である。したがって、交雑性


に関して影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されず、交雑性に起因する


生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断した。 


 


しかし、①組換えセイヨウナタネ RF3 と近縁種との雑種後代が優占化して他の野


生植物種の個体群を駆逐する場合、②交雑により浸透した導入遺伝子が負担となり


近縁種の個体群が縮小し、それらに依存して生息する昆虫等の野生生物の個体群の


維持に影響を及ぼす場合には、間接的に生物多様性影響が生ずる可能性が考えられ


た。 


 


 組換えセイヨウナタネ RF3 とセイヨウナタネの交雑性については隔離ほ場におい


て調査されたが、既往の知見を上回っていないことが確認された。組換えセイヨウ


ナタネ RF3 と B.rapa の交雑性についても隔離ほ場試験で調査されたが、交雑は認め


られなかった。また、セイヨウナタネと B.rapa、B.juncea 及び R.raphanistrum は


自然条件下において雑種を形成する可能性はあるが、交雑率はいずれも低く、さら


に雑種後代の稔性や適応度も低下することなどから、後代にわたり雑種の個体群が


維持されるとは考え難い。また、B.nigra についてはセイヨウナタネとの種間交雑


の可能性自体が極めて低い。したがって、自然条件下で戻し交配を繰り返し、これ


らの近縁種の個体群中に雑種後代が浸透していく可能性は極めて低いと考えられる。 


 


また、挿入遺伝子が負担となり、雑種の個体群の維持に影響を及ぼす可能性につ


いては、改変 bar 遺伝子及び barstar 遺伝子の両方を有する組換えセイヨウナタネ


と B.rapa の雑種に、除草剤グルホシネートによる選抜を加えつつ B.rapa を 3 回戻


し交配して得られた BC3 世代における耐性個体と非耐性個体との比較において、花


粉稔性、生存性及び種子生産量に相違は認められなかったと報告されている。よっ


て、改変 bar 遺伝子及び barstar 遺伝子が負担となり、短期的に種間雑種の個体群


の維持に影響を及ぼす可能性は低いと考えられる。 


 


これらのことから、①組換えセイヨウナタネ RF3 と近縁種との雑種後代が優占化


して他の野生植物種の個体群を駆逐する可能性、②交雑により浸透した導入遺伝子
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が負担となり近縁種の個体群が縮小し、それらに依存して生息する昆虫等の野生生


物の個体群の維持に影響を及ぼす可能性はいずれも極めて低く、交雑に起因する間


接的な生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断した。 


 


 以上を総合的に評価し、組換えセイヨウナタネRF3を第一種使用規程に従って使用


した場合に生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断した。 
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緊 急 措 置 計 画 書（栽培目的の場合） 
                                                 


平成 16年 8月 18日 
 
                                       氏名 バイエルクロップサイエンス株式会社 
                           代表取締役社長 ローレンス ユー 
 
                                       住所 東京都港区高輪4-10-8 
    
 
 第一種使用規定の承認を申請している除草剤グルホシネート耐性及び稔性回復性セイヨウナタ


ネ (改変bar, barstar, Brassica napus L., RF3, OECD UI ACS-BNØØ3-6) (以下、「組換えセイヨ
ウナタネRF3」とする。)の第一種使用において、もし、生物多様性影響が生ずるおそれがあると
リスク評価において確認されたならば、弊社は適切に当該影響を防止するため、以下の措置をと


ることとする。 
 
1  第一種使用等における緊急措置を講ずるための実施体制及び責任者 
 弊社は社内に緊急措置に適切に対応するために危機対策本部を速やかに設置する。危機対策本


部は、開発本部長を本部長とし、バイオサイエンスグループリーダーを事務局として、広報担当


者を含む各部門から構成される。 
 
2 第一種使用等の状況の把握の方法 
 弊社は我が国への組換えセイヨウナタネRF3種子の輸出者、組換えセイヨウナタネRF3種子を
配給した我が国の種苗会社、その種子を買った我が国の農家や栽培者、配給した種子の量及び時


期を可能な限り特定する。 
  
3 第一種使用等をしている者に緊急措置を講ずる必要があること及び緊急措置の内容を周知す
るための方法 
 確認された明確な生物多様性影響が生ずるおそれに基づいて適切に、弊社は上記2で明らかに
した我が国への組換えセイヨウナタネRF3種子の輸出者、我が国の種苗会社、農家や栽培者に生
物多様性影響に関して情報提供を行い、当該影響を防止するために適切な措置を講ずることを通


知する。さらに、弊社は可能な限りにおいて組換えセイヨウナタネRF3種子を我が国に配給して
いる、またはその可能性のある国の種苗会社及び農業者団体に生物多様性影響が生ずるおそれが


あると確認されたこと及び当該影響を防止する措置に関して通知する。 
  


4 遺伝子組換え生物等を不活化し又は拡散防止措置を執ってその使用等を継続するための具体
的な措置の内容 
 確認された明確な生物多様性影響が生ずるおそれに基づき適切に、弊社は上記2及び3で明らか
にした個人や団体に、組換えセイヨウナタネRF3を不活性化する措置か、さもなくば組換えセイ
ヨウナタネRF3の環境への放出を防止するための措置、及びすでに環境に放出された組換えセイ
ヨウナタネRF3の拡散を防止する措置について連絡、指導する。 
  
5 農林水産大臣及び環境大臣への連絡体制 
 組換えセイヨウナタネRF3が我が国の生物多様性に影響を与えるおそれがあると認められた場
合には、速やかに農林水産省農産安全管理課及び環境省野生生物課に連絡するとともに、緊急措


置対応のための社内における組織体制及び連絡窓口を報告する。 
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緊 急 措 置 計 画 書（食用、飼料用に供する場合） 
 


                                                平成 16年 8月 18日 
 
                                           氏名 バイエルクロップサイエンス株式会社 
                           代表取締役社長 ローレンス ユー 
 
                                           住所 東京都港区高輪4-10-8 
 
  
 第一種使用規程の承認を申請している除草剤グルホシネート耐性及び稔性回復性セイヨウナタ


ネ (改変bar, barstar, Brassica napus L., RF3, OECD UI ACS-BNØØ3-6) (以下、「組換えセイヨ
ウナタネRF3」とする。)の第一種使用において、もし、生物多様性影響が生ずるおそれがあると
リスク評価において確認されたならば、弊社は適切に当該影響を防止するため、以下の措置をと


ることとする。 
 
1  第一種使用等における緊急措置を講ずるための実施体制及び責任者 
 弊社は社内に、緊急措置に適切に対応するために危機対策本部を速やかに設置する。危機対策


本部は、開発本部長を本部長とし、バイオサイエンスグループリーダーを事務局として、広報担


当者を含む各部門から構成される。 
  
2 第一種使用等の状況の把握の方法 
 弊社は組換えセイヨウナタネRF3穀粒の我が国への輸入業者、我が国において組換えセイヨウナ


タネRF3穀粒を配給した業者、輸入した組換えセイヨウナタネRF3穀粒の量及び時期を可能な限り


特定する。 
  
3 第一種使用等をしている者に緊急措置を講ずる必要があること及び緊急措置の内容を周知す


るための方法 
 確認された明らかな生物多様性影響が生ずるおそれに基づいて適切に、弊社は上記2で明らか
にした組換えセイヨウナタネRF3穀粒の我が国への輸入業者及び我が国における配給業者に当該


影響を防止するために適切な措置を講ずることを通知する。さらに、弊社は可能な限りにおいて


組換えセイヨウナタネRF3穀粒を我が国に配給している、またはその可能性のある国の配給業者及


び農業者団体に生物多様性影響が生ずるおそれが確認されたこと及び当該影響を防止する措置に


関して通知する。 
 
4 遺伝子組換え生物等を不活化し又は拡散防止措置を執ってその使用等を継続するための具体
的な措置の内容 
 確認された明確な生物多様性影響が生ずるおそれに基づき適切に、弊社は上記2及び3で明らか
にした個人や団体に、組換えセイヨウナタネRF3を不活性化する措置か、さもなくば組換えセイヨ


ウナタネRF3の環境への放出を防止するための措置、及びすでに環境に放出された組換えセイヨウ


ナタネRF3の拡散を防止する措置について連絡、指導する。 
 
5 農林水産大臣及び環境大臣への連絡体制 
 組換えセイヨウナタネRF3が我が国の生物多様性に影響を与えるおそれがあると認められた場


合には、速やかに農林水産省農産安全管理課及び環境省野生生物課に連絡するとともに、緊急措


置対応のための社内における組織体制及び連絡窓口を報告する。 
 












 


 


                                       別添 


 


学識経験者意見 


 


 


 専門の学識経験者により、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の


確保に関する法律」に基づき申請のあった下記の遺伝子組換え生物等に係る第一種使用規


程に従って使用した際の生物多様性影響について検討が行われ、別紙のとおり意見がとり


まとめられました。                             


 


１ 除草剤グリホサート耐性テンサイ 


  (改変 cp4 epsps, Beta vulgaris L. subsp. vulgaris  var. altissima ) 
   (H7-1, OECD UI: KM-ØØØH71-4) 
 


２ 高オレイン酸ダイズ 


    (GmFad2-1, Glycine max (L.) Merr.)(260-05, OECD UI: DD-Ø26ØØ5-3) 
 


３ チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ 


（改変 cry1Ab, pat, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis） 
（Bt11, OECD UI: SYN-BTØ11-1） 


 


４ 除草剤グルホシネート耐性及び稔性回復性セイヨウナタネ 


（改変 bar, barstar, Brassica napus L.）（RF3, OECD UI：ACS-BNØØ3-6） 
 







 


 


                                    （別紙） 
 


生物多様性影響評価検討会での検討結果 


 


１ （略） 
 
２ （略） 
 
３ （略） 


 


４  名 称 ： 除 草 剤 グ ル ホ シ ネ ー ト 耐 性 及 び 稔 性 回 復 性 セ イ ヨ ウ ナ タ ネ          


（改変 bar, barstar, Brassica napus L.）（RF3, OECD UI: ACS-BNØØ3-6）  
第一種使用等の内容：食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運


搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為 


申請者：バイエルクロップサイエンス（株） 


 


（１）生物多様性影響評価の結果について 


  ア 競合における優位性 


      宿主が属する生物種であるセイヨウナタネ（Brassica napus L.）は、我が国へは
明治時代に導入され、河川の土手や路傍、種子が陸揚げされる港湾周辺等で生育して


いることが報告されている。路傍、崖、河川敷などのように撹乱が定期的に起こる立


地条件でなければ、やがてセイヨウナタネは多年生草本や潅木に置き換わることが知


られている。 


     本組換えセイヨウナタネには、 
    (ｱ) 除草剤グルホシネート耐性が付与されているが、自然環境下でグルホシネート 


が選択圧になるとは考えにくいこと 


   (ｲ) 稔性回復性が付与されているが、リボヌクレアーゼにより雄性不稔性が付与され


た組換えセイヨウナタネと交配させる場合にのみ意図された機能を果たすもので


あること 


     等から、これらの形質により、自然環境下で本組換えセイヨウナタネの競合にお   
ける優位性が高まるとは考えにくい。 


       さらに、我が国の隔離ほ場において本組換えセイヨウナタネの競合における優位 
性に関わる諸形質が調査されており、調査項目のうち、非組換えセイヨウナタネと比


較して結実粒数の平均値がやや少なく、有意差が認められたものの、この他の項目に


ついては有意差は認められていないことから、本組換えセイヨウナタネの競合 にお


ける優位性が高まるとは考えにくい。 


       以上より、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されず、競合における 
優位性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはないとの申請者による結論は妥 


当であると判断した。 


 







 


 


  イ 有害物質の産生性 


      従来のセイヨウナタネの種子には、ヒトを含む哺乳動物に対する有害物質として 
エルシン酸及びグルコシノレートの産生が知られている。本組換えセイヨウナタネの


宿主品種は、品種改良によりエルシン酸及びグルコシノレートの含有量を低減したい


わゆるカノーラと呼ばれる品種の一つであり、本組換えセイヨウナタネの成分分析に


おいても、エルシン酸及びグルコシノレートの含有量は宿主と同等であることが確認


されている。 


      本組換えセイヨウナタネは、グルホシネートへの耐性を付与する改変 PAT 蛋白質
及びリボヌクレアーゼ活性を阻害する BARSTAR蛋白質を産生する。   


      PAT蛋白質は、野生動植物等への有害性を有するとする報告はなされておらず、高
い基質特異性を有することが示されており、宿主の代謝系に影響を及ぼすことはない


と考えられる。 


また、BARSTAR蛋白質は稔性回復性を示す以外には、宿主の代謝系に影響を及ぼ
すことは考えにくい。 


   さらに、PAT蛋白質及び BARSTAR蛋白質のアミノ酸配列に基づいて包括的な相同
性検索及びアレルゲンエピトープ検索を行った結果、いずれの蛋白質についても既知


のアレルゲンとの相同性は認められなかった。 


      我が国の特定網室内において、本組換えセイヨウナタネの有害物質（根から分泌さ
れ他の植物へ影響を与えるもの、根から分泌され土壌微生物に影響を与えるもの、植


物体が内部に有し枯死した後に他の植物に影響を与えるもの）の産生性に関する調査


として後作試験、土壌微生物相試験及び鋤込み試験が行われている。このうち後作試


験及び土壌微生物相試験においては対照の非組換えセイヨウナタネ処理区と比較して


相違は認められなかった。鋤込み試験においては、検定植物であるダイコンの草丈に


関し、２回目の試験（注）では、試験開始直後には非組換えセイヨウナタネ処理区の方


で、４週間後には本組換えセイヨウナタネ処理区の方で、ダイコンの草丈がやや大き


く、有意差は認められたものの、１回目の試験では有意差は認められなかった。また、


ダイコンの根長、生重及び乾物重に関しては、２回の鋤込み試験いずれにおいても有


意差は認められなかった。 


      以上より、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されず、有害物質の産生
性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはないとの申請者による結論は妥当であ


ると判断した。 


 


（注）鋤込み試験において、非組換えセイヨウナタネ処理区と比較して、検定植物であるダイコンの


発芽率の平均値がやや低いとの結果が認められ、再試験が行われた。なお、２回目の試験では、


検定植物の発芽率に相違は認められなかった。 


 


  ウ 交雑性 


      我が国の自然環境中には多くのアブラナ科植物が生育しているが、セイヨウナタ   
ネ（Brassica napus L.）と交雑可能な種として、セイヨウナタネ自身の他に Brassica   
属に属する B. rapa L.（カブ、コマツナ、在来種ナタネ等）、B. juncea (L.) Czern（カ  







 


 


ラシナ、タカナ等）、B. nigra (L.) W.D.J.Koch（クロガラシ）及び Raphanus        
raphanistrum L.（セイヨウノダイコン）が知られている。 


      セイヨウナタネ、B. juncea、B. nigra、R. raphanistrumは、すべて明治以降に人
為的に我が国に導入されたとされる外来種であり、また B. rapaについても我が国へ 
の導入時期は古いが、栽培由来の外来種であり、いずれも影響を受ける可能性のある


野生動植物としては特定されない。 


      以上より、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されず、交雑性に起因   
する生物多様性影響が生ずるおそれはないとの申請者による結論は妥当であると判   


断した。 


         
  エ  その他 
      上記のセイヨウナタネ及び近縁種との交雑に起因して、間接的に生物多様性影響   
が生ずる可能性（交雑により生じた雑種が競合において優位になり、他の野生動植物


種の個体群を駆逐する可能性、交雑により浸透した導入遺伝子の影響により近縁種の


個体群が縮小し、それらに依存して生息している昆虫等の野生動植物等の個体群の維


持に支障を及ぼす可能性）について評価した。 


   (ｱ) 本組換えセイヨウナタネと非組換えセイヨウナタネ又は B. rapaとの交雑率は、
既往の知見を上回るものではないことが確認されていること 


   (ｲ) 近縁種との交雑性に関し、雑種そのものの形成が困難であったり、雑種が形成さ  


れたとしても、その後代の稔性は低いとの報告があること 


   (ｳ) アにおいて考察したように、自然環境下において、グルホシネート耐性及び稔性  


回復性により競合における優位性が高まるとは考えにくいこと 


    等から交雑により生じた雑種が競合において優位になり、他の野生動植物の個体群   


を駆逐する可能性は極めて低いと考えられる。 


      また、改変 bar 遺伝子及び barstar 遺伝子の両方を有する組換えセイヨウナタネ   
と B. rapa の雑種に、除草剤グルホシネートによる選抜を加えつつ B. rapa を 3 回   
戻し交雑して得られた BC3 世代における耐性個体と非耐性個体との比較において、  
花粉稔性、生存性及び種子生産量に相違は認められなかったと報告されている。よ   


って、改変 bar 遺伝子及び barstar 遺伝子が負担となり、短期的に種間雑種の個体   
群の維持に影響を及ぼす可能性は低いと考えられる。 


      以上より、交雑に起因して、間接的に生物多様性影響が生ずるおそれはないとの   
申請者による結論は妥当であると判断した。 


 


（２）生物多様性影響評価書を踏まえた結論 


  以上を踏まえ、本組換えセイヨウナタネを第一種使用規程に従って使用した場合   


に、生物多様性影響が生ずるおそれはないとした生物多様性影響評価書の結論は妥   


当であると判断した。 
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別添資料 1 


セイヨウナタネに関する情報 


和名：セイヨウナタネ


英名：oilseed rape 5 
学名：Brassica napus L. 


1. 国内及び国外の自然環境における自生地域


10 
セイヨウナタネ (B. napus L.)  は、アブラナ科アブラナ属の B. rapa L. (在来ナ


タネ、カブ、ハクサイ、コマツナ、ノザワナ、ツケナ、チンゲンサイ、パクチ


ョイ等と呼ばれるもの全体を指す) (以下、「B. rapa」という。) とキャベツなど


が属する B. oleracea L. (以下、「B. oleracea」という。) との交雑の結果できた


複 2 倍体種である (角田, 2001)。セイヨウナタネは、交雑親の B. rapa と B. 15 
oleracea の分布が重なる北ヨーロッパが原産地と考えられており、現在は、世界


中にその分布が見られる (稲永, 2000)。アブラナ属のうちわが国に自生している


ものは、セイヨウナタネ、B. rapa (在来ナタネ)、B. juncea (L.) Czern (カラシナ) (以
下、「B. juncea」という。) 及び B. nigra (L.) Koch (クロガラシ) (以下、「B. nigra」
という。)である (清水ら, 2008 )。なお、B. juncea には、カラシナの他に明治以20 
前にわが国に導入され各地で栽培されているザアサイ等の野菜類もあるが (由
比, 2004)、現在、荒地、路傍、河原などで自生化しているものは、カラシナであ


る (清水ら, 2001 ; 中井, 2003)。また、アブラナ科の帰化植物種として、上記の


植物以外にダイコン属の Raphanus raphanistrum L. (セイヨウノダイコン) (以下、


「R. raphanistrum」という。) 及び Raphanus sativus L. var. raphanistroides Makino 25 
(ハマダイコン)、ダイコンモドキ属の Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. (ダイコ


ンモドキ)(以下、「H. incana」という。) 及びシロガラシ属の Sinapis arvensis L. 
(ノハラガラシ) (以下、「S. arvensis」という。) が挙げられる1。 


30 セイヨウナタネは路傍、線路脇、ほ場脇及び定期的に人の手が加えられる場


所で自生化し得ることが知られており (OECD, 2012)、わが国においては、河原


1 近縁種のうち、B. nigra と S. arvensis については自然条件下でセイヨウナタネ


を花粉親とした場合の交雑は報告されていない。また、Raphanus sativus L. var. 
raphanistroides Makino については、人為的な交配も含め、セイヨウナタネとの


交雑は報告されていない。


1 







等で生育していたり (清水ら, 2001 ; 国土交通省, 2012)、海外から種子が陸揚げ


される港湾の周辺で生育していることがこれまでに報告されている (農林水産


省 2013a)。しかし、セイヨウナタネは自然植生に侵略することはなく、自然環


境下で優占する多年生草本と競合することができない (OECD, 2012)。 
 5 
 
2. 国内及び国外における第一種使用等の歴史 
 
セイヨウナタネの使用等の歴史は古く、紀元前 2000~1500 年の古代インドの


記述や、紀元前 500~200 年のギリシャ、ローマ及び中国の記述に記されている10 
(Downey and Röbbelen, 1989)。ヨーロッパにおけるほ場規模での栽培は、13 世紀


にベルギーで始まったとされている (角田, 2001)。 
 
アジアやヨーロッパでも、古くからセイヨウナタネは種子から油が搾られ、


灯火用として広く使用されていた (志賀, 1981)。また、ヨーロッパでは蒸気機関15 
の潤滑油として使用されるようになり、このことがヨーロッパでのセイヨウナ


タネ栽培の進展を促した。カナダにおいては、第二次世界大戦時に、軍艦の蒸


気機関の潤滑油を補給する目的でセイヨウナタネ栽培が始まった (角田, 2001)。 
 
本来、セイヨウナタネ種子からとられた油は、エルシン酸やグルコシノレー20 


トといった有害物質を含むことが知られている。エルシン酸は、実験動物に多


量に給与した場合、心筋や骨格筋などに病的な変化が生ずることが報告されて


いる。また、グルコシノレートは、家畜の甲状腺を肥大させることが知られて


いる (志賀, 1981)。したがって、セイヨウナタネ種子からとられた油は、食用や


飼料用には不向きであると考えられていた。しかし、カナダでの品種改良によ25 
り低エルシン酸で低グルコシノレートであるカノーラ品種が育成されるに至り、


その結果として、現在ではサラダ油、マーガリン等の食用油として広く利用さ


れている (志賀, 1981) 。また搾油かすは飼料として利用されている (角田, 2001)。 
 
日本において古くから栽培されているのは B. rapa である。この種の栽培は地30 


中海東部からシベリアや西域を経て中国に入り、古代に中国・朝鮮から渡来し


たと考えられている。平安時代の「延喜式」には花芽を食べる野菜として記さ


れている。江戸時代に燈油や食用油の原料として大規模に栽培されるようにな


った。一方、セイヨウナタネは明治時代から栽培されるようになり、全国に広


がっていき、B. rapa (在来ナタネ) は少なくなっていった (角田, 2001) 。 35 
 


2 
 







わが国でのセイヨウナタネの栽培面積及び生産量は、昭和 12～13 年に 11 万


ha 及び 12 万～13 万 t に達したが、第二次世界大戦によって激減した。戦後再び


増加し、昭和 27～33 年には 20 数万 ha 及び 30 万 t に達した。しかし、その後、


イネ栽培の早期化による作期の重なりや、昭和 30 年代のわが国の経済発展によ


って、その栽培面積は減少し、現在では国内需要のほとんどを輸入品に頼って5 
おり、国産ナタネは主に緑肥や景観作物として栽培されている (石井, 2000)。 
 
 
3. 主たる栽培地域、栽培方法、流通実態及び用途 
 10 
国連食料農業機関 (FAO) の統計情報に基づくと、2012 年における全世界のセ


イヨウナタネの栽培面積は約 3,409 万 ha であり、栽培面積の上位国を挙げると


カナダが約 838 万 ha 次いで中国が約 730 万 ha、EU が約 621 万 ha、インドが約


592 万 ha、オーストラリアが約 236 万 ha となっている (FAOSTAT, 2014)。 
 15 
なお、同統計情報によると、現在、わが国で栽培されているセイヨウナタネ


の栽培面積は 1,610ha で収穫量は約 1,870 t である (FAOSTAT, 2014)。 
 
カナダにおいてはセイヨウナタネは春播きで栽培される。一方、日本におけ


るセイヨウナタネの栽培方法は、秋に播種して、春から初夏にかけて収穫する20 
秋播栽培が一般的である (志賀, 1981)。 


 
日本には 2012 年度に 240.8 万 t が輸入され、主な輸入国はカナダ (233.2 万 t)、


次いでオーストラリア (7.6 万 t)である (農林水産省, 2013b)。また、ナタネ油は


2013 年に 1.7 万 t、飼料用の油かすは 6.8 万 t 輸入されている (財務省, 2014)。 25 
 
現在、セイヨウナタネの用途は、油糧用と飼肥料用に大別される。油糧用と


して子実から搾油・精製された油の多くは食用植物油として、又はマヨネーズ、


マーガリン、ショートニングなどの食用加工油脂として利用されている。飼肥


料用としては、搾油後の油かすが有機肥料や配合飼料として有効活用されてい30 
る。またナタネ油及びその廃食油をバイオディーゼル燃料に精製する試みが始


まっている (農業・生物系特定産業技術研究機構, 2006)。 
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4. 生理学的及び生態学的特性 
 
イ、 基本的特性 


 
 セイヨウナタネは種子繁殖する一年生植物である。 5 
 
ロ、 生息又は生育可能な環境の条件 


 
セイヨウナタネは、休眠打破、抽苔の開始及び花芽の分化に低温を必要とする


秋播き品種と、それを必要としない春播き品種とに分けられる (石井, 2000)。セ10 
イヨウナタネの播種期の気温は 15~20°C であり、酸性や湿度には比較的強いが、


重粘土や砂質で乾燥している土壌は適さない (志賀, 1981)。セイヨウナタネは、


発芽時の過湿を嫌うが、生育時には多くの水分が必要である。また、日本全国


で栽培可能である (志賀, 1981)。 
 15 
ハ、 捕食性又は寄生性 


 
 ― 
 
ニ、 繁殖又は増殖の様式 20 


 
① 種子の脱粒性、散布様式、休眠性及び寿命 


 
セイヨウナタネでは 1 つの莢の中に多数の種子ができ、種子が成熟し乾燥し


た莢は莢柄の部分より裂開して種子を放出する (志賀, 1981)。 25 
 
乾燥した莢は、わずかな物理的刺激により裂開するため、種子を飛散させや


すい (石井, 2000)。したがって、脱粒性は比較的高いと考えられる。 
 
種子の休眠性は秋播き品種、春播き品種に関わらず比較的浅いことが知られ30 


ているが、気温の大きな変動、水分の欠乏及び暗黒条件が長時間続いた場合に


休眠性を獲得することが知られている (Pekrun et al., 1997)。また、遺伝子型によ


っては 20°C 以上の高温条件下で休眠性を獲得する品種も報告されている


(Gulden et al., 2000)。これらの獲得された休眠性は、種子が光にさらされ、かつ


低温条件 (2~4°C) (Gulden et al., 2000) や再度変温条件下におかれることで破ら35 
れることが知られている (Pekrun et al., 1997)。 
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セイヨウナタネの種子の寿命は、採種条件や保存条件によって異なる。登熟


後に乾燥状態で貯蔵した場合には 6 年を経過しても 80%の発芽力があったが、


室内に放置した場合の 3 年後の発芽率は約 30%であったと報告されている (角
田, 2001)。 
 5 
② 栄養繁殖の様式並びに自然条件において植物体を再生しうる組織又は器


官からの出芽特性 
 
セイヨウナタネは種子繁殖を行い、自然条件下において他の器官からの繁殖


は観察されていない。 10 
 
③ 自殖性、他殖性の程度、自家不和合性の有無、近縁野生種との交雑性及び


アポミクシスを生ずる特性を有する場合はその程度 
 
セイヨウナタネは自家不和合性を持たず、自家受粉によって種子を作ること15 


が多い。風媒や虫媒による他家交雑率は 12~55%と報告されている (Beckie et al., 
2003)。 
 
セイヨウナタネと交雑可能な近縁種としては、わが国で古来から栽培種とし


て利用されているB. rapa と、帰化植物であるB. nigra、R. raphanistrum、S. arvensis、20 
B. juncea 及び H. incana が挙げられる (角田, 2001; 清水ら, 2001 ; OGTR, 2002; 
中井, 2003)。 
 


B. rapa には、在来ナタネの他に、その変種であるカブ、ハクサイ、コマツナ、


ノザワナ、ツケナ、チンゲンサイ、パクチョイも含まれるが、わが国の荒地や25 
路傍で自生化しているものは、在来ナタネである (角田, 2001)。B. rapa のセイヨ


ウナタネとの交雑性に関しては、セイヨウナタネのほ場の境界線より外側のほ


場に B. rapa (在来ナタネ) の集団を植え、B. rapa の種子における交雑体を調べた


場合は、その交雑率は低く 0.4%～1.5%であった (Scott and Wilkinson, 1998)。ま


た、自然条件においてセイヨウナタネの集団と隣接して存在する B. rapa の集団30 
において、セイヨウナタネとB. rapaとの交雑率は0.1%であった (Wilkinson et al., 
2000)。しかし、セイヨウナタネのほ場内に B. rapa (在来ナタネ) を植え、B. rapa
の種子における交雑体を調べた場合の交雑率は 13%であったと報告されている 
(Jørgensen et al., 1996)。 


 35 
B. juncea には、カラシナの他に明治以前にわが国に導入され各地で栽培され
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ているザアサイ等の野菜類もあるが (由比, 2004)、現在、荒地、路傍、河原など


で自生化しているものは、戦後にヨーロッパや北アメリカから持ち込まれた帰


化植物のカラシナである (清水ら, 2001 ; 中井, 2003)。B. juncea とセイヨウナタ


ネの交雑はどちらが花粉親の場合でも起こるが、セイヨウナタネが花粉親の場


合の交雑率 (0.3%) は、B. juncea (カラシナ) が花粉親の場合の交雑率 (1.1%) に5 
比べて低いことが報告されている (Bing et al., 1996)。 


 
H. incana は、地中海沿岸を原産とする帰化植物であり、わが国では戦後に発


見された (中井, 2003)。セイヨウナタネとの交雑率に関しては、H. incana とセ


イヨウナタネを 1:625 の比率で栽培した場合に、H. incana の収穫種子の 1.0%が10 
交雑体であったと報告されている (Lefol et al., 1996b)。 


 
R. raphanistrum は、ヨーロッパ、北アフリカ及び中近東を原産とする帰化植物


であり、わが国では昭和初期に発見された (中井, 2003)。セイヨウナタネとの交


雑性に関しては、セイヨウナタネを R. raphanistrum と混合して育成させた場合15 
の交雑頻度が調査されており、フランスでは 1×10-5~1×10-7 (Chèvre et al., 2004)、
オーストラリアでは 4×10-8 (Rieger et al., 2001)、そしてカナダでは 3×10-5 


(Warwick et al., 2003) という報告がされている。しかし、除草剤グルホシネート


耐性セイヨウナタネと R. raphanistrum をほ場で栽培し、定期的なモニタリング


をイギリスにおいて 5 年間 (Norris and Sweet, 2002) 及び、カナダで 2 年間 20 
(Warwick et al., 2003) 実施した結果、雑種は認められなかった。 


 
S. arvensisは地中海沿岸を原産とする帰化植物であり、わが国では昭和初期に


発見された(中井, 2003)。セイヨウナタネを花粉親とした場合のS. arvensisとの交


雑は自然条件下では認められておらず、in vitroの試験で交雑の例があるのみであ25 
る (Chèvre et al., 1996; Moyes et al., 2002)、なお、S. arvensisを花粉親とした場合


の雄性不稔セイヨウナタネにおける交雑率は1.2 % (Lefol et al., 1996a) であると


報告されている。 
 


B. nigra はヨーロッパから西アジアを原産とする帰化植物であり、栽培種から30 
の逸出により 1947 年以前にわが国に渡来したと考えられている (日本生態学会


(編), 2002 ; 中井, 2003) 。セイヨウナタネとの交雑性については、両者を隣接し


て生育させた後に雑種の形成率を調査した報告があるが、雑種の形成は認めら


れなかった (Scheffler and Dale, 1994; Bing et al., 1996)。また、人工受粉による交


雑によって交雑体が得られたという報告はない。なお、B. nigra を花粉親として35 
胚珠培養を行った場合 3.4 %の交雑率で交雑体が得られたと報告されているが 
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(Kerlan et al., 1992)、セイヨウナタネを花粉親として胚珠培養を行った場合には


交雑体は得れなかったと報告されている (Kerlan et al., 1992)。 
 
④ 花粉の生産量、稔性、形状、媒介方法、飛散距離及び寿命 
 5 
セイヨウナタネは 1 花当たり約 6~7 万粒の花粉を生産する。 
 
ほ場において、花粉の発芽率は開花 4～5 時間後から次第に低下することが


報告されている (Rantio-Lehtimäki, 1995)。 
 10 
セイヨウナタネの花粉は黄色で、3 つに縦にくびれた楕円形をしている。大き


さは長径 37~39µm 及び短径 20~22µm である (角田, 2001)。また、セイヨウナタ


ネの花粉は重く粘性がある (OECD, 2012)。 
 
花粉の媒介方法は風又は昆虫 (主にハチ) である (OECD, 2012)。 15 


 
セイヨウナタネの花粉は重くて粘着性があるが、サイズが小さいため、花粉


は風によって飛散する (Harker et al., 2002)。Timmons ら (1995) の報告によると


花粉源から 1.5km 離れた地点で、1 ㎡当たり 0~22 粒の花粉が飛散していたとあ


るが、空中における花粉の密度は花粉源からの距離が増すにつれて急激に減少20 
する。McCartney と Lacey (1991) の調査によると、ほ場から 10 m の地点で空中


における花粉密度は、ほ場内と比較して約 90%減少していた。また、花粉の 99%
以上が 12 m 以内に飛散すると報告されている (Scheffler et al., 1993)。 


セイヨウナタネ同士の交雑性と遺伝子流動については、世界中で広く研究が


行われており、複数の論文の中で論じられてきた (Salisbury, 2002; Beckie et al., 25 
2003; Messeguer, 2003; Hüsken and Dietz-Pfeilstetter, 2007)。セイヨウナタネの栽培


環境における交雑は、風や虫によって花粉が運ばれることや、セイヨウナタネ


個体間の接触により起こる。虫媒では特にハチによって花粉が運ばれる (Hüsken 
and Dietz-Pfeilstetter, 2007)。セイヨウナタネ間の交雑率は距離が増加するにつれ


て減少する。セイヨウナタネ間の交雑率は 12%から 55%の幅があると報告され30 
ている (Beckie et al., 2003)。他の例では 4km 以上離れたセイヨウナタネとの交雑


が報告されている (Hüsken and Dietz-Pfeilstetter, 2007)。花粉源からの距離が 100m
以上である場合のセイヨウナタネ同士の交雑率は、3.4%かそれ以下であると報


告されている (Salisbury, 2002; Beckie et al., 2003; Messeguer, 2003; Hüsken and 
Dietz-Pfeilstetter, 2007)。 35 
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ホ、 病原性 
 
 ― 
 
ヘ、 有害物質の産生性 5 


 
セイヨウナタネ種子において、ヒトを含む哺乳動物に対する有害物質として


エルシン酸及びグルコシノレートの産生が知られている。エルシン酸は、実験


動物に多量に給餌した場合、心筋や骨格筋などに病的な変化が生ずることが報


告されている。またグルコシノレートは、家畜の甲状腺を肥大させることが知10 
られている (志賀, 1981)。しかし、セイヨウナタネでは長年にわたり育種改良が


続けられ、低エルシン酸で低グルコシノレートの品種が育成された結果、今日、


その油がヒトの食用として、油かすが飼料として利用されるようになった。こ


のような低エルシン酸(精製油中で 2%未満)で低グルコシノレート (油かす 1g 当


たり 30µmol 未満) のセイヨウナタネは一般にカノーラと呼ばれ、本組換えセイ15 
ヨウナタネの遺伝子導入の母本となった Ebony もカノーラと認められている


(CFIA, 2014)。 
 
ト、 その他の情報 


 20 
― 
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		2. 国内及び国外における第一種使用等の歴史

		3. 主たる栽培地域、栽培方法、流通実態及び用途

		4. 生理学的及び生態学的特性

		イ 、　基本的特性

		ロ 、　生息又は生育可能な環境の条件

		ハ 、　捕食性又は寄生性

		ニ 、　繁殖又は増殖の様式

		① 種子の脱粒性、散布様式、休眠性及び寿命

		② 栄養繁殖の様式並びに自然条件において植物体を再生しうる組織又は器官からの出芽特性

		③ 自殖性、他殖性の程度、自家不和合性の有無、近縁野生種との交雑性及びアポミクシスを生ずる特性を有する場合はその程度

		④ 花粉の生産量、稔性、形状、媒介方法、飛散距離及び寿命



		ホ 、　病原性

		ヘ 、　有害物質の産生性

		ト 、　その他の情報
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緊 急 措 置 計 画 書 


平成 26 年 5月 13 日


氏名 日本モンサント株式会社 


代表取締役社長 山根 精一郎 


住所 東京都中央区銀座四丁目 10番 10号 


第一種使用規程の承認を申請している除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性


並びに稔性回復性セイヨウナタネ (改変 cp4 epsps, 改変 bar, barstar, Brassica napus L.) 


(MON88302×RF3, OECD UI: MON-883Ø2-9×ACS-BNØØ3-6) (以下「本スタック系統セ


イヨウナタネ」という。) の第一種使用等において、生物多様性影響が生ずるおそれ


があると、科学的に判断された場合、以下の措置を執ることとする。 


１ 第一種使用等における緊急措置を講ずるための実施体制及び責任者は以下に示す


とおりである。 


平成 26 年 5月現在
委員 


　　　　　＊ 


日本モンサント株式会社 代表取締役社長 


東京都中央区銀座四丁目 10番 10号 


（電話番号  03-6226-6080） 


日本モンサント株式会社 農薬規制・環境部 部長 


日本モンサント株式会社 バイオ規制・環境部 部長 


日本モンサント株式会社 広報部 部長 


日本モンサント株式会社 広報部 


＊： 管理責任者 







２ 第一種使用等の状況の把握の方法 


弊社は、モンサント・カンパニーと連絡をとり、種子、穀物生産、収穫物の状況に


関し、種子生産、種子供給、販売、穀物取扱業者など使用の可能性がある関係各者か


ら可能な限り情報収集を行う。 


３ 第一種使用等をしている者に緊急措置を講ずる必要があること及び緊急措置の内 


容を周知するための方法 


弊社は、モンサント・カンパニーと連絡をとり、生産農家や穀物取扱業者などの取


引ルートへ本スタック系統セイヨウナタネの適切な管理、取扱いなどの生物多様性影


響のリスクとその危機管理計画について情報提供を行う。 


４ 遺伝子組換え生物等を不活化し又は拡散防止措置を執ってその使用等を継続する 


ための具体的な措置の内容 


生物多様性影響を生ずるおそれがあると認められた場合、弊社は、モンサント・カ


ンパニーの協力のもと、本スタック系統セイヨウナタネが環境中に放出されないよう


に必要かつ適切な措置をとるとともに、環境中に放出された本スタック系統セイヨウ


ナタネに対し、科学的根拠に基づきリスクの程度に応じて、速やかに機動的な対応を


行う。 


５ 農林水産大臣及び環境大臣への連絡体制 


弊社は、信憑性のある証拠及びデータにより生物多様性影響が生ずる可能性が示唆


された場合、そのことを直ちに農林水産省消費・安全局農産安全管理課及び環境省自


然環境局野生生物課に報告する。 











